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は
じ
め
に

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
労
務
遂
行
中
に
被
っ
た
労
働
者
の
損
害
に
関
し
て
、
使
用
者
は
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
こ
れ
を
賠
償
す
べ
き
責

任
が
判
例
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
一
九
八
三
年
五
月
一
三
日
（SZ�56/86

）
は
こ
の
よ
う
な
使
用
者
の
損
害
賠

償
責
任
を
形
式
的
に
は
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
を
定
め
た
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
、
理
論
的
に
は
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行

為
の
リ
ス
ク
責
任
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
た
。
ま
た
、
労
働
者
に
よ
る
使
用
者
ま
た
は
第
三
者
の
加
害
の
類
型
に
関
し
て
は
、
被
用
者
賠

償
責
任
法
（
Ｄ
Ｈ
Ｇ
）
が
労
働
者
の
使
用
者
に
対
す
る
賠
償
責
任
の
減
免
を
明
文
で
定
め
る
。
こ
れ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
の
注
目
す
べ
き

特
徴
で
あ
る
が
、
判
例
は
こ
の
類
型
に
関
し
て
も
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
に
よ
る
労
働
者
の
賠
償
責
任
の
軽
減
を
肯
定
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
労
働
契
約
へ
の
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
二
〇
件
を
超
え
る
判
例
が
公
に
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
、
通
説
的
見
解
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
判
例
・
学
説
上
確
定
し
た
法
理
で
あ
る
と
評
価
で
き
る）（
（

。

　
こ
の
よ
う
に
一
〇
一
四
条
は
本
来
的
な
委
任
契
約
の
領
域
で
は
な
く
て
、
雇
用
・
労
働
契
約
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
条
そ
れ
自
体
の
歴
史
的
な
沿
革
や
理
論
的
な
基
礎
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
同
条
の
雇
用
・
労
働
契
約
へ
の
類
推
適

用
を
論
ず
る
際
の
資
料
と
し
て
有
用
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
の
目
的
は
主
と
し
て
こ
の
点
に
あ
る
。
ま
た
、
近
時
、
事
務
管
理
に
関

二
　
事
務
管
理
者
の
被
っ
た
損
害
と
本
人
の
リ
ス
ク
責
任

　
⑴
　
学
説

　
⑵
　
判
例

　
⑶
　
社
会
保
険
と
の
関
連

三
　
事
務
管
理
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
軽
減

　
⑴
　
民
法
上
の
規
定

　
⑵
　
責
任
制
限
の
試
み

む
す
び
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三

し
て
も
、
新
し
い
判
例
が
公
に
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
関
し
て
も
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
章
　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
四
条
の
立
法
史

一
　
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任

⑴
　
委
任
と
他
の
契
約
類
型
の
区
別

　
⒜
　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
（
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
は
、
第
二
二
節
「
任
意
代
理
契
約
（B

evollm
ächtigungsvertrag

）」
と
い
う
表
題

の
下
で
委
任
契
約
（A

uftrag

）
に
つ
い
て
規
定
す
る
（
一
〇
〇
二
条
以
下
）。
も
っ
と
も
、
そ
の
表
題
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来

的
な
委
任
に
関
す
る
規
定
と
代
理
に
関
す
る
規
定
が
混
在
し
て
お
り
、
こ
の
点
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
、
委
任
は
あ
る
者
が
有
償
ま
た
は
無
償
で
他
人
の
事
務
を
他
人
の
計
算
で
処
理
す
べ
き
義
務
を
負
う
契
約
を
い
う
も
の

と
さ
れ
る
。
こ
の
事
務
処
理
と
は
法
律
行
為
（R

echtsgeschäften

）
ま
た
は
他
の
法
的
行
為
（R

echtshandlungen

）（
例�

契
約
交

渉
や
財
産
の
管
理
）
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
純
粋
な
事
実
行
為
（
歩
道
の
掃
除
や
物
品
輸
送
）
は
委
任
の
概
念
に
含
ま
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
事
実
的
行
為
は
委
任
で
は
な
く
て
雇
用
ま
た
は
請
負
契
約
の
領
域
に
属
す
る
。
つ
ま
り
、
委
任
と
雇
用
・
請
負

契
約
は
そ
の
対
象
が
法
律
行
為
か
、
ま
た
は
純
粋
な
事
実
的
行
為
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る）（
（

。

　
ま
た
、
雇
用
と
請
負
の
限
定
規
準
は
時
間
的
な
労
務
給
付
で
足
り
る
か
、
そ
れ
と
も
一
定
の
結
果
を
完
成
す
べ
き
義
務
を
負
う
か
に
あ

る
）
（
（

。
雇
用
と
請
負
は
い
ず
れ
も
「
労
務
給
付
に
関
す
る
契
約
（V

erträge�über�D
ienstleistungen

）」
と
い
う
表
題
の
下
で
第
二
六

節
で
扱
わ
れ
る
が
、
総
則
規
定
を
除
く
と
、
雇
用
契
約
は
一
一
五
三
条
以
下
、
請
負
契
約
は
一
一
六
五
条
以
下
で
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
る
。



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
一
号�

四

も
っ
と
も
、
雇
用
ま
た
は
請
負
契
約
が
事
務
処
理
と
結
び
つ
く
場
合
に
は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
も
こ
れ
に
準
用
さ
れ
る
（
一
一
五
一
条

二
項
）。

　
⒝
　
ド
イ
ツ
法
と
対
比
す
る
と
、
委
任
と
雇
用
・
請
負
契
約
の
限
定
規
準
が
決
定
的
に
異
な
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
無
償
性
が
両
者
の
限

定
規
準
と
さ
れ
て
お
り
、
委
任
は
無
償
の
事
務
処
理
契
約
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
委
任
は
法
律
行
為
に
限
定
さ
れ
ず
、
純
粋

に
事
実
的
な
行
為
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
（
広
義
の
事
務
処
理
概
念
）。
同
様
に
、
雇
用
・
請
負
契
約
も
純
粋
に
事
実
的
な
行
為
だ
け
で

な
く
、
法
律
行
為
も
含
む
か
ら
、
契
約
の
対
象
た
る
行
為
の
点
で
は
両
者
は
同
じ
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、「
事
務
処
理
を
対
象
と
す
る
雇
用
契
約
ま
た
は
請
負
契
約
」
に
委
任
の
規
定
の
準
用
を
定
め
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
七
五
条
一
項

に
お
け
る
「
事
務
処
理
」
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
規
定
は
委
任
の
規
定
が
準
用
さ
れ
な
い
雇
用
・
請
負
契
約
の
存
在
を
前
提
と

す
る
が
、
こ
こ
で
の
「
事
務
処
理
」
が
広
義
の
事
務
処
理
概
念
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
雇
用
・
請
負
契
約
に
委
任
の
規
定
が

準
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
七
五
条
一
項
の
前
提
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
判
例
・
通
説
は
一
般
的
な
事
務
処
理

概
念
と
は
異
な
っ
て
こ
れ
を
理
解
す
る
（
分
離
理
論）（
（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
五
一
条
二
項
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
七
五
条
一
項
に
相

当
す
る
が
、
こ
こ
で
は
右
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
雇
用
契
約
を
め
ぐ
っ
て
重
要
な
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
で
は
、
総
則
規
定
を
含
む
一
一
五
一

条
以
下
の
意
味
で
の
（
真
正
な
）
雇
用
契
約
は
「
人
的
な
従
属
性
（persönliche�A

bhängigkeit

）」
を
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

す
る
（
判
例
・
通
説）5
（

）。
被
用
者
は
労
働
場
所
や
労
働
時
間
、
労
働
に
関
す
る
容
態
を
自
由
に
定
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
雇
主
の
指
揮
監

督
に
服
し
、
そ
の
指
図
に
拘
束
さ
れ
て
労
務
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
雇
用
契
約
は
労
働
契
約
（A

rbeitsver-

trag

）
と
同
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
従
属
性
を
有
し
な
い
独
立
的
な
労
務
給
付
を
内
容
と
す
る
契
約
は
「
自
由
な
雇
用
契
約
（freier�
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五

D
ienstvertrag

）」
と
呼
ば
れ
る
が
、
労
働
法
お
よ
び
雇
用
契
約
法
は
こ
れ
に
関
し
て
規
定
し
て
い
な
い）6
（

。
そ
こ
で
、
判
例
は
人
的
従

属
性
に
由
来
し
な
い
雇
用
契
約
の
規
定
（
一
一
五
二
条
・
一
一
五
九
条
・
一
一
五
九
ａ
条
・
一
一
五
九
ｂ
条
・
一
一
六
二
条
な
い
し
一
一

六
二
ｄ
条
）
に
関
し
て
は
自
由
な
雇
用
契
約
へ
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る）（
（

。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
民
法
上
の
雇
用
契
約
は
人
的
従
属
性
の
有
無
を
問
わ
な
い
か
ら
、
真
正
な
雇
用
契
約
お
よ
び
自
由

な
雇
用
契
約
の
両
者
を
含
む
。
人
的
従
属
性
は
労
働
法
の
適
用
範
囲
を
画
す
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
法
は
人
的
従
属
性
を
伴
う
雇
用
契
約

（
労
働
契
約
）
に
関
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。

　
な
お
、
わ
が
国
で
は
、
委
任
と
雇
用
・
請
負
契
約
の
区
別
な
ど
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
と
同
じ
で
あ
る
が
、
い

わ
ゆ
る
自
由
な
雇
用
契
約
は
「
準
委
任
」（
六
五
六
条
）
に
該
当
し
、
委
任
の
規
定
に
服
す
る
点
で
異
な
る
と
い
え
よ
う
。

⑵
　
委
任
者
の
損
害
賠
償
責
任

　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
委
任
者
の
義
務
と
し
て
費
用
償
還
義
務
（
一
〇
一
四
条
第
一
文
）
と
損
害
賠
償
義
務
（
一
〇
一
四
条
第
二
文
・
一
〇
一
五

条
）
を
定
め
る
。
本
稿
の
課
題
で
あ
る
委
任
者
の
損
害
賠
償
義
務
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
は
次
の
三
つ
の
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。

　
⒜
　
委
任
者
の
過
失
に
よ
る
損
害
　
　
一
〇
一
四
条
第
二
文
前
段
は
「
委
任
者
は
自
己
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
す
べ
て
賠
償

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
一
〇
一
二
条
は
受
任
者
に
関
し
て
同
様
に
過
失
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
義
務
を
定
め
て
お
り
、

両
者
は
対
応
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
加
害
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
損
害
を
賠
償
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か
ら
（
一
二
九

三
条
以
下
）、
こ
れ
ら
の
規
定
は
損
害
賠
償
法
の
一
般
的
規
定
を
反
復
し
た
に
過
ぎ
ず
、
何
ら
特
段
の
意
味
を
有
し
な
い
。

　
⒝
　
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
　
　
委
任
者
は
過
失
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
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六

（m
it�der�Erfüllung�des�A

uftrages�verbundener�Schaden

）
を
す
べ
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
〇
一
四
条
第
二
文

後
段
）。

　
ア
　
こ
こ
で
の
責
任
要
件
は
単
に
「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
で
あ
る
。
過
失
の
有
無
は
問
題
と
さ
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
が

無
過
失
責
任
（
リ
ス
ク
責
任
）
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
生
じ
た
損
害
と
委
任
の
履
行
と
の
「
結
び
つ
き
」
に
つ
い
て
、
判
例）8
（

・

通
説）（
（

は
「
委
託
さ
れ
た
事
務
の
増
大
し
た
典
型
的
な
危
険
（erhöhte�typische�G

efahren�des�aufgetragenen�G
eschäfts

）
の

結
果
と
し
て
生
じ
た
損
害
」、
す
な
わ
ち
「
委
任
の
原
因
に
基
づ
い
て
（ex�causa�m

andati

）
生
じ
た
損
害
」
を
い
う
も
の
と
解
す
る
。

こ
の
委
託
さ
れ
た
活
動
に
よ
っ
て
損
害
発
生
の
蓋
然
性
が
一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
と
比
較
し
て
予
見
可
能
的
に
増
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
単
に
「
委
任
の
機
会
か
ら
（ex�occasione�m

andati

）
生
じ
た
損
害
」
は
賠
償
さ
れ
な
い
。

　
イ
　
一
〇
一
四
条
に
よ
れ
ば
、「
す
べ
て
の
損
害
」
が
賠
償
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
積
極
的
損
害
は
す
べ
て
賠
償
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
積
極
的
損
害
の
種
類
は
問
題
と
な
ら
な
い
か
ら
、
物
的
損
害
だ
け
で
な
く
、
人
的
損
害
、
さ
ら
に
財
産
的
損
害
も

一
〇
一
四
条
に
よ
り
賠
償
さ
れ
る）（（
（

。

　
ウ
　
こ
の
委
任
者
の
リ
ス
ク
責
任
は
無
償
委
任
だ
け
で
な
く
有
償
委
任
に
も
適
用
さ
れ
る
。
一
部
の
学
説
は
無
償
委
任
に
限
定
す
る
が）（（
（

、

こ
れ
は
法
の
文
言
や
体
系
に
適
合
し
な
い
。
一
〇
一
四
条
は
一
〇
一
五
条
と
は
異
な
っ
て
、
文
理
上
無
償
委
任
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
雇
用
・
請
負
契
約
は
原
則
的
に
有
償
で
あ
る
が
、
一
一
五
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
事
務
処
理
と
結
び
つ
く
雇
用
・
請
負
契
約
に
一
〇

一
四
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　
⒞
　
偶
然
損
害
　
　
受
任
者
が
事
務
処
理
（G

eschäftsführung

）
に
際
し
て
単
に
偶
然
的
に
（zufällig

）
被
っ
た
損
害
は
原
則
と

し
て
賠
償
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
受
任
者
が
こ
れ
を
無
償
で
処
理
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
（
無
償
委
任
）、
こ
の
偶
然
損
害
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七

の
賠
償
請
求
権
が
受
任
者
に
認
め
ら
れ
る
（
一
〇
一
五
条
）。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
受
任
者
の
請
求
し
う
る
賠
償
の
範
囲
は
有
償

委
任
で
あ
れ
ば
得
た
で
あ
ろ
う
報
酬
の
最
高
額
に
制
限
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
一
〇
一
四
条
お
よ
び
一
〇
一
五
条
で
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
を
定
め
る
。
ド
イ
ツ
法
や
ス
イ
ス
法

は
こ
の
よ
う
な
明
文
規
定
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
点
は
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
民
法
典
は
一
〇
一
四
条
に
相
当
す
る
規
定
を
有
す
る
。
六
五
〇
条
三
項
が
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
同

条
は
「
委
任
事
務
を
処
理
す
る
た
め
」
に
被
っ
た
損
害
と
規
定
し
、
ま
た
受
任
者
に
過
失
が
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
点
で
異
な
る
。
ま

た
、
一
〇
一
五
条
の
よ
う
に
無
償
委
任
の
場
合
の
特
別
な
賠
償
責
任
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
の
規
定
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
歴
史

的
に
ど
の
よ
う
に
法
典
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
お
け
る
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
の
歴
史
的

な
沿
革
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
歴
史
的
沿
革

⑴
　
立
法
史

　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
成
立
過
程
は
次
の
四
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
テ
レ
ジ
ア
法
典
、
ホ
ル
テ
ン
草
案
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
、
そ
し
て
、

マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
を
原
草
案
と
し
て
な
さ
れ
た
審
議
で
あ
る）（（
（

。

　
⒜
　
テ
レ
ジ
ア
法
典
　
女
帝
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
は
一
七
五
三
年
に
民
法
典
を
作
成
す
る
た
め
の
編
集
委
員
会
（Com

pilations-

Com
m
ission

）
の
設
置
を
命
じ
、
総
督
府
の
長
官
で
あ
る
ハ
ウ
ク
ヴ
ィ
ツ
（H

augw
itz

）
が
こ
の
編
纂
作
業
の
責
任
者
と
な
っ
た
。
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典
の
編
纂
作
業
は
こ
の
時
に
始
ま
っ
た
。
同
委
員
会
は
ブ
リ
ュ
ン
（B

rünn

）
で
作
業
を
行
い
、
部
分
草
案
を
提
出

し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
改
訂
す
る
た
め
の
修
正
委
員
会
（R

evisions-Com
m
ission

）
が
ウ
ィ
ー
ン
に
新
た
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
、

こ
の
委
員
会
の
下
で
進
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
編
集
委
員
で
あ
っ
た
ア
ツ
ォ
ー
ニ
（A

zzonie

）
が
主
要
な
役
割
を
演
じ
、
彼
の
死
去

し
た
一
七
六
〇
年
以
降
は
ツ
ェ
ン
カ
ー
（Zencker

）
が
こ
れ
を
継
承
し
た
。
そ
し
て
、
一
七
六
六
年
一
一
月
二
五
日
に
法
典
草
案
が
女

帝
の
裁
可
を
仰
ぐ
た
め
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
テ
レ
ジ
ア
法
典
（Codex�T

heresianus

）
と
一
般
的
に
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

正
規
の
法
典
で
は
な
く
て
草
案
の
段
階
に
と
ど
ま
る
。

　
国
務
院
（Staatsrat

）
の
審
議
で
は
、
国
務
大
臣
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
（K

aunitz

）
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
た
ビ
ン
ダ
ー
（B

inder

）

が
圧
倒
的
な
影
響
力
を
行
使
し
た
。
彼
は
草
案
の
裁
可
を
思
い
止
ま
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
草
案
の
裁
可
に
賛
成
し
た
の
は
ブ
リ
ュ

ー
メ
ー
ゲ
ン
（B

lüm
egen

）
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
一
七
七
〇
年
一
〇
月
一
四
日
、
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
は
草
案
の
改
定
を
決
議
し
、
二
年
間
の
猶
予
期
間
を
与
え
た
。
ホ
ル
テ
ン
（H

orten

）

が
こ
の
改
訂
作
業
に
従
事
し
た
が
、
こ
れ
も
国
務
院
の
審
議
に
お
い
て
種
々
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
一
七
七
二
年
八
月
四
日
、

マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
は
こ
れ
の
更
な
る
改
訂
を
命
じ
、
そ
の
際
次
の
原
則
に
従
う
べ
き
も
の
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
法
と
教
科
書
を
混

同
す
べ
き
で
な
い
こ
と
、
②
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
表
現
す
べ
き
こ
と
、
③
曖
昧
さ
や
不
明
確
性
を
回
避
す
べ
き
こ
と
、
④
法
そ
れ
自
体
に

お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
に
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
自
然
的
な
衡
平
性
が
基
礎
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
ま
た
、
法
は
で
き
る
だ
け
単

純
化
し
、
不
必
要
な
注
釈
な
ど
に
よ
る
条
文
数
の
増
大
を
回
避
す
べ
き
こ
と
、
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
ビ
ン
ダ
ー
や
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
の
意

見
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
⒝
　
ホ
ル
テ
ン
草
案
　
テ
レ
ジ
ア
法
典
の
改
訂
作
業
は
ホ
ル
テ
ン
（H

orten

）
を
中
心
と
す
る
新
し
い
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
た
。
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一
七
八
〇
年
に
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
が
没
し
て
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
が
即
位
し
た
が
、
こ
の
編
纂
作
業
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
。
一
七

八
六
年
に
ホ
ル
テ
ン
が
死
去
し
、
宮
廷
顧
問
官
（H

ofrat

）
の
ケ
ー
ス
（K

eeß

）
が
こ
れ
を
継
承
し
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

第
一
編
は
同
年
の
十
一
月
一
日
に
公
布
さ
れ
、
翌
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
（「
ヨ
ー
ゼ
フ
法
典
」
と
呼
ば
れ
る
）。

　
⒞
　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
　
一
七
九
〇
年
に
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
が
死
去
し
、
レ
オ
ポ
ル
ト
二
世
が
即
位
す
る
と
、
編
集
委
員
会
に
代
え
て
、

ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
自
然
法
教
授
の
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
（M

artini

）
を
中
心
と
す
る
宮
廷
立
法
委
員
会
（H

ofkom
m
ission�in�G

esetzsa-

chen

）
が
設
置
さ
れ
た
。

　
一
七
九
二
年
に
フ
ラ
ン
ツ
二
世
が
帝
位
に
着
い
た
が
、
編
纂
作
業
は
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
一
七
九
四

年
に
民
法
典
の
第
一
編
の
改
定
案
を
提
示
し
た
。
こ
れ
は
行
政
部
の
高
級
官
僚
の
強
い
反
発
を
受
け
た
た
め
、
新
た
に
宮
廷
修
正
委
員
会

（R
evisions-H

ofkom
m
ission

）
が
ロ
ッ
テ
ン
ハ
ン
（R

ottenhann

）
の
下
に
設
置
さ
れ
て
、
さ
ら
に
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
一
七
九
六
年
に
完
全
な
草
案
が
提
出
さ
れ
た
（
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
）。

　
一
七
九
七
年
一
月
一
二
日
に
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
健
康
上
の
理
由
か
ら
引
退
を
表
明
す
る
と
、
ケ
ー
ス
（K

eeß

）
に
よ
っ
て
若
干
の
字

句
の
修
正
が
施
さ
れ
て
、
こ
れ
が
同
年
二
月
一
三
日
に
西
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
に
（
西
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
法
典
（W

estgalizisches�G
e-

setzbuch

））、
さ
ら
に
同
年
一
一
月
一
八
日
に
東
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
に
法
律
と
し
て
公
布
さ
れ
た）（（
（

。
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
地
方
に
限
る
と
は

い
え
、
包
括
的
な
民
法
典
と
し
て
は
、
こ
れ
が
公
布
に
ま
で
至
っ
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

　
⒟
　
原
草
案
と
ツ
ァ
イ
ラ
ー
の
提
議

　
ア
　
一
七
九
四
年
に
新
た
に
宮
廷
修
正
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
結
果
、
最
高
司
法
庁
を
後
ろ
盾
と
す
る
宮
廷
立
法
委
員
会
と
総
督
府
の



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
一
号�

一
〇

意
向
を
受
け
た
宮
廷
修
正
委
員
会
の
間
で
主
導
権
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ツ
二
世
は
一
七
九
六
年

一
一
月
二
〇
日
に
、
両
委
員
会
を
一
つ
に
統
合
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
を
各
ラ
ン
ト
の
立
法
委
員
会
に
意
見
具
申
の

た
め
に
通
知
す
る
こ
と
な
ど
を
命
じ
た
。

　
こ
れ
に
基
づ
き
、
一
七
九
七
年
に
草
案
は
各
ラ
ン
ト
立
法
委
員
会
に
一
年
の
期
限
を
区
切
っ
て
意
見
聴
取
の
た
め
送
付
さ
れ
た
。
し
か

し
、
各
ラ
ン
ト
立
法
委
員
会
は
期
限
を
遵
守
せ
ず
、
一
八
〇
一
年
に
な
っ
て
初
め
て
完
全
に
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
同
年
の
一
二
月
二
一

日
に
第
一
回
の
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
西
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
法
典
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
原
草
案
（U

rentw
urf

）
と
し

て
審
議
に
付
さ
れ
た）（（
）（
（（
（

。

　
イ
　
こ
の
新
し
い
委
員
会
で
は
国
務
大
臣
の
ロ
ッ
テ
ン
ハ
ン
が
議
長
を
務
め
た
。
そ
し
て
、
実
質
的
な
責
任
者
と
な
っ
た
の
は
ツ
ァ
イ

ラ
ー
（Franz�von�Zeiller

）
で
あ
っ
た
。
彼
は
最
初
の
委
員
会
の
冒
頭
で
民
法
典
編
纂
の
意
義
、
こ
れ
ま
で
の
編
纂
作
業
の
経
緯
、

お
よ
び
改
訂
作
業
に
関
す
る
諸
原
則
な
ど
に
つ
き
詳
細
な
基
調
報
告
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
ツ
ァ
イ
ラ
ー
が
各
立
法
委
員
会
の
意
見
を
集

約
し
て
各
条
文
ご
と
に
報
告
し
、
自
己
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

　
第
一
読
会
は
一
八
〇
一
年
一
二
月
二
一
日
か
ら
一
八
〇
六
年
一
二
月
二
二
日
の
第
一
三
二
回
ま
で
続
い
た
。
そ
の
後
、
第
二
読
会
が
第

一
三
三
回
（
一
八
〇
七
年
五
月
四
日
）
か
ら
第
一
六
〇
回
（
一
八
〇
八
年
一
月
一
四
日
）
ま
で
、
第
三
読
会
が
第
一
六
一
回
（
一
八
〇
九

年
一
一
月
一
三
日
）
か
ら
第
一
七
四
回
（
一
八
一
〇
年
一
月
四
日
）
ま
で
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ツ
二
世
の
裁
可
を
得
て
、
一
八

一
一
年
六
月
一
日
に
公
布
さ
れ
（JG

S�N
r.�（（6/（8（（

）、
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
全
体

の
民
法
典
が
約
六
〇
年
の
歳
月
を
経
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
種
々
の
改
正
が
な
さ
れ
て
は
い
る
が）（（
（

、
現
在
で
も
現
行
法
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る）（（
（

。



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
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一
一

⑵
　
委
任
者
の
無
過
失
賠
償
責
任
の
取
扱
い

　
⒜
　
テ
レ
ジ
ア
法
典
［Codex�T

heresianus

（（（66

）］

　
ア
　
テ
レ
ジ
ア
法
典
は
、
第
三
編
「
人
的
債
務
関
係
（Persönlichen�V
erbindungen

）」
の
第
一
五
章
「
指
図
契
約
（B

efehls-

contract
）」
で
委
任
契
約
を
規
定
す
る）（（
（

。
そ
の
主
要
な
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
条
［
指
図
契
約
の
本
質
と
特
性
］

一
号
　
指
図
契
約
と
は
あ
る
者
が
他
の
者
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
務
の
処
理
を
無
償
で
（um

sonst

）
引
き
受
け
る
好
意
的
な
合
意
（gutw

illige�

V
ereinigung

）
で
あ
る
。

四
号
　
し
か
し
、
こ
の
契
約
の
本
質
は
、
完
全
な
達
成
後
に
感
謝
の
た
め
に
褒
美
や
尊
敬
（V

erehrung

）、
謝
礼
（V

ergeltung

）
が
提
供
さ
れ
、

ま
た
は
初
め
に
そ
れ
に
関
し
て
何
か
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
、
あ
る
い
は
一
定
の
種
類
の
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
生
活
費
を
得
よ

う
と
す
る
者
、
た
と
え
ば
弁
護
士
や
公
証
人
、
交
渉
使
節
な
ど
か
ら
、
予
め
の
約
束
な
し
に
、
こ
の
職
業
的
活
動
に
対
し
て
何
か
を
要
求
さ
れ
る
と

し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
な
い
。

第
六
条
［
指
図
者
ま
た
は
委
託
者
の
反
対
債
務
と
こ
れ
に
向
け
ら
れ
た
債
権
］

七
三
号
　
指
図
さ
れ
た
事
務
の
遂
行
に
関
し
て
被
指
図
者
の
財
貨
に
指
図
者
の
最
軽
過
失
に
基
づ
い
て
生
じ
た
損
害
は
同
様
に
被
指
図
者
に
賠
償
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
偶
然
か
ら
生
じ
た
損
害
ま
た
は
被
指
図
者
自
身
の
過
失
が
そ
の
契
機
を
与
え
た
損
害
は
賠
償
さ
れ
な
い
。

七
四
号
　
す
な
わ
ち
、
あ
る
者
を
自
宅
に
泊
め
る
こ
と
を
指
図
さ
れ
た
被
指
図
者
が
自
己
の
過
失
な
し
に
こ
の
者
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
た
場
合
に
は
、
指

図
者
は
盗
ま
れ
た
財
貨
の
価
値
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
け
だ
し
、
こ
の
者
の
性
質
に
つ
い
て
十
分
に
告
知
し
な
か
っ
た
こ
と
は
指
図
者
の
過
失

と
評
価
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
一
号�

一
二

七
五
号
　
こ
れ
に
対
し
て
、
指
名
な
し
に
有
用
な
召
使
い
の
調
達
を
懇
請
さ
れ
た
被
指
図
者
が
こ
の
召
使
い
を
自
宅
に
滞
在
さ
せ
て
い
る
時
に
彼
に
よ

っ
て
盗
ま
れ
た
場
合
に
は
、
指
図
者
に
過
失
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
者
の
選
択
に
お
い
て
注
意
深
く
行
為
し
な
か
っ
た
と
い
う
過
失
が
被
指

図
者
に
あ
る
。

七
六
号
　
被
指
図
者
が
委
託
さ
れ
た
事
務
の
遂
行
中
に
（in�A

usrichtung�des�aufgetragenen�G
eschäfts

）
自
己
の
財
貨
に
被
っ
た
偶
然
損
害

は
、
指
図
者
の
過
失
が
そ
こ
に
紛
れ
込
ま
ず
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
偶
然
に
関
す
る
賠
償
を
被
指
図
者
に
予
め
約
束
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
指

図
者
の
負
担
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
指
図
の
遂
行
の
た
め
に
行
わ
れ
た
旅
行
中
に
略
奪
さ
れ
た
と
き
は
、
彼
は
こ
の
損
害
を
自
分

で
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
七
号
　
危
険
が
指
図
者
に
恐
ら
く
知
ら
れ
て
お
り
、
被
指
図
者
が
指
図
者
か
ら
警
告
さ
れ
ず
に
、
委
託
さ
れ
た
事
務
を
悪
意
な
し
に
善
意
で
引
受
け

た
場
合
、
あ
る
い
は
、
被
指
図
者
が
こ
の
指
図
の
遂
行
を
任
意
で
は
な
く
て
、
指
図
者
に
対
す
る
義
務
的
な
忠
実
さ
か
ら
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、

こ
の
指
図
の
委
託
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
損
害
が
回
避
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
指
図
者
は
単
な
る
偶
然
に
よ
っ
て
も
被
指
図
者
の
財
貨
に
生
じ

た
損
害
を
衡
平
上
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
［
相
互
の
過
失
と
危
険
］

八
八
号
　
こ
れ
と
異
な
り
、
単
な
る
偶
然
に
関
し
て
は
、
こ
れ
が
明
示
的
な
約
定
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
誰
も
相
手
方
に
対
し

て
義
務
を
負
わ
ず
、
偶
然
に
よ
っ
て
自
己
の
財
貨
に
生
じ
た
損
害
は
各
人
が
自
分
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
…
］

八
九
号
　
被
指
図
者
に
託
さ
れ
た
指
図
者
の
物
が
偶
然
的
に
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
指
図
者
は
被
指
図
者
に
対
し
て
、
反
対
に
被
指
図
者
が
委
託
さ
れ

た
事
務
の
遂
行
中
に
自
己
の
物
に
偶
然
損
害
を
被
っ
た
と
す
れ
ば
被
指
図
者
が
指
図
者
に
賠
償
請
求
で
き
る
よ
り
も
少
な
い
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
委
任
契
約
は
原
則
と
し
て
無
償
の
好
意
契
約
で
あ
る
（
第
一
条
一
号
）。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
当
時
の
普
通
法
の



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

一
三

学
説
を
反
映
し
て
、
褒
美
や
報
酬
が
事
後
的
に
提
供
さ
れ
、
あ
る
い
は
事
前
に
約
束
さ
れ
た
場
合
で
も
、
契
約
の
本
質
は
変
更
さ
れ
な
い

と
規
定
す
る
（
同
条
四
号
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
褒
美
な
ど
は
有
償
委
任
と
は
異
な
っ
て
委
任
事
務
の
対
価
を
意
味
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
理
論
的
に
は
委
任
の
無
償
性
は
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る）（（
（

。

　
委
任
者
（
指
図
者
）
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
し
て
は
、
極
め
て
個
別
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（
第
六
条
七
三
号
な
い
し
七
七
号
、
第
七

条
八
八
号
・
八
九
号
）。
し
か
し
、
原
則
的
に
は
、
偶
然
損
害
に
関
し
て
は
、
受
任
者
（
被
指
図
者
）
は
委
任
者
に
賠
償
請
求
で
き
ず
、

こ
れ
を
自
分
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
七
条
八
八
号
）。
つ
ま
り
、
最
軽
過
失
で
あ
れ
、
過
失
が
委
任
者
に
存
在
す
る
場
合
に

の
み
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
受
任
者
に
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
（
第
六
条
七
三
号
）。
ロ
ー
マ
法
源
に
も
見
ら
れ
る
具
体
的
な
事
例
が

個
別
的
に
第
六
条
七
四
号
な
い
し
七
六
号
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
六
条
七
七
号
は
二
つ
の
例
外
を
定
め
る
。
一
つ
は
、
あ
る
危
険
が
委
任
者
に
恐
ら
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
受
任
者

は
彼
か
ら
警
告
を
受
け
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
受
任
者
が
任
意
で
は
な
く
て
、
委
任
者
に
対
す
る
義
務
的
な
忠

実
さ
か
ら
、
こ
の
命
令
の
実
行
を
引
き
受
け
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
委
任
者
は
衡
平
上
受
任
者
の
偶
然
損
害
を
賠
償
す

べ
き
責
任
を
負
う
。

　
注
意
す
べ
き
は
、
ま
ず
第
一
に
、
前
者
の
事
例
は
今
日
の
見
解
で
は
委
任
者
の
有
責
な
説
明
義
務
違
反
と
し
て
把
握
さ
れ
る
か
ら
、
こ

れ
は
委
任
者
の
過
失
に
基
づ
く
賠
償
と
い
う
本
来
の
原
則
の
適
用
事
例
に
属
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
の
事
例
が
本
来

的
な
例
外
と
な
る
。
ま
た
、
偶
然
損
害
の
賠
償
は
完
全
な
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
衡
平
に
よ
る
賠
償
に
限
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
テ
レ
ジ
ア
法
典
で
は
、
現
行
民
法
典
の
一
〇
一
四
条
や
一
〇
一
五
条
と
同
じ
よ
う
な
構
想
の
萌
芽
は
ま
だ
見
い
出
さ
れ
な
い
。

　
イ
　
こ
れ
と
異
な
り
、
雇
用
契
約
に
関
し
て
は
、
雇
主
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
テ
レ
ジ
ア
法
典
で
は
、

第
三
編
「
人
的
結
合
に
つ
い
て
」
で
す
べ
て
の
債
務
関
係
が
包
括
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
雇
用
契
約
に
関
す
る
規
定
は
存
在



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
一
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一
四

し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
雇
用
契
約
に
関
し
て
は
、
第
一
編
「
人
事
法
（von�dem
�R
echt�der�Personen

））」
の
第
七
章
「
被
用
者

（von�D
ienstleuten

）」
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
条
文
で
あ
る
。

第
二
条）
（（
（

三
〇
号
　
雇
主
（H

err

）
は
被
用
者
（D

iener

）
を
保
護
し
、
不
当
に
厚
か
ま
し
い
言
動
か
ら
守
り
、
被
用
者
の
過
失
な
し
に
労
務
に
よ
っ
て
生
じ
た

物
の
損
害
を
彼
に
賠
償
し
、
ま
た
、
命
じ
ら
れ
た
危
険
な
仕
事
中
に
、
ま
た
は
雇
主
の
そ
の
他
の
指
図
か
ら
生
じ
た
被
用
者
の
生
命
や
健
康
に
対
す

る
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負
う
。
こ
の
場
合
、
裁
判
官
は
原
告
た
る
被
用
者
を
そ
の
行
為
そ
れ
自
体
か
ら
判
明
す
る
衡
平
に
従
っ
て
争
い
の
な

い
状
態
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
雇
主
は
保
護
義
務
と
並
ん
で
、
労
務
者
の
過
失
な
し
に
労
務
に
よ
り
被
っ
た
物
的
損
害
、
お
よ
び
命
じ
ら
れ
た
危
険

な
仕
事
中
に
、
ま
た
は
雇
主
の
そ
の
他
の
指
図
に
よ
り
生
じ
た
労
務
者
の
生
命
・
身
体
に
関
す
る
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の

と
さ
れ
る
。

　
こ
の
規
定
は
そ
の
後
の
法
典
化
作
業
の
過
程
で
忘
れ
去
ら
れ
た
が
、
テ
レ
ジ
ア
法
典
に
お
い
て
、
す
で
に
使
用
者
の
無
過
失
損
害
賠
償

責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
。
ま
た
、
現
行
法
で
も
、
一
〇
一
四
条
は
雇
用
契
約
に
準
用
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
事

務
処
理
を
対
象
と
す
る
雇
用
契
約
に
限
ら
れ
る
（
一
一
五
一
条
二
項
）。
事
実
的
な
雇
用
契
約
に
関
し
て
は
、
一
〇
一
四
条
を
類
推
適
用

す
る
の
が
現
在
の
判
例
・
通
説
で
あ
る
。
テ
レ
ジ
ア
法
典
が
事
実
的
な
雇
用
契
約
を
含
む
す
べ
て
の
雇
用
契
約
に
使
用
者
の
無
過
失
損
害

賠
償
責
任
を
規
定
し
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
判
例
・
通
説
に
よ
る
解
決
の
先
取
り
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。



オ
ー
ス
ト
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ア
一
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法
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五

　
⒝
　
ホ
ル
テ
ン
草
案
［Entw

urf�H
orten

（（（8（

）］

　
ホ
ル
テ
ン
草
案
は
、
第
三
編
の
第
一
六
章
で
任
意
代
理
契
約
（B

evollm
ächtigungscontracte

）
に
つ
い
て
定
め
る）（（
（

。
そ
の
主
た

る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
二
条
　
他
人
の
事
務
の
処
理
は
無
償
で
引
き
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
と
異
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
賃
金
が
約
束
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
は
雇
用
契
約
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
事
務
の
達
成
後
に
、
謝
礼
や
尊
敬
、
お
返
し
が
感
謝
の
た
め
に
こ
の
者
に
提
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
契

約
の
本
質
は
変
更
さ
れ
な
い
。

第
三
条
　
身
体
的
な
労
務
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
理
性
や
知
力
（K

räfte�des�V
erstandes�und�G

eistes

）
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ

ら
れ
る
よ
う
な
事
務
の
委
託
と
引
受
け
は
、
初
め
か
ら
そ
の
遂
行
に
対
し
て
一
定
の
謝
礼
が
約
束
さ
れ
た
場
合
で
も
、
常
に
任
意
代
理
契
約
で
あ
る

と
看
な
さ
れ
る
。［
…
］

第
三
三
条
　
ま
た
、
委
託
を
行
っ
た
者
の
過
失
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
偶
然
（ungefährer�Zufall

）
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
委
託
さ
れ
た
事
務

を
行
う
際
に
任
意
代
理
人
（B

evollm
öchtigte

）
の
財
貨
に
生
じ
た
す
べ
て
の
損
害
は
彼
に
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
任
意

代
理
人
は
、
彼
の
側
に
す
べ
て
の
過
失
が
な
く
、
か
つ
こ
の
偶
然
が
専
ら
（einzig�und�allein

）
委
託
さ
れ
た
事
務
の
処
理
に
基
づ
い
て
彼
に
生

じ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
偶
然
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
ホ
ル
テ
ン
草
案
で
も
、
委
任
の
無
償
性
は
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
（
第
二
条
第
一
文
）、
し
か
し
、
事
後
的
な
謝
礼
等

の
提
供
等
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
（
第
二
条
第
二
文
）、
高
度
の
精
神
的
労
務
に
関
し
て
は
、
一
定
の
謝
礼
の
支
払
い
が
予
め
合
意
さ

れ
た
場
合
で
も
、
委
任
契
約
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
第
三
条
）。

　
こ
の
点
で
は
、
ホ
ル
テ
ン
草
案
は
テ
レ
ジ
ア
法
典
と
比
べ
て
大
き
な
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
委
任
者
の
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
は
、



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
一
号�

一
六

委
任
者
の
過
失
は
必
ず
し
も
不
可
欠
な
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
委
任
者
の
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
が
併
存
的
に
規
定

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
委
任
者
の
過
失
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
偶
然
に
よ
っ
て
で
あ
れ
」、
受
任
者
の
財
貨
に
生
じ
た
損
害
は
す

べ
て
賠
償
さ
れ
る
（
第
三
三
条
）。
た
だ
し
、
偶
然
損
害
に
関
し
て
は
、
任
意
代
理
人
に
過
失
が
な
く
、
か
つ
、
こ
の
偶
然
が
専
ら
委
託

さ
れ
た
事
務
の
処
理
の
た
め
に
彼
に
生
じ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ホ
ル
テ
ン
草
案
は
委
任
者
の
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
を
併
存
的
に
定
め
る
点
で
、
現
行
民
法
典
の
一
〇
一
四
条
と
同
じ

で
あ
る
。
し
か
し
、
偶
然
損
害
の
賠
償
責
任
の
限
界
付
け
は
現
行
民
法
典
と
比
べ
る
と
余
り
明
確
と
は
言
え
な
い
。

　
⒞
　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
［Entw

urf�M
artini

（（（（6

）］

　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
は
委
任
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る）（（
（

。

第
三
編

第
四
章
　
助
言
契
約
（Em
pfehlungsvertrag

）
と
寄
託
契
約
（H

interlegungsvertrag

）

第
一
条
　
と
り
わ
け
、
あ
る
者
が
他
人
の
事
務
を
処
理
し
、
あ
る
い
は
他
人
の
物
を
保
管
す
る
場
合
に
は
、
無
償
の
労
務
給
付
が
行
わ
れ
る
。
一
方
の

者
が
こ
の
尽
力
を
約
束
し
、
他
の
者
が
こ
の
約
束
を
受
諾
し
た
場
合
に
は
、
前
者
で
は
助
言
契
約
、
後
者
で
は
寄
託
契
約
が
存
在
す
る
。

第
三
条
　
他
人
の
事
務
の
処
理
に
関
し
て
、
謝
礼
が
単
に
黙
示
的
に
せ
よ
約
定
さ
れ
た
場
合
（
こ
れ
は
こ
の
事
務
を
引
き
受
け
た
者
の
身
分
や
職
業
か

ら
明
ら
か
に
な
る
に
違
い
な
い
）、
あ
る
い
は
、
他
人
の
物
の
保
管
者
に
賃
金
が
提
供
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
は
単
な
る
世
話
好
き

（bloße�D
ienstfertigkeit

）
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
交
換
行
為
（T

auschhandlungen

）
に
属
す
る
。

第
一
二
条
　
誠
実
な
占
有
者
に
対
す
る
償
還
と
同
じ
よ
う
に
、
委
任
者
（M

achtgeber
）
は
受
任
者
（G

ew
althaber

）
に
事
務
処
理
の
た
め
に
支
出

し
た
費
用
を
償
還
す
べ
き
義
務
を
負
う
。
委
任
者
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
、
ま
た
は
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
も
受
任
者
に
賠
償
さ
れ



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

一
七

る
べ
き
で
あ
る
。

第
一
三
条
　
し
か
し
、
単
に
予
期
し
な
い
偶
然
（unverm

utheter�Zufall

）
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
雇
わ
れ
た
弁
護
士
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
な

さ
れ
た
尽
力
に
つ
き
彼
に
支
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
最
高
の
査
定
額
の
限
度
で
、
受
任
者
に
賠
償
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
で
は
、
委
任
の
無
償
性
が
厳
格
に
貫
徹
さ
れ
た
（
第
一
条
）。
受
任
者
の
身
分
や
職
業
か
ら
報
酬
が
黙
示
的

に
約
束
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
場
合
に
は
、
委
任
契
約
で
は
な
く
て
交
換
行
為
（T

auschhandlungen

）
に
属
す
る
も
の
と
さ

れ
る
（
第
三
条
）。
も
っ
と
も
、「
交
換
」
に
関
す
る
第
五
章
に
は
、
有
償
の
事
務
処
理
契
約
に
関
連
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。

　
次
に
、
委
任
者
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
み
る
と
、
委
任
者
の
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
を
併
存
的
に
規
定
す
る
点
で
は
ホ
ル
テ
ン
草
案

と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
の
注
目
す
べ
き
点
は
、
委
任
者
の
無
過
失
責
任
に
関
し
て
「
委
任
の
履
行
（Erfül-

lung�des�A
uftrages

）
と
結
び
つ
い
た
損
害
」（
第
一
二
条
）
と
「
予
期
さ
れ
な
い
偶
然
（unverm

ühter�Zufall

）
に
よ
っ
て
生
じ

た
損
害
」（
第
一
三
条
）
の
二
つ
に
分
け
て
規
定
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
後
者
の
場
合
に
は
、
賠
償
額
は
仮
定
的
な
報
酬
額
に
限
る
と
し

た
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
構
想
は
基
本
的
に
一
〇
一
四
条
と
一
〇
一
五
条
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
現
行
法
の
原
型
は
こ
の
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
で
は
委
任
は
無
償
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
⒟
　
原
草
案
［U

rentw
urf

（（（（（

）］

　
原
草
案
に
お
け
る
委
任
に
関
す
る
規
定
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る）（（
（

。
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第
三
編

第
四
章
　
助
言
契
約
と
寄
託
契
約
（Em

pfehlungs-�und�H
interlegungsverträgen

）

第
一
〇
二
条
　
と
り
わ
け
、
あ
る
者
が
他
人
の
事
務
を
処
理
し
、
あ
る
い
は
他
人
の
物
を
保
管
す
る
場
合
に
は
、
無
償
の
労
務
給
付
が
行
わ
れ
る
。
一

方
の
者
が
こ
の
尽
力
を
約
束
し
、
他
の
者
が
こ
の
約
束
を
受
諾
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
前
者
で
は
助
言
契
約
（Em

pfehlungsvertrag

）

が
生
じ
、
後
者
で
は
寄
託
契
約
が
生
ず
る
。

第
一
〇
四
条
　
他
人
の
事
務
の
処
理
に
関
し
て
、
単
に
黙
示
的
に
報
酬
が
約
束
さ
れ
た
場
合
（
こ
れ
は
事
務
処
理
者
（G

eschäftsträger

）
の
身
分

や
職
業
か
ら
容
易
に
判
断
で
き
る
）、
ま
た
は
他
人
の
物
の
受
寄
者
が
こ
れ
に
関
し
て
報
酬
を
得
べ
き
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
は
も
は
や
単
な
る

世
話
好
き
に
基
づ
か
な
い
。
こ
れ
ら
は
交
換
行
為
に
属
す
る
。

第
一
一
三
条
　
委
任
者
（M

achtgeber
）
は
受
任
者
（G

ew
althaber

）
に
事
務
処
理
の
た
め
に
支
出
し
た
す
べ
て
の
費
用
を
、
誠
実
な
占
有
者
に
対

し
て
な
さ
れ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
償
還
す
べ
き
義
務
を
負
う
。
さ
ら
に
、
委
任
者
は
、
彼
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
、
ま
た
は
委
任
の
履
行
と
結

び
つ
い
た
す
べ
て
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
一
四
条
　
受
任
者
が
事
務
処
理
に
際
し
て
単
に
偶
然
に
（zufälliger�W

eise

）
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
委
任
者
は
、
雇
わ
れ
た
事
務
処
理

者
（gedungener�Sachw
alter

）
が
こ
の
事
務
を
行
う
と
す
れ
ば
支
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
報
酬
の
最
も
高
い
査
定
額
以
上
の
も
の
を
受
任
者
に
賠

償
す
る
必
要
は
な
い
。

　
原
草
案
で
も
、
委
任
の
無
償
性
は
維
持
さ
れ
た
。
第
三
編
第
四
章
の
第
一
〇
二
条
お
よ
び
第
一
〇
四
条
は
そ
れ
ぞ
れ
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草

案
の
第
一
条
と
第
三
条
に
対
応
す
る
。
文
章
表
現
に
若
干
の
変
化
が
見
ら
れ
る
が
、
内
容
的
な
差
異
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
委
任
者
の
責
任
に
関
し
て
も
、
原
草
案
第
一
一
三
条
お
よ
び
第
一
一
四
条
は
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
の
第
一
二
条
と
第
一
三
条
に
そ
れ

ぞ
れ
対
応
す
る
。
し
か
し
、「
予
期
さ
れ
な
い
偶
然
（unverm

ühter�Zufall

）」
と
い
う
文
言
は
削
除
さ
れ
、
現
行
民
法
典
の
一
〇
一



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

一
九

五
条
と
同
一
の
「
偶
然
に
（zufälliger�W

eise

）」
と
い
う
表
現
に
改
め
ら
れ
た
（
第
一
一
四
条
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
文
言
の

変
更
が
な
さ
れ
た
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
内
容
的
な
修
正
が
意
図
さ
れ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。

　
⒠
　
ツ
ァ
イ
ラ
ー
の
提
議

　
ア
　
一
八
〇
五
年
三
月
一
一
日
の
第
八
四
回
委
員
会
で
、
原
草
案
第
一
〇
二
条
お
よ
び
第
一
〇
四
条
の
審
議
が
行
わ
れ
た）（（
（

。
第
一
〇
二

条
に
関
し
て
は
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
法
学
部
は
ラ
テ
ン
語
の
「contractus�m

andati

」
を
十
分
に
表
現
し
て
い
な
い
と
し
て
「
助
言
契

約
（Em

pfehlungsvertrag

）」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
ツ
ァ
イ
ラ
ー
は
こ
の
異
議
を
受
け
入
れ
て
、「
助
言
契

約
」
に
代
え
て
「
代
理
契
約
（V

ollm
achtsvertrag

）」
を
用
い
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
契
約
の
概
念
を

よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、「
任
意
代
理
契
約
（B
evollm

ächtigungsvertrag

）」
の
用
語
を
使
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
寄

託
契
約
は
別
の
と
こ
ろ
で
定
め
る
も
の
と
し
て
、
第
三
編
の
第
四
章
で
は
単
に
「
任
意
代
理
契
約
」
が
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
第
一
〇
二
条
は
「
あ
る
者
が
彼
に
委
託
さ
れ
た
事
務
を
他
人
の
名
で
処
理
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
契
約
は
任
意
代
理
契

約
で
あ
る
」
と
改
め
ら
れ
た
。
第
一
〇
四
条
に
つ
い
て
も
、
寄
託
に
関
連
す
る
部
分
を
削
除
し
、
さ
ら
に
、
明
示
的
・
黙
示
的
な
報
酬
の

合
意
が
あ
る
場
合
に
つ
き
「
交
換
行
為
（T

auschhandlungen

）」
で
は
な
く
て
、「
有
償
契
約
（entgeltlicher�V

ertrag

）」
に
属

す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　
委
任
の
無
償
性
と
の
関
連
で
は
、
原
草
案
第
一
〇
二
条
の
「
無
償
の
労
務
給
付
（unentgeltliche�D

ienstleistungen

）」
と
い
う

限
定
が
削
除
さ
れ
、
ま
た
、
第
一
〇
四
条
の
右
の
改
正
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
報
酬
が
合
意
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
原
草
案
の
第
五
章

「
交
換
（T

ausche

）」
の
適
用
を
受
け
る
別
個
の
契
約
（
交
換
契
約
）
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
放
棄
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
委
任
契

約
の
無
償
性
が
否
定
さ
れ
、
委
任
契
約
は
有
償
委
任
を
含
む
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。



法
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志
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第
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二
〇

　
イ
　
一
八
〇
五
年
三
月
一
八
日
の
第
八
五
回
委
員
会
で
は
、
原
草
案
の
第
一
一
三
条
お
よ
び
第
一
一
四
条
が
審
議
さ
れ
た）（（
（

。
第
一
一
三

条
前
段
の
費
用
償
還
請
求
に
つ
い
て
、
受
任
者
を
「
誠
実
な
占
有
者
」
と
類
似
し
て
扱
う
こ
と
を
止
め
、
受
任
者
は
「
失
敗
し
た
結
果
の

場
合
で
さ
え
（selbst�bei�fehlgeschlagenem

�Erfolge

）」
費
用
の
償
還
を
請
求
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
費
用
の

前
払
請
求
権
が
追
加
さ
れ
た
。
費
用
請
求
権
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
後
段
の
委
任
者
の
損
害

賠
償
義
務
に
つ
い
て
は
何
も
変
更
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　
第
一
一
四
条
の
偶
然
損
害
の
賠
償
責
任
に
関
し
て
は
、
委
任
契
約
が
有
償
委
任
に
拡
張
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
無
償
委
任
の
場
合
に
限

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）（（
（

。
ま
た
、
こ
の
場
合
の
賠
償
額
を
「
雇
わ
れ
た
事
務
処
理
者
（gedungener�Sachw

alter

）」
を
基
準
と
し

た
報
酬
の
最
高
額
で
は
な
く
て
、「
有
償
契
約
で
あ
れ
ば
支
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
報
酬
の
最
高
額
」
に
改
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
委
任
を
有
償
委
任
に
拡
張
し
、
ま
た
、
無
償
委
任
へ
の
制
限
を
第
一
一
四
条
に
関
し
て
追
加
し
、
第
一
一
三
条
後
段
に
つ

い
て
は
こ
れ
を
追
加
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
第
一
一
三
条
後
段
の
委
任
者
の
損
害
賠
償
責
任
は
有
償
委
任
に
も
適
用
さ
れ
る

と
い
う
の
が
立
法
者
の
見
解
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
、
委
任
者
の
賠
償
責
任
は
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
よ
り
も
拡
張
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
委
任
の
無
償
性
に
責
任
の
基
礎
を
求
め
る
従
来
の
見
解
が
貫
徹
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
の
よ
う
な
委
任
者
の
責
任
を
拡
張
す
る
立
法
者
の
動
機
は
立
法
資
料
か
ら
は
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑶
　
小
括

　
委
任
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
着
目
す
る
と
、
当
初
は
、
過
失
責
任
の
原
則
と
こ
れ
の
例
外
と
さ
れ
た
が
（
テ
レ
ジ
ア
法
典
）、
そ
の
後
、

過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
が
併
存
的
に
規
定
さ
れ
（
ホ
ル
テ
ン
草
案
）、
さ
ら
に
、
後
者
は
「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
と
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二
一

「
予
期
し
な
い
偶
然
」
ま
た
は
「
偶
然
に
」
生
じ
た
損
害
の
二
つ
に
分
け
て
規
定
さ
れ
た
（
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
、
原
草
案
）。

　
こ
の
段
階
ま
で
は
、
委
任
は
原
則
と
し
て
無
償
委
任
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
ツ
ァ
イ
ラ
ー
の
提
議
に
基
づ
き
、
有
償
委
任
も
委
任
に
包

含
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
の
賠
償
は
無
償
委
任
だ
け
で
な
く
有
償
委
任
に
も
適
用
さ
れ
、

こ
れ
に
対
し
て
、「
偶
然
に
生
じ
た
損
害
」
は
無
償
委
任
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
委
任
者
責
任
に
関
す
る
現
行
法
の
規
定
が

完
成
す
る
に
至
っ
た
。
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
有
償
委
任
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
委
任
者
の
無
過
失
賠
償
責
任
を
認
め
た
初
め
て
の
立
法
例
で
あ
る
。

三
　
他
の
契
約
類
型
へ
の
準
用

⑴
　
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
雇
用
・
請
負
契
約
と
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
四
条

　
委
任
は
あ
る
者
が
有
償
ま
た
は
無
償
で
他
人
の
事
務
を
そ
の
者
の
計
算
で
処
理
す
べ
き
義
務
を
負
う
契
約
で
あ
る
（
一
〇
〇
二
条
）。

委
任
の
対
象
た
る
事
務
処
理
は
法
律
行
為
や
そ
の
他
の
法
的
行
為
を
意
味
す
る
。
純
粋
に
事
実
的
な
行
為
は
委
任
で
は
な
く
て
、
雇
用
契

約
（D

ienstvertrag

）
ま
た
は
請
負
契
約
（W

erkvertrag

）
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
時
間
相
手
方
の
た
め
に
労
務
を
給
付

す
べ
き
義
務
を
負
う
場
合
に
は
雇
用
契
約
が
成
立
し
、
単
な
る
労
務
給
付
で
は
な
く
て
仕
事
の
完
成
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
請
負
契
約

が
成
立
す
る
（
一
一
五
一
条
一
項
）。

　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
一
一
五
三
条
以
下
で
雇
用
契
約
を）（（
（

、
ま
た
一
一
六
五
条
以
下
で
請
負
契
約
を
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
規
定
し
て
お
り
、
委
任
に

関
す
る
規
定
は
雇
用
・
請
負
契
約
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、「
事
務
処
理
が
雇
用
・
請
負
契
約
と
結
び
つ
い
て

い
る
限
り
で
は
、
任
意
代
理
契
約
に
関
す
る
規
定
も
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
と
さ
れ
る
（
一
一
五
一
条
二
項
）。

　
し
た
が
っ
て
、
事
務
処
理
的
要
素
を
含
む
雇
用
・
請
負
契
約
に
関
し
て
は
、
一
〇
一
四
条
に
基
づ
い
て
、
使
用
者
ま
た
は
注
文
主
は
被

用
者
や
請
負
人
の
被
っ
た
損
害
に
つ
き
委
任
者
と
同
様
に
無
過
失
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
条
文
上
明
ら
か
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で
あ
る
。

⑵
　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
五
一
条
二
項
の
立
法
史

　
⒜
　
こ
の
規
定
の
歴
史
的
な
沿
革
を
み
る
と
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
　
テ
レ
ジ
ア
法
典
は
使
用
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
に

関
す
る
規
定
を
有
し
て
い
た
（
第
一
編
第
七
章
第
二
条
三
〇
号
）。
そ
こ
で
は
、
事
務
処
理
的
要
素
を
含
む
雇
用
契
約
と
い
う
限
定
は
な

い
。

　
イ
　
ホ
ル
テ
ン
草
案
で
は
こ
の
規
定
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
が
、
第
三
編
第
一
二
節
で
は
、「
身
体
的
な
活
動
に
よ
っ
て
で
は
な
く

て
、
理
性
と
知
力
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
仕
事
（V

errichtung

）
は
金
銭
で
評
価
し
得
る
労
務
に
属
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
労
務
の
給

付
に
関
し
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
契
約
は
労
務
給
付
契
約
（D

ingungscontract

）
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
に
対

し
て
約
束
さ
れ
た
報
酬
は
賃
金
で
は
な
い
。
こ
の
契
約
と
報
酬
は
第
一
六
章
（
任
意
代
理
契
約
）
の
規
定
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
」
と
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
（
第
九
四
条）（（
（

）。

　
こ
れ
は
一
一
五
一
条
二
項
の
よ
う
に
雇
用
契
約
の
中
で
特
殊
な
形
態
を
認
め
、
こ
れ
に
関
す
る
法
の
適
用
を
特
別
に
定
め
た
も
の
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
単
に
雇
用
契
約
と
委
任
契
約
の
区
別
を
規
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
規
定
が
委
任
に
関
す
る
第
三

編
第
一
六
章
の
第
三
条
と
内
容
的
に
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
だ
と
す

る
と
、
こ
の
規
定
は
何
ら
独
自
の
意
味
を
有
し
な
い
。
ま
し
て
一
部
の
雇
用
契
約
に
関
し
て
使
用
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
を
特
別
に

規
定
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　
ウ
　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
で
は
、「
労
務
給
付
契
約
（D

ingungs-�und�V
erdingungsvertrag

）
の
と
こ
ろ
で
他
の
契
約
（an-

dere�V
erträge

）
が
同
時
に
起
こ
る
こ
と
は
時
々
生
ず
る
」
と
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
事
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
な
事
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二
三

務
に
適
す
る
法
律
上
の
規
定
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
第
三
編
第
八
節
第
二
七
条）（（
（

）。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
雇
用
契
約
と
同
時
に
委
任
類
型
に
属
す
る
特
別
な
事
務
の
委
託
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
度
に
お

い
て
、
委
任
契
約
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
エ
　
原
草
案
は
「
労
務
給
付
契
約
と
他
の
従
た
る
契
約
（andere�N
ebenverträge

）
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
（vereinigen

）
場

合
に
は
、（
…
）
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
に
適
す
る
法
律
上
の
規
定
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
（
第
三
編
第
八
節
第
二
七
八

条
）
（（
（

）。
　
労
務
給
付
契
約
と
従
た
る
契
約
が
合
体
す
る
具
体
的
な
例
と
し
て
、
物
品
管
理
人
（G

ütterverw
alter

）
に
金
銭
や
他
の
物
品
の
保

管
を
依
頼
し
、
あ
る
い
は
特
別
な
事
務
を
同
時
に
委
託
す
る
場
合
、
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
事
務
が
委
託
な
し
に
彼
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら

れ
た
場
合
が
当
該
条
文
の
中
で
明
示
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
の
例
示
す
る
も
の
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
両
者
は
規
定
表
現
を
異
に
す
る
が
、
内
容
的
に
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

　
オ
　
一
八
〇
五
年
七
月
八
日
の
第
九
四
回
会
議
で
右
の
規
定
は
審
議
に
付
さ
れ
た
が
、
ツ
ァ
イ
ラ
ー
は
こ
の
条
文
に
つ
き
特
に
意
見
を

述
べ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
審
議
の
結
果
、
一
般
原
則
か
ら
推
論
し
う
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
具
体
例
を
規
定
か
ら
削
除
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
た
（
な
お
、
決
算
報
告
義
務
に
つ
い
て
も
削
除）（（
（

）。

　
そ
し
て
、
第
一
草
案
で
は
、「
労
務
給
付
契
約
（D

ingungs-�und�V
erdingungsvertrag

）」
か
ら
「
賃
金
契
約
（Lohnver-

trag

）」
に
用
語
変
更
が
な
さ
れ
て
、
こ
れ
が
第
二
八
六
条
と
な
っ
た
。
改
訂
草
案
お
よ
び
最
終
草
案
で
は
第
一
一
四
七
条
と
な
り
、
最

終
的
に
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
第
一
一
五
九
条
と
し
て
成
立
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
他
の
従
た
る
契
約
が
賃
金
契
約
と
結
び
つ
く
（verbinden

）

場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
す
る
法
律
上
の
規
定
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
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⒝
　
当
初
の
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
、
こ
の
規
定
が
属
す
る
第
二
六
節
は
「
労
務
給
付
に
関
す
る
有
償
契
約
」
と
い
う
表
題
の
下
に
、
賃
金
契

約
（Lohnvertrag

）
と
出
版
契
約
（V

erlagsvertrag

）、
僕
婢
契
約
（G
esindevertrag

）
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
雇

用
契
約
と
請
負
契
約
は
区
別
さ
れ
ず
、
両
者
を
含
む
統
一
的
な
類
型
と
し
て
「
賃
金
契
約
」
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
労
働
形
態
が
変
化
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
種
々
の
特
別
法
も
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九

一
六
年
の
第
三
回
部
分
改
正
法
（III.�T

eilnovelle,�R
G
B
l�N
r.�6（/（（（6

）
は
こ
の
第
二
六
節
を
全
面
的
に
改
正
し
、
労
務
給
付
に
関

す
る
契
約
に
新
た
な
枠
組
み
を
与
え
た
。

　
す
な
わ
ち
、
表
題
を
「
労
務
給
付
に
関
す
る
契
約
」
に
改
め
、
そ
の
下
で
雇
用
契
約
と
請
負
契
約
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
契
約
類
型
と
し

て
定
め
た
。
ま
た
、
出
版
契
約
は
維
持
さ
れ
た
が
、
僕
婢
契
約
は
削
除
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
雇
用
契
約
に
関
し
て
若
干
の
改
正
が
な
さ
れ
た
が）（（
（

、
こ
れ
を
除
く
と
、
一
九
一
六
年
の
雇
用
契
約
に
関
す
る
規
定
は
そ
の
ま

ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。

　
⒞
　
こ
の
第
三
回
部
分
改
正
法
に
よ
っ
て
、
従
来
の
一
一
五
九
条
は
現
行
の
一
一
五
一
条
二
項
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
そ
の
際
、「
賃

金
契
約
」
が
内
容
的
に
「
雇
用
・
請
負
契
約
」
に
変
更
さ
れ
、
こ
れ
と
結
び
つ
く
も
の
が
「
従
た
る
契
約
」
か
ら
「
事
務
処
理
」
に
限
定

さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
限
定
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
法
的
効
果
の
面
で
は
、
遵
守
す
べ
き
対
象
は
「
そ
れ
ぞ
れ
に
適
す
る
法
律
上
の
規

定
」
か
ら
「
任
意
代
理
契
約
に
関
す
る
規
定
」
に
変
更
さ
れ
た
。

　
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
限
定
が
な
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
貴
族
院
の
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
一
一
五
九
条
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
、
雇
用
ま
た
は
請
負
契
約
と
他
の
契
約
の
関
係
は
本
来
的
に
は
単
に

任
意
代
理
契
約
に
関
し
て
法
律
上
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
け
だ
し
、「
事
務
処
理
」（
一
〇
〇
二
条
）
そ
れ
自
体
は
一
種
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二
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の
「
労
務
給
付
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
契
約
は
労
働
契
約
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
事
務
処
理
」
に
限
定

し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
よ
れ
ば
存
在
し
て
い
た
よ
う
な
「
賃
金
契
約
」
と
「
委
任
（A

uftrag

）」
の
関
係
を
本
質

的
に
変
更
す
る
こ
と
な
し
に
、
旧
一
一
五
九
条
に
相
当
す
る
規
定
を
一
一
五
一
条
の
第
二
項
と
し
て
付
加
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
改
正
法
は
雇
用
・
請
負
契
約
と
結
び
つ
く
の
は
「
従
た
る
契
約
」
と
い
う
よ
り
も
「
事
務
処
理
」
に
限
ら
れ
る
と
い
う
認

識
に
基
づ
い
て
、
従
来
の
規
定
を
文
言
的
に
修
正
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。

第
二
章
　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
四
条
の
理
論
的
基
礎
の
変
遷

一
　
起
草
者
の
見
解

　
こ
の
よ
う
な
委
任
者
の
無
過
失
責
任
は
ど
こ
に
そ
の
理
論
的
基
礎
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
的
に
は
、
委
任
契
約
の
無
償
性

す
な
わ
ち
「
好
意
で
活
動
す
る
者
は
不
利
益
を
負
担
し
な
い
」
と
い
う
功
利
思
想
（U

tilitätsgedanke

）
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
基
礎
づ

け
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
一
方
で
は
委
任
者
の
無
過
失
責
任
を
認
め
、
他
方
で
、
委
任
を
有
償
の
場
合
に
も
拡
張
し
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、

委
任
者
の
無
過
失
責
任
は
有
償
委
任
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
を
編
纂
上
の
過
ち
（redaktionelles�V

ersehen

）

に
基
づ
く
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
起
草
者
は
一
〇
一
五
条
の
規
定
を
意
識
的
に
無
償
委
任
に
制
限
し
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

起
草
者
が
一
〇
一
四
条
に
関
し
て
は
こ
の
点
を
見
落
と
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　
こ
の
よ
う
に
有
償
委
任
に
も
委
任
者
の
無
過
失
責
任
を
認
め
る
場
合
に
は
、
無
償
性
を
前
提
と
す
る
右
の
功
利
思
想
は
も
は
や
妥
当
し
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な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
代
わ
る
理
由
づ
け
が
必
要
と
な
る
が
、
立
法
資
料
の
中
で
は
、
こ
れ
に
関
す
る
説
明
は
何
も
見
当
た
ら
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
ツ
ァ
イ
ラ
ー
は
そ
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
中
で
、
一
〇
一
五
条
に
関
し
て
は
、
衡
平
の
考
慮
（billige�B

erachtung

）

に
基
礎
を
求
め
て
い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
無
償
の
受
任
者
は
少
な
く
と
も
彼
の
財
産
に
損
害
を
被
ら
な
い
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
ま
た
、
親

切
で
引
き
受
け
た
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
委
任
者
は
報
酬
を
合
意
し
た
蓋
然
性
が
非
常
に
高
い
が
故
に
、
仮
定
的
な
報
酬
の
最
高
額
の
限

度
で
賠
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
と
異
な
り
、
一
〇
一
四
条
に
関
し
て
は
、
火
災
か
ら
の
物
の
救
出
の
例
を
挙
げ
る
に
留
ま

り
、
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

二
　
初
期
の
学
説

　
民
法
典
の
施
行
後
か
ら
一
九
七
〇
年
頃
ま
で
は
、
多
く
の
学
説
は
、
す
で
に
普
通
法
で
展
開
さ
れ
た
「
委
任
の
原
因
に
基
づ
い
て

（ex�causa�m
andati

）」
生
じ
た
損
害
と
「
委
任
の
機
会
か
ら
（ex�occasione�m

andati

）」
生
じ
た
損
害
の
区
別
を
前
提
と
し
て
、

一
〇
一
四
条
は
前
者
の
損
害
、
一
〇
一
五
条
は
後
者
の
損
害
に
関
し
て
定
め
た
も
の
だ
と
理
解
し
、
そ
の
上
で
、「
委
任
の
原
因
に
基
づ

く
損
害
」
の
概
念
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
委
任
者
の
責
任
の
理
論
的
な
解
明
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
ド
グ
マ
的
な
基
礎
に
言
及
す
る
学
説
も
幾
つ
か
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
⒜
　
衡
平
説
　
ウ
ン
ガ
ー
（U

nger

）
に
よ
れ
ば
、
委
任
者
が
委
任
の
遂
行
か
ら
生
じ
た
損
害
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
委
任
者
が
こ
れ
か
ら
利
益
を
有
す
る
が
故
に
衡
平
で
あ
る
と
い
う）（（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
衡
平
の
観
点
か
ら
、
委
任
者
の
責
任
を
委

任
の
履
行
と
原
因
的
な
関
連
に
立
つ
か
、
こ
れ
と
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
損
害
に
限
定
す
る
。
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⒝
　
営
業
危
険
説
　
シ
ョ
イ
（Schey

）
は）（（
（

、
一
〇
一
四
条
の
責
任
は
「
全
く
現
代
的
な
思
想
（durchaus�m

oderner�G
edanke

）」

に
基
づ
く
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
委
任
者
の
事
務
で
あ
り
、
受
任
者
は
こ
の
委
任
者
の
事
務
に
従
事
し
て
い
る
が
故
に
、
委
任

者
が
こ
の
営
業
危
険
（B

etriebsgefahr

）
を
負
担
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
。

　
ま
た
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ル
（Stanzl

）
は）（（
（

、
一
〇
一
四
条
に
よ
っ
て
営
業
危
険
す
な
わ
ち
委
託
さ
れ
た
事
務
の
典
型
的
な
危
険
に
関
す
る

委
任
者
の
責
任
が
定
め
ら
れ
た
と
述
べ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
受
任
者
が
委
任
者
の
事
務
を
処
理
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
受
任
者

が
委
任
者
の
た
め
に
行
為
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
営
業
危
険
の
考
え
は
現
代
法
で
は
益
々
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
と
述
べ

る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ル
は
シ
ョ
イ
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
な
お
、
エ
ー
レ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
（Ehrenzw
eig

）
は
「
現
代
の
賠
償
義
務
思
想
（m

oderner�H
aftpflichtgedanke

）」
が
こ
こ
に

現
れ
て
い
る
と
す
る
が）（（
（

、
こ
れ
が
シ
ョ
イ
の
営
業
危
険
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
⒞
　
企
業
の
理
念
説
　
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
（W

ilburg
）
に
よ
れ
ば）（（
（

、
企
業
者
（U

nternehm
er

）
は
経
済
的
な
合
目
的
性
の
観
点
か

ら
、
第
三
者
に
対
す
る
危
険
責
任
が
企
業
者
に
集
中
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、
内
部
関
係
で
も
関
与
者
に
対
し
て
一
定
の
損
害
の
危
険
を
負

担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
報
酬
と
引
換
え
に
企
業
者
に
仕
え
る
従
業
員
と
は
異
な
り
、
企
業
者
は
「
費
用
と
収
益
（K

osten�und�

G
ew
inn

）」
の
相
互
作
用
を
考
慮
し
て
い
る
。
ま
た
、
企
業
者
は
損
害
の
予
防
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
保
険
の
締

結
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
損
害
の
危
険
を
典
型
的
に
計
算
に
入
れ
る
状
態
に
あ
る
よ
う
な
損

害
に
関
す
る
企
業
者
の
増
大
し
た
責
任
に
賛
同
す
る
と
い
う
。

　
こ
れ
は
契
約
関
係
に
お
け
る
損
害
賠
償
義
務
に
関
し
て
一
般
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
観
点
は
委
任
者
の
責
任
に
関
し
て
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も
妥
当
す
る
。
何
故
委
任
者
は
委
任
遂
行
中
の
危
険
に
関
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
企
業

の
理
念
（Idee�des�U

nternehm
ens

）」
す
な
わ
ち
委
任
者
は
あ
る
活
動
の
「
利
益
と
不
利
益
（V

or-�und�N
achteile

）」
を
そ
の
経

済
的
な
関
連
で
は
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
と
す
る）（（
（

。

　
前
述
し
た
「
営
業
危
険
」
の
考
え
方
は
「
他
人
の
事
務
の
処
理
」
と
い
う
点
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
る
が
、
企
業
の
理
念
説
は
こ
の

よ
う
な
客
観
的
な
性
質
よ
り
も
、
企
業
者
に
よ
る
経
営
上
の
抽
象
的
な
計
算
を
基
礎
と
す
る
点
で
異
な
る
と
い
え
よ
う
。

三
　
学
説
の
展
開

⑴
　
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
論

　
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
六
一
年
一
一
月
一
〇
日
の
大
部
の
決
定
（
蟻
酸
事
件）（（
（

）
を
契
機
と
し
て
、
学
説
で
は
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為

の
リ
ス
ク
責
任
論
」（
以
下
、
リ
ス
ク
責
任
と
略
）
が
展
開
さ
れ
た）（（
（

。
こ
れ
は
利
益
思
想
と
危
険
設
定
思
想
を
基
礎
と
し
て
、
物
に
関
す

る
従
来
の
危
険
責
任
に
相
当
す
る
無
過
失
責
任
（
リ
ス
ク
責
任
）
が
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
」
の
受
益
者
に
課
さ
れ
る
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
委
任
関
係
や
事
務
管
理
、
さ
ら
に
雇
用
・
労
働
関
係
に
も
共
通
し
て
妥
当
し
、
委
任
者
や
事
務
管
理
に
お
け
る
本

人
、
さ
ら
に
使
用
者
は
こ
の
原
則
に
基
づ
い
て
受
任
者
や
事
務
管
理
者
、
労
働
者
の
被
っ
た
損
害
に
関
し
て
リ
ス
ク
責
任
を
負
う
。

　
こ
の
リ
ス
ク
責
任
論
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
説
に
も
影
響
を
与
え
た）（（
（

。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
労
働
関
係
、
と

り
わ
け
労
働
者
の
物
的
損
害
に
関
す
る
使
用
者
の
責
任
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
学
説
は
一
〇
一
四
条
の
中
に
「
他
人
の
た
め

に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
と
い
う
一
般
原
則
の
表
現
を
見
い
だ
し
、
同
条
の
労
働
関
係
へ
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
に
至
っ
た）（（
（

。

　
⒜
　
先
駆
的
学
説
　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
リ
ス
ク
責
任
論
を
初
め
て
導
入
し
た
の
は
ク
ラ
マ
ー
（K

ram
er

）
で
あ
る）（（
（

。
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彼
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
や
シ
ュ
タ
イ
ン
ド
ル
フ
に
依
拠
し
な
が
ら
リ
ス
ク
責
任
の
一
般
原
則
を
肯
定
し
、
こ
れ
は
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い

た
損
害
の
賠
償
責
任
を
定
め
る
一
〇
一
四
条
に
関
し
て
妥
当
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
営
業
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
労
働

者
の
物
の
損
傷
、
お
よ
び
労
務
の
履
行
に
際
し
て
労
働
者
の
被
っ
た
物
的
損
害
に
関
し
て
、
使
用
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
す

る
。

　
ク
ラ
イ
ン
（K

lein

）
は
労
働
者
の
物
的
損
害
に
関
し
て
論
ず
る）（（
（

。
彼
は
ド
イ
ツ
の
蟻
酸
事
件
判
決
の
紹
介
お
よ
び
そ
の
検
討
を
通
し

て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
に
よ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
一
一
五
一
条
二
項
の
事
務
処
理
概
念
は
一
〇
〇
二
条
と
同
一
で
あ
っ
て
純
粋
な
法
律
行
為
だ
け
で
な
く
「
そ
の
他
の
法

的
行
為
」
も
含
ま
れ
る
が
、
労
働
者
が
使
用
者
の
利
益
領
域
で
自
己
の
物
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
事
実
的
行
為
と
い
う
よ
り
も

「
そ
の
他
の
法
的
行
為
」
に
近
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
物
的
損
害
に
関
し
て
は
一
〇
一
四
条
を
類
推
適
用
し
て
使
用
者
に
営
業
危
険
を

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
〇
一
四
条
の
背
後
に
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
主
張
す
る
リ
ス
ク
責
任
の
原
則
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　
⒝
　
判
例
　
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
責
任
論
は
、
そ
の
後
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
に
よ
っ
て
明
示
的
に
採
用
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
一
九
八

三
年
五
月
三
一
日
の
判
決
（SZ�56/86

）
で）（（
（

、
①
一
〇
一
四
条
に
は
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
と
い
う
一
般
的
な
原
則

が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
②
こ
の
規
定
を
労
働
契
約
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
事
態
に
適
し
て
い
る
と
し
て
、
勤
務
走
行
中
に
除
雪
車
と
衝

突
し
て
自
己
の
自
動
車
に
被
っ
た
労
働
者
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
。

　
そ
こ
で
は
、
ク
ラ
マ
ー
の
学
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
ド
イ
ツ
の
カ
ナ
ー
リ
ス
の
理
論
に
依
拠
し
た
も
の
と
評
価
し
う

る
。
そ
し
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
判
例
は
公
に
さ
れ
た
も
の
に
限
っ
て
も
現
在
す
で
に
二
〇
件
を
超
え
て
い
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⒞
　
通
説
的
地
位
の
獲
得
　
こ
の
判
例
は
右
の
い
ず
れ
の
点
で
も
学
説
に
よ
っ
て
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
Ｏ
Ｇ
Ｈ
と
は
無
関
係

に
同
様
の
見
解
を
主
張
し
て
い
た
ク
ラ
イ
ン
は
も
ち
ろ
ん）（（
（

、
ハ
ン
ラ
イ
ヒ
（H

anreich

）
（（
（

）、
ケ
ル
シ
ュ
ナ
ー
（K

erschner

）
（（
（

）、
ビ
ド
リ

ン
ス
キ
ー
（F.�B

ydlinski

）
（（
（

）
な
ど
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
と
同
様
に
、「
他
人
の
た
め

に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
論
に
よ
る
の
が
圧
倒
的
な
学
説
ま
た
は
通
説
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　
⒟
　
特
別
な
基
準
の
付
加
　
ヤ
ボ
ル
ネ
ッ
ク
（Jabornegg

）
も
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
に
全
面
的
に
賛
成
す
る）（（
（

。
し
か
し
、
判
例
は
一
方
で

は
委
任
の
原
因
に
基
づ
い
て
（ex�causa�m
andati

）
生
じ
た
損
害
・
当
該
事
務
の
典
型
的
な
危
険
を
要
求
す
る
点
で
は
通
説
的
見
解

と
同
じ
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
労
働
者
の
個
人
的
領
域
・
使
用
者
の
行
為
領
域
を
問
題
と
し
て
い
る
点
で
通
説
を
超
え
て
い
る
。
こ
の

領
域
的
な
考
え
方
は
委
任
者
や
使
用
者
の
責
任
を
合
理
的
な
範
囲
に
制
限
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
。
問
題
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ

っ
て
両
当
事
者
間
の
領
域
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
有
償
委
任
の
場
合
に
は
、「
委
任
の
機
会
か
ら
（ex�occasione�m

andati

）
生
じ
た
損
害
」
は
有
償
性
を
理
由
に
受
任
者
の
領
域
に

割
り
振
ら
れ
る
が
、「
委
任
の
原
因
に
基
づ
い
て
（ex�causa�m

andati

）
生
じ
た
損
害
」
の
割
り
振
り
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
報

酬
の
合
意
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
判
断
で
き
な
い
場
合
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
使
用
者
が
営
業
車
を
労
働
者
に
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
用
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
当
該
危
険
が
使
用
者
の
領
域
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
が
前
提
と
し
て
問
題
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
使
用
者
と
労
働
者
の
危
険
領
域
の
限
定
基
準
に
関
し
て
は
、
同
様
に
自
己
の
目
的
の
た
め
の
他
人
の
使
用
が
問
題
と
な



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

三
一

っ
て
い
る
履
行
補
助
者
や
使
用
者
責
任
に
関
す
る
一
三
一
三
ａ
条
・�

一
三
一
五
条
が
参
考
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
他
人
の
行
為
の
利
用

お
よ
び
こ
れ
に
関
す
る
本
人
の
自
由
裁
量
（D

isposition

）
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
基
づ
い
て
本
人
に
危
険
が
帰
責
さ
れ
る
。
使
用
者

と
労
働
者
の
間
の
危
険
領
域
も
こ
の
二
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
ヤ
ボ
ル
ネ
ッ
ク
の
見
解
は
領
域
思
想
を
取
り
入
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
委
任
の
原
因
に
基
づ
い
て

（ex�causa�m
andati

）
生
じ
た
損
害
・
典
型
的
な
危
険
の
現
実
化
と
し
て
の
損
害
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
当
該
リ
ス
ク
が

両
当
事
者
の
い
ず
れ
の
領
域
に
属
す
る
か
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
リ
ス
ク
の
帰
属
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
見
解
が
リ
ス
ク
責
任
の
理
論
的
基
礎
を
ど
こ
に
求
め
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
見
解
を
全
面
的
に
支
持
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
に
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
に
求
め
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

⑵
　
利
益
説

　
⒜
　
フ
ィ
ッ
ツ
（Fitz

）
は
従
来
の
学
説
を
個
別
的
に
検
討
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
カ
ナ
ー
リ
ス

の
見
解
と
利
益
学
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
す
る）（（
（

。

　
ア
　
ま
ず
第
一
に
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
と
い
う
統
一
的
な
一
般
原
則
を
主
張
す
る
が
、
使

用
者
の
リ
ス
ク
責
任
と
委
任
や
事
務
管
理
に
お
け
る
リ
ス
ク
責
任
の
間
に
は
重
大
な
差
異
が
存
在
す
る
。
委
任
や
事
務
管
理
の
場
合
に
は
、

危
険
責
任
（G
efährdungshaftung

）
の
意
味
で
の
抽
象
的
な
支
配
可
能
性
の
優
位
性
は
委
任
者
や
本
人
に
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
の

者
は
と
り
わ
け
物
の
支
配
や
営
業
上
の
組
織
力
を
有
し
て
お
ら
ず
、
危
険
源
と
典
型
的
に
近
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
利
益
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
事
務
管
理
や
そ
の
他
の
利
他
的
な
行
為
の
場
合
に
は
特
に
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
害
者

と
賠
償
義
務
者
の
間
に
特
別
な
個
人
的
利
益
関
係
が
存
在
し
、
一
方
当
事
者
が
い
わ
ば
相
手
方
の
目
的
追
求
の
道
具
と
な
っ
て
お
り
、
本
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人
が
自
分
で
行
え
ば
本
人
自
身
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
危
険
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
伝
統
的
な
危
険
責
任
の
要
件
と
は
異
な
る
。

　
イ
　
利
益
と
危
険
の
同
一
帰
属
（G

leichlaus�von�N
utzen�und�G

efahr

）
の
観
点
か
ら
、
ラ
ー
レ
ン
ツ
や
カ
ナ
ー
リ
ス
な
ど
は

「
相
手
方
に
一
定
の
活
動
を
さ
せ
、
こ
れ
か
ら
利
益
を
得
る
者
は
こ
の
活
動
と
結
び
つ
い
た
損
害
危
険
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
広
く
一
般
化
す
る
と
、
利
益
学
説
（Interessenlehre

）
は
実
際
的
な
問
題
解
決
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
の
民
法
上
の
核
心
領
域
で
は
、
利
益
学
説
は
無
償
給
付
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
交
換
契
約
の
場
合
に

は
、
両
当
事
者
は
原
則
的
に
は
同
等
の
地
位
に
立
つ
か
ら
、
利
益
︱
不
利
益
の
基
準
は
妥
当
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
労
働
関
係
に
関
し
て

も
当
て
は
ま
る
。

　
⒝
　
そ
こ
で
、
フ
ィ
ッ
ツ
は
民
法
や
商
法
、
労
働
法
に
共
通
す
る
統
一
的
な
解
決
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
て
、
い
く
つ
か
の
問
題
グ

ル
ー
プ
を
個
別
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
。

　
ア
　
委
任
関
係
に
お
い
て
は）（（
（

、
無
償
委
任
の
場
合
に
は
利
益
思
想
が
委
任
者
の
責
任
を
基
礎
づ
け
る
。
一
〇
一
四
条
は
無
償
委
任
・
有

償
委
任
の
双
方
を
含
む
が
、
同
条
の
適
用
は
無
償
委
任
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
り
わ
け
不
動
産
仲
介
業
者
や
弁
護
士
な
ど
職
業

的
な
委
任
関
係
に
関
し
て
は
、
一
〇
一
四
条
の
適
用
は
否
定
さ
れ
る
。

　
一
〇
一
四
条
は
「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
委
任
の
原
因
に
基
づ
い
て
（ex�causa�

m
andati

）
生
じ
た
損
害
」
と
「
委
任
の
機
会
か
ら
（ex�occasione�m

andati

）
生
じ
た
損
害
」
の
基
準
を
採
用
す
る
が
、
こ
れ
は
単

に
責
任
の
因
果
関
係
の
限
定
の
た
め
の
手
段
に
と
ど
ま
ら
ず
、
責
任
原
因
と
し
て
の
功
利
原
則
（U

tilitätsprinzip

）
の
防
御
手
段
と

し
て
機
能
す
る
。

　
ま
た
、
一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
の
排
除
が
ウ
ン
ガ
ー
（U

nger

）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
「
特
別
な
事
務
危
険



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

三
三

（spezifische�G
eschäftsgefahr

）」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
危
険
性
は
単
に
責
任
の
制
限
だ
け
で
は
な
く
て
、
危
険

責
任
の
下
で
は
同
時
に
責
任
を
基
礎
付
け
る
要
素
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
委
任
者
の
賠
償
義
務
を
委
任
に
特
有
の
リ
ス
ク
に
制
限
す
る

こ
と
は
「
利
益
と
危
険
」
と
い
う
帰
責
要
素
の
本
質
的
な
競
演
に
関
す
る
理
論
史
上
の
重
要
な
方
向
転
換
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
イ
　
事
務
管
理
も
無
償
委
任
と
同
様
に
、「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
」
で
あ
り
、
利
益
と
危
険
の
同
一
帰
属
と
い
う
利
益
思
想
が
妥

当
す
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い）（（
（

。

　
ウ
　
有
償
の
事
務
処
理
契
約
の
場
合
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
利
益
思
想
に
基
づ
く
リ
ス
ク
責
任
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
例
外
が
存
在
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
労
働
契
約
の
場
合
に
は
、
確
か
に
リ
ス
ク
責
任
が
使
用
者
に
課
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
労
働
者
の
典
型
的
な
市
場
弱
者
性
、

他
人
の
組
織
へ
の
組
入
れ
、
使
用
者
の
支
配
可
能
性
の
優
位
性
、
労
働
者
の
社
会
的
保
護
の
必
要
性
な
ど
が
そ
の
決
定
的
な
理
由
で
あ
る
。

労
働
契
約
の
場
合
に
も
利
益
原
則
を
持
ち
出
す
こ
と
は
こ
れ
を
覆
い
か
く
す
も
の
で
あ
る）（（
（

。
一
九
八
三
年
の
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
は
基
本
的
に

は
正
当
で
あ
る
が
、
右
と
同
様
の
問
題
を
有
す
る
。

　
ま
た
、
他
人
の
計
算
で
行
わ
れ
る
行
為
の
場
合
に
は
、
こ
の
行
為
か
ら
生
じ
た
事
務
リ
ス
ク
（G

eschäftsrisiko

）
は
他
人
の
た
め

に
な
す
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
の
典
型
的
な
事
例
と
し
て
本
人
に
帰
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
問
屋
営
業
（K

om
m
issionsgeschäft

）

が
そ
う
で
あ
る）（（
（

。

⑶
　「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
」
説

　
近
時
、「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
で
の
事
務
処
理
（G

eschäftsbesorgung�auf�R
echnung�und�G

efahr�des�A
uftragge-

bers

）」
と
い
う
委
任
法
の
原
則
に
よ
っ
て
、
委
任
者
の
無
過
失
責
任
を
基
礎
づ
け
る
見
解
が
フ
ァ
ー
バ
ー
（Faber

）
に
よ
っ
て
主
張
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さ
れ
た）（（
（

。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
〇
一
四
条
に
よ
る
リ
ス
ク
責
任
に
つ
い
て
は
、
同
条
が
一
〇
〇
二
条
以
下
の
規
範
集
団
の
中
に
あ
る
と
い
う

「
規
範
環
境
（norm

atives�U
m
feld

）」
か
ら
考
え
て
、
ま
ず
第
一
次
的
に
、
委
任
法
上
の
原
則
に
よ
る
正
当
化
が
試
み
ら
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
第
二
次
的
に
は
一
般
的
な
損
害
賠
償
法
上
の
評
価
に
も
注
目
す
べ
き
だ
と
す
る
。

　
⒜
　
委
任
法
上
の
原
則
　
一
〇
〇
二
条
以
下
の
委
任
法
は
次
の
三
つ
の
基
本
的
な
原
則
か
ら
成
り
立
つ
。

　
ま
ず
第
一
に
、
委
任
者
の
「
計
算
で
の
（auf�R

echnung

）」
事
務
執
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
受
任
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
事
務

の
す
べ
て
の
経
済
的
な
結
果
は
委
任
者
に
生
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
の
積
極
的
な
側
面
と
し
て
は
受
任
者
の
利
益
引
渡
義
務
（
一

〇
〇
九
条
）、
消
極
的
な
側
面
と
し
て
は
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
費
用
の
負
担
す
な
わ
ち
報
酬
支
払
義
務
（
一
〇
〇
四
条
）、
費
用
償
還

請
求
権
（
一
〇
一
四
条
第
一
文
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
〇
一
四
条
第
二
文
後
段
や
一
〇
一
五
条
に
よ
っ
て
賠
償
さ
れ
る
損
害
も
、
広
義
の

事
務
の
費
用
に
含
ま
れ
る
。

　
そ
れ
故
、
一
般
的
に
広
義
で
は
「
委
任
者
の
た
め
に
す
る
事
務
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
有
償
委
任
で
は
、
報
酬
を
得
る
点

で
は
受
任
者
も
委
任
の
引
受
に
つ
き
固
有
の
利
益
を
有
す
る
。
し
か
し
、
報
酬
請
求
権
は
委
任
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
成
立
し
、
委
託
さ

れ
た
行
為
の
結
果
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
費
用
や
損
害
な
ど
こ
こ
で
挙
げ
た
も
の
は
委
託
さ
れ
た
行
為
の
結
果
そ
れ
自

体
に
依
存
し
、
契
約
締
結
後
あ
る
い
は
事
務
処
理
後
に
初
め
て
確
定
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
委
任
法
は
こ
の
よ
う
な
不
明
確
な
要

素
を
伴
う
す
べ
て
の
も
の
を
委
任
者
に
割
り
当
て
て
お
り
、
事
務
と
結
び
つ
い
た
利
益
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
損
失
も
委
任

者
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
委
任
者
の
「
危
険
で
の
（auf�G

efahr

）」
事
務
処
理
で
あ
る
。
右
の
委
任
者
に
よ
る
費
用
負
担
の
原
則
は
、
委
託
さ
れ
た

行
為
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
事
務
目
的
が
実
現
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
委
任
者
の
利
益
に
な
る
こ
と
な
く
、
再
び
こ
れ
が
脱
落
し
た
場
合
に
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も
適
用
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
事
務
処
理
は
委
任
者
の
「
危
険
で
」
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
事
務
処
理
に
不
可
避
的
ま
た
は
有
益
な
費
用

は
そ
の
目
的
を
達
成
し
な
い
場
合
で
も
、
委
任
者
は
こ
れ
を
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
仕
事
の
完
成
が
偶
然
に
よ
っ
て
妨
げ

ら
れ
た
場
合
で
も
、
委
任
者
は
費
用
償
還
や
損
害
賠
償
の
義
務
、
さ
ら
に
適
切
な
報
酬
の
支
払
義
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
（
一
〇
二
〇

条
第
二
文
）。

　
第
三
に
、
当
該
事
務
に
関
す
る
委
任
者
の
常
時
支
配
（jederzeitige�H

errschaft

）
の
原
則
で
あ
る
。
受
任
者
の
説
明
義
務
や
決
算

報
告
義
務
（
一
〇
一
二
条
）、
委
任
者
の
指
図
権
と
受
任
者
の
服
従
義
務
（
一
〇
〇
九
条
）、
委
任
者
の
自
由
な
撤
回
権
（
一
〇
二
〇
条
）

な
ど
が
こ
れ
の
表
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
委
任
者
は
当
該
行
為
を
開
始
な
い
し
維
持
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
か
ど
う
か
判

断
し
、
状
況
の
変
化
に
素
早
く
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
委
任
者
は
「
事
務
の
支
配
者
（H

errn�des�G
e-

schäfts

）」
で
あ
り
、
受
任
者
は
委
任
者
の
「
延
長
さ
れ
た
手
（verlängerter�A

rm

）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
⒝
　
一
〇
一
四
条
の
責
任
　
委
任
者
の
無
過
失
責
任
は
こ
の
よ
う
な
「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
で
の
事
務
処
理
」
の
原
則
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
と
い
う
要
件
の
解
釈
指
針
と
し
て
役
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
委

任
法
に
よ
れ
ば
、
委
託
さ
れ
た
事
務
の
経
済
的
な
責
任
を
委
任
者
に
課
す
た
め
に
は
、
そ
の
事
務
の
経
済
的
な
結
果
を
あ
る
程
度
判
断
で

き
る
可
能
性
が
委
任
者
に
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
（
常
時
支
配
の
原
則
）。
し
た
が
っ
て
、「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た

損
害
」
と
い
う
の
は
、
委
任
者
に
と
っ
て
予
見
可
能
な
損
害
な
い
し
計
算
可
能
な
損
害
を
意
味
す
る
。
こ
の
リ
ス
ク
の
予
見
可
能
性
は
具

体
的
に
生
じ
た
損
害
や
損
害
発
生
の
事
情
に
関
し
て
で
あ
り
、
損
害
額
の
計
算
可
能
性
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
。
事
務
の
支
配
者
の
観
点

か
ら
す
る
と
、
契
約
締
結
時
に
限
ら
ず
、
当
該
リ
ス
ク
が
後
の
時
点
で
存
在
す
る
こ
と
が
初
め
て
明
ら
か
と
な
り
、
委
任
者
が
こ
れ
を
知

り
得
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
契
約
の
変
更
や
指
図
を
す
る
こ
と
な
く
こ
の
活
動
を
維
持
し
た
場
合
に
は
、
委
任
者
は
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
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で
き
な
い
。
こ
の
予
測
可
能
性
の
有
無
は
客
観
的
な
基
準
す
な
わ
ち
注
意
深
い
か
つ
経
験
的
な
平
均
人
を
基
準
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。

　
⒞
　
一
般
的
な
損
害
賠
償
法
と
一
〇
一
四
条
　
一
〇
一
四
条
は
委
任
法
の
規
定
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
損
害
賠
償
法
上
の
規
定
で
も
あ

る
。「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
と
い
う
の
は
、
現
実
化
し
た
リ
ス
ク
と
委
託
さ
れ
た
事
務
の
内
容
と
の
間
に
特
に
密
接
な
関

連
性
を
要
求
し
て
い
る
が
、
通
説
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
種
の
活
動
に
特
別
な
典
型
的
リ
ス
ク
の
現
実
化
」
と
し
て
の
損
害
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
一
般
的
な
損
害
賠
償
法
の
相
当
性
理
論
と
類
似
す
る
。
相
当
性
理
論
で
は
、
非
典
型
的
な
損
害
に
関
し
て
責
任
が
排
除

さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
、
ま
さ
に
特
別
な
典
型
的
損
害
に
関
し
て
責
任
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
リ
ス
ク
責
任
に
お
け
る
損
害

と
行
為
の
間
に
は
極
め
て
高
い
関
連
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
考
察
は
責
任
義
務
者
の
観
点
か
ら
事
後

的
に
で
は
な
く
、
か
つ
、
客
観
的
な
基
準
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
」
損

害
と
い
う
基
準
は
、
損
害
賠
償
法
の
観
点
か
ら
は
、
重
大
に
増
加
し
た
強
度
さ
を
伴
う
一
種
の
相
当
性
基
準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
こ
の
帰
責
に
必
要
な
強
度
さ
の
程
度
に
つ
い
て
、
ビ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
は
「
取
引
の
平
均
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
真
面
目
に
こ
れ
を
計
算
に

入
れ
る
べ
き
程
度
に
、
生
じ
た
損
害
が
問
題
な
る
行
為
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
」
場
合
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
も
賠
償
さ
れ
る
損
害
を

明
確
に
限
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
を
一
般
的
な
損
害
賠
償
法
の
と
こ
ろ
で
考
慮
す
る
こ
と
が
有
意
義
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
損
害
を
他
人
に
転
嫁
す
る
に

は
こ
れ
を
正
当
化
す
る
特
別
な
事
情
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
違
法
か
つ
有
責
な
加
害
行
為
が
こ
れ
に
該
当
す
る
が
、
一
〇
一
四
条
の

責
任
は
こ
れ
を
前
提
と
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
義
務
と
い
う
法
的
効
果
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
異
な
る
帰
責
の
観
点
は
そ
の
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重
大
性
に
お
い
て
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
な
行
為
リ
ス
ク
の
基
準
は
評
価
的
に
は
違
法
で
か
つ
最
低
限
の

軽
過
失
の
容
態
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
強
度
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
比
較
的
厳
格
な
基
準
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
⒟
　
一
〇
一
五
条
と
の
関
連
　
一
〇
一
五
条
は
無
償
委
任
に
お
け
る
制
限
的
な
賠
償
義
務
を
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
利
益
思
想

（V
orteilsgedanke

）
と
委
任
者
の
「
計
算
と
危
険
で
の
」
事
務
処
理
と
い
う
二
つ
の
法
理
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
事
務
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
た
す
べ
て
の
損
害
が
賠
償
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者

で
は
、「
委
任
の
機
会
か
ら
（ex�occasione�m

andati

）
生
じ
た
損
害
」
は
賠
償
さ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、「
委
任
の
原
因
に
基
づ
い

て
（ex�causa�m

andati
）
生
じ
た
損
害
」
の
場
合
に
は
、
二
つ
の
法
理
は
と
も
に
賠
償
を
肯
定
す
る
方
向
に
作
用
す
る
が
、「
委
任
の

機
会
か
ら
（ex�occasione�m

andati
）
生
じ
た
損
害
」
の
場
合
に
は
、
前
者
は
こ
れ
の
賠
償
を
肯
定
、
後
者
は
こ
れ
の
否
定
と
い
う
正

反
対
の
方
向
に
作
用
す
る
。
賠
償
額
を
制
限
す
る
一
〇
一
五
条
の
規
定
は
こ
の
二
つ
の
法
理
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
と
し
て
理
解
で
き
る
。
無
償

で
の
引
受
が
通
常
で
な
い
場
合
に
は
、
仮
定
的
な
報
酬
の
額
は
そ
の
限
度
で
委
任
者
が
計
算
に
入
れ
る
べ
き
金
額
に
相
当
し
、
こ
の
額
へ

の
制
限
は
右
の
二
つ
の
評
価
の
交
点
（Schnittpunkt
）
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
⒠
　
評
価
　
フ
ァ
ー
バ
ー
の
見
解
は
要
件
論
的
に
は
「
予
見
可
能
な
、
特
別
な
行
為
リ
ス
ク
」
と
す
る
点
で
通
説
と
異
な
ら
な
い
が
、

そ
の
基
礎
を
「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
」
と
い
う
委
任
法
の
原
則
に
求
め
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
は
必
ず

し
も
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
フ
ァ
ー
バ
ー
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
シ
ョ
イ
や
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
な
ど
の
見
解
と
そ
の
根
底
に
お
い
て

は
共
通
す
る
。
ま
た
、
委
任
者
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
活
動
の
予
見
可
能
な
リ
ス
ク
の
現
実
化
は
委
任
者
の
経
済
的
活
動
の
費
用
に
属
す

る
と
い
う
点
に
委
任
者
の
無
過
失
責
任
の
根
拠
を
求
め
る
見
解）（（
（

と
も
相
通
ず
る
側
面
を
有
す
る
。
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四
　
リ
ス
ク
責
任
論
を
め
ぐ
る
議
論

　
右
に
み
た
よ
う
に
、
現
在
の
判
例
・
通
説
は
一
〇
一
四
条
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
の
理
論
的
基
礎
を
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の

リ
ス
ク
責
任
」
論
に
求
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
近
時
、
フ
ァ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
比
較
的
詳
細
な
検
討
と
批
判
が
展
開

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
概
要
を
見
る
と
と
も
に
、「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
」
説
に
つ
き
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た

い
。⑴

　
フ
ァ
ー
バ
ー
の
批
判

　�

「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
論
は
利
益
思
想
と
危
険
設
定
思
想
を
基
礎
と
し
て
委
任
者
の
無
過
失
責
任
を
基
礎
づ
け

る
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ァ
ー
バ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
の
基
礎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る）（（
（

。

　
⒜
　
利
益
思
想
（V
orteilsgedankem

）

　
ア
　
こ
れ
は
確
か
に
無
償
委
任
の
場
合
に
は
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
フ
ィ
ッ
ツ
が
正
当
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
無
償
性
か
ら
必
然
的
に
相
手
方
の
一
方
的
な
利
益
を
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
受
任
者
の
固
有
の
経
済
的
利
益
の

欠
缺
を
常
に
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
利
益
思
想
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
経
済
的
な
利
益
が
一
方
当
事
者
に
生
ず
る

場
合
に
は
す
べ
て
の
不
利
益
が
こ
の
者
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
〇
一
四
条
で
は
「
委
任
の
原
因
に
基
づ
い
て
（ex�

causa�m
andati

）
生
じ
た
損
害
」
に
制
限
さ
れ
、
ま
た
、
一
〇
一
五
条
で
は
仮
定
的
な
報
酬
額
に
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
制
限
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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イ
　
有
償
委
任
の
領
域
で
も
、
一
部
の
学
説
は
利
益
思
想
に
よ
っ
て
一
〇
一
四
条
の
リ
ス
ク
責
任
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
有
償
委

任
で
は
受
任
者
も
固
有
の
利
益
を
有
し
て
お
り
、
委
任
者
と
同
等
の
地
位
に
立
つ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
う
で
あ
る
。

　
ⅰ
　
た
と
え
ば
、
ビ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
は
委
任
者
や
使
用
者
へ
の
リ
ス
ク
帰
責
に
関
し
て
、「
単
に
見
込
ま
れ
る
、
ま
た
は
目
的
と
さ
れ

た
利
益
」
で
も
十
分
で
あ
り
、「
少
な
く
と
も
意
図
さ
れ
た
、
ま
た
は
典
型
的
な
事
例
で
は
生
ず
る
に
違
い
な
い
利
益
」
で
あ
れ
ば
足
り

る
と
す
る
。

　
し
か
し
、「
単
に
見
込
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
典
型
的
な
事
例
で
は
生
ず
る
利
益
（auch�nur�zu�erew

artenden�oder�im
�typisch-

en�Fall�eintretenden�V
orteil

）」
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
る
の
は
、
経
済
的
に
合
理
的
な
事
業
（
企
画
）
に
限
ら
れ
る
と
と
も
に
、

事
業
（
企
画
）
が
総
じ
て
成
功
裡
に
行
わ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
大
胆
な
仮
説
で
あ
る
。
ま
た
、「
単
に
目
的
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
意
図
さ
れ
た
利
益
（auch�nur�bezw
eckten�oder�w

enigstens�intendierten�N
utzen

）」
と
す
る
と
き
は
、
単
に
「
利
益

の
獲
得
意
思
」
と
い
う
主
観
的
な
要
件
で
足
り
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
思
が
な
ぜ
リ
ス
ク
責
任
を
基
礎
付
け
得
る
の
か
は
理

解
で
き
な
い
。

　
ⅱ
　
ま
た
、
ビ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
は
労
働
者
の
自
動
車
の
損
傷
と
い
う
事
例
に
関
連
し
て
、「
社
有
車
の
節
約
さ
れ
た
事
故
リ
ス
ク
」
を

使
用
者
の
明
確
な
利
益
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
事
務
処
理
者
の
活
動
や
行
わ
れ
る
べ
き
事
務
に
代
え
て
、
物
の
投
入
に
関
連
づ
け
る

こ
と
は
ビ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
自
身
も
貫
徹
し
て
い
な
い
し
、
歴
史
的
に
見
て
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
〇
一
五
条
で
は
無
償
行
為

そ
れ
自
体
か
ら
の
利
益
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
物
の
投
入
に
よ
る
利
益
に
依
拠
す
る
と
す
れ
ば
、
一
〇
一
四

条
と
の
差
異
が
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
使
用
者
の
「
節
約
さ
れ
た
事
故
リ
ス
ク
」
と
法
的
効
果
と
し
て
の
「
労
働
者
の
事
故
リ
ス
ク
の
負
担
」
と
は
全
く
対
応
し
て
お
り
、
逆

に
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
責
任
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
思
い
が
け
ず
生
じ
た
急
ぎ
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四
〇

の
事
情
に
よ
り
労
働
者
の
車
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合
や
、
使
用
者
が
小
規
模
会
社
で
財
政
的
に
社
有
車
を
確
保
で
き
な
い
場
合
に
は
、

仮
定
的
な
社
有
車
の
投
入
は
完
全
な
擬
制
に
過
ぎ
な
い
。

　
⒝
　
危
険
設
定
思
想
　
カ
ナ
ー
リ
ス
は
利
益
思
想
と
並
ん
で
危
険
設
定
思
想
を
持
ち
だ
す
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
危
険
源
の
設
定
と
そ

の
支
配
可
能
性
が
リ
ス
ク
責
任
を
基
礎
づ
け
る
。

　
ア
　
カ
ナ
ー
リ
ス
は
危
険
源
の
設
定
を
委
任
者
や
使
用
者
が
当
該
活
動
を
受
任
者
や
労
働
者
に
任
せ
た
と
い
う
点
に
見
い
だ
す
が
、
こ

れ
は
両
当
事
者
間
の
契
約
締
結
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
ぜ
一
方
当
事
者
の
責
任
負
担
を
基
礎
づ
け
る
の
か
は
理
解
で
き
な

い
。
ま
た
、
こ
れ
を
リ
ス
ク
誘
因
の
観
点
か
ら
考
え
る
場
合
で
も
、
危
険
な
行
為
の
契
約
上
の
引
受
に
よ
っ
て
、
受
任
者
も
全
く
関
係
の

な
い
第
三
者
と
は
異
な
っ
て
能
動
的
に
危
険
の
直
面
に
貢
献
し
て
い
る
。

　
イ
　
危
険
源
の
支
配
可
能
性
に
つ
い
て
み
る
と
、
委
任
者
や
使
用
者
は
営
業
の
相
当
な
組
織
化
ま
た
は
付
保
可
能
性
な
ど
に
よ
っ
て
危

険
源
の
支
配
可
能
性
を
有
す
る
。
こ
の
考
え
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
説
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
法
の
経
済
分
析
や
こ
れ
に
依

拠
す
る
コ
ラ
ー
（K

oller

）
の
学
説
が
こ
れ
と
類
似
す
る
基
準
を
包
括
的
な
リ
ス
ク
分
配
の
規
制
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る）（（
（

。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
学
説
を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
最
も
少
な
い
費
用
で
リ
ス
ク
を
回
避
で
き
る
者
つ
ま
り
リ
ス
ク
の
支
配
者
が
こ
れ
を
負
担
す
る
と
い
う
「
最
安
価
回
避

者
の
原
則
（Prinzip�des�cheapest�cost�avoider

）」
ま
た
は
「
抽
象
的
な
支
配
可
能
性
の
原
則
（Prinzip�der�abstrakten�B

e-

herrschbarkeit

）」
に
よ
っ
て
、
一
〇
一
四
条
を
納
得
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
一
〇
一
四
条
の
文
言
か
ら
は
「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
で
あ
れ
ば
足
り
、
両
当
事
者
の
損
害
回
避
能
力
は
問
題
と
さ
れ
て

い
な
い
。
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労
働
契
約
に
お
け
る
典
型
的
な
事
例
で
は
、
確
か
に
優
位
的
な
支
配
可
能
性
が
使
用
者
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
労
務
遂
行
の
た
め

に
用
い
ら
れ
た
労
働
者
の
自
動
車
の
損
傷
と
い
う
事
例
で
は
、
事
故
を
阻
止
で
き
た
の
は
労
働
者
で
あ
っ
て
使
用
者
で
は
な
い
。
ま
た
、

使
用
者
は
労
働
者
の
自
動
車
を
よ
り
安
全
に
装
備
す
る
こ
と
は
殆
ど
出
来
な
い
。
営
業
の
適
切
な
組
織
化
の
観
点
か
ら
も
、
自
動
車
の
使

用
禁
止
の
指
図
は
適
切
な
公
共
交
通
機
関
が
な
い
場
合
に
は
実
際
上
不
可
能
で
あ
る
。
社
有
車
の
提
供
に
よ
っ
て
事
故
リ
ス
ク
自
体
が
減

少
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
使
用
者
の
陵
駕
的
な
危
険
回
避
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
委
任
契
約
の
領
域
で
は
、
委

任
者
に
よ
る
リ
ス
ク
回
避
の
可
能
性
は
使
用
者
と
比
べ
る
と
さ
ら
に
少
な
い
。

　
陵
駕
的
な
危
険
支
配
性
の
観
点
に
従
う
と
、
た
と
え
ば
間
接
代
理
人
に
よ
る
物
品
の
売
却
の
事
例
で
は
、
奇
妙
な
結
果
と
な
る
。
す
な

わ
ち
、
物
品
に
瑕
疵
が
あ
る
と
き
は
、
間
接
代
理
人
は
買
主
に
対
し
て
担
保
責
任
を
負
い
、
こ
の
賠
償
を
一
〇
一
四
条
に
よ
り
委
託
者
に

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
が
同
時
に
製
造
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
委
託
者
の
陵
駕
的
な
危
険
支
配
性
を
理
由
に
一

〇
一
四
条
の
適
用
を
肯
定
し
う
る
が
、
単
な
る
取
次
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
同
条
の
適
用
は
否
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
自
己
の
名
前
で
の
物
品
の
売
却
と
い
う
委
託
内
容
が
同
一
で
あ
り
、
一
〇
一
四
条
の
要
件
か
ら
も
両
者
の
結
論

の
差
異
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
第
二
に
、
有
利
な
付
保
可
能
性
ま
た
は
最
も
安
価
な
付
保
者
に
リ
ス
ク
を
帰
責
す
る
と
い
う
「
最
安
価
付
保
者
の
原
則
」
が
一
〇
一
四

条
の
基
礎
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
は
、
具
体
的
な
事
例
に
基
づ
い
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
、
労
働
契
約

お
よ
び
委
任
契
約
に
お
い
て
も
、
使
用
者
や
委
任
者
は
最
安
価
付
保
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
具
体
的
に
は
、
次
の
通
り
で

あ
る
。

　
ⅰ
　
労
働
者
の
物
的
損
害
に
関
し
て
は
、
使
用
者
の
営
業
責
任
保
険
（B

etriebshaftpflichtversicherung

）
に
よ
る
付
保
が
考
え

ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
労
働
者
の
用
い
た
自
動
車
（
動
産
）
に
生
じ
た
損
害
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
活
動
条
項
（T

ätig-
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四
二

keitsklausel

）
（（
（

）」
に
よ
っ
て
、
使
用
者
に
対
す
る
労
働
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
保
険
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
車
体

保
険
に
関
し
て
み
る
と
、
労
働
者
が
最
安
価
付
保
者
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
「
出
張
︱
車
体
保
険
（D

ienstreise�-�K
askover-

sicherung
）」
を
使
用
者
が
締
結
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
私
的
走
行
を
勤
務
走
行
と
偽
り
、
勤
務
走
行
の
距
離

を
実
際
よ
り
も
少
な
く
申
告
す
る
な
ど
の
モ
ラ
ル
リ
ス
ク
（
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
）
が
こ
れ
に
は
存
在
す
る
。
そ
れ
故
、
保
険
者
は
こ
の
保

険
を
単
体
で
提
供
し
て
い
な
い
し
、
相
当
な
契
約
総
数
に
昇
る
場
合
に
の
み
提
供
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
保
険
料
も
労
働
者
の
車
体
保

険
よ
り
も
通
常
は
安
く
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
使
用
者
が
大
企
業
で
あ
る
と
き
は
、
使
用
者
が
最
安
価
付
保
者
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
大
企
業

で
あ
る
か
否
か
と
い
う
契
約
当
事
者
の
個
性
に
リ
ス
ク
帰
責
の
判
断
を
依
拠
さ
せ
る
こ
と
は
一
〇
一
四
条
の
要
件
と
は
合
致
し
な
い
。
単

に
現
実
化
し
た
リ
ス
ク
と
委
託
さ
れ
た
活
動
の
内
容
の
関
連
が
同
条
の
リ
ス
ク
帰
責
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
ⅱ
　
責
任
損
害
（H

aftpflichtschaden
）
す
な
わ
ち
第
三
者
に
対
す
る
賠
償
義
務
の
負
担
と
い
う
労
働
者
の
損
害
に
関
し
て
は
、
Ｏ

Ｇ
Ｈ
は
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
に
よ
る
使
用
者
へ
の
転
嫁
を
認
め
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
原
則
的
に
は
使
用
者
は
営
業
責
任
保
険
の

締
結
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
保
険
料
が
個
々
の
労
働
者
が
責
任
保
険
を
締
結
し
た
場
合
の
保
険
料
よ
り
も
少
な
い

場
合
に
は
、
使
用
者
は
最
安
価
付
保
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
労
働
者
が
労
務
の
た
め
に
用
い
た
自
動
車
に
よ
る
第
三
者
の
損
害
惹
起
と
い
う
実
際
的
に
重
要
な
事
例
で
は
、
使
用
者
の
付

保
可
能
性
は
存
在
し
な
い
。
自
動
車
条
項
（K

raftfahrzeugklausel
）
（（
（

）
に
よ
り
、
使
用
者
の
責
任
保
険
は
こ
れ
に
及
ば
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
労
働
者
が
自
動
車
責
任
保
険
を
締
結
し
、
こ
の
保
険
料
を
使
用
者
の
走
行
手
当
の
支
給
に
よ
っ
て
一
部
補
塡
す
る
と
い
う
通
常

行
わ
れ
て
い
る
形
態
が
実
際
的
に
は
有
意
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
安
価
付
保
者
の
基
準
に
よ
る
使
用
者
へ
の
帰
責
は
自
動
車
事
故
の
事

例
に
は
妥
当
し
な
い
。
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ⅲ
　
労
働
契
約
で
は
な
く
て
、
委
任
契
約
で
は
、
委
任
者
が
最
安
価
付
保
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
物
的
損

害
に
関
し
て
は
、
労
働
契
約
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
活
動
条
項
」
に
よ
っ
て
受
任
者
の
物
的
損
害
は
委
任
者
の
責
任
保
険
か
ら

排
除
さ
れ
る
。
車
体
保
険
に
関
し
て
は
、
受
任
者
が
最
安
価
付
保
者
で
あ
る
。
ま
た
、
責
任
損
害
に
つ
い
て
は
、
労
働
契
約
の
場
合
と
異

な
っ
て
、
一
〇
〇
二
条
以
下
の
意
味
で
の
受
任
者
の
賠
償
義
務
は
委
任
者
の
営
業
責
任
保
険
で
は
付
保
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず

れ
の
場
合
で
も
、
受
任
者
が
自
分
で
責
任
保
険
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
間
接
代
理
人
が
買
主
に
対
し
て
担
保
責
任
を
負
う
場
合
、
受
任
者
た
る
間
接
代
理
人
に
対
す
る
一
〇
一
四
条
に
よ
る
委
任
者
の
損
害
賠

償
義
務
は
委
任
者
の
責
任
保
険
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
。
担
保
責
任
は
保
険
上
の
損
害
賠
償
義
務
に
該
当
し
な
い
し
、
受
任
者
に
生

じ
た
損
害
は
純
粋
な
財
産
的
損
害
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
任
者
が
最
安
価
付
保
者
だ
と
は
い
え
な
い）（（
（

。

　
⒞
　
ヤ
ボ
ル
ネ
ッ
ク
は
一
三
一
三
ａ
条
・
一
三
一
五
条
に
依
拠
し
た
領
域
理
論
を
主
張
す
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
規
定
は
参
考
に
値
す

る
が
、
し
か
し
、
履
行
補
助
者
責
任
お
よ
び
使
用
者
責
任
は
い
ず
れ
も
被
害
者
た
る
第
三
者
と
本
人
の
間
の
責
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

内
部
関
係
で
は
補
助
者
に
責
任
が
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、「
自
由
裁
量
と
利
益
」
と
い
う
要
件
以
外
に
、
使
用
者
責
任
で
は
被
用

者
が
不
適
切
な
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
履
行
補
助
者
責
任
で
は
本
人
と
第
三
者
と
の
間
に
契
約
関
係
が
存
在
し
、

こ
れ
の
履
行
と
い
う
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
単
に
「
自
由
裁
量
と
利
益
」
の
観
点
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
領
域
を
限
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
領
域
に
よ
る
区
別
が
一
〇
一
四
条
の
要
件
の
基
礎
に
置
か
れ
て
い
る
か
は
疑
わ
し
い
。
こ
れ
は
規
定
の

文
言
や
歴
史
的
な
考
察
の
結
果
に
反
す
る
し
、
委
任
者
ま
た
は
受
任
者
の
領
域
へ
の
損
害
の
組
入
れ
は
一
〇
一
四
条
に
よ
る
判
断
の
結
果

で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
規
定
の
責
任
要
件
で
は
な
い
。
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⑵
　
若
干
の
検
討

　
フ
ァ
ー
バ
ー
は
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
論
を
こ
の
よ
う
に
批
判
し
て
、「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
」
と
い
う
委

任
の
基
本
原
則
に
委
任
者
の
無
過
失
責
任
の
基
礎
を
求
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
確
か
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
の
よ
う
に
、
委
任
者
の
無
過
失
責
任
に
関
す
る
明
文
規
定
を
有
す
る
場
合
に
は
、
委

任
の
基
本
原
則
す
な
わ
ち
「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
」
に
よ
っ
て
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
で

は
こ
の
よ
う
な
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
は
委
任
者
の
無
過
失
責
任
は
一
般
的
な
理
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
の
要
件
と
効
果
の
明
確
化
が
図
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
」
と
い
う
委
任
の
基
本
原
則

を
用
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
一
〇
一
四
条
や
一
〇
一
五
条
の
よ
う
な
制
限
を
導
く
こ
と
は
当

然
に
は
で
き
な
い
。

　
第
二
に
、「
委
任
者
の
計
算
」
と
い
う
の
は
、
事
務
処
理
の
す
べ
て
の
経
済
的
な
結
果
が
委
任
者
に
生
ず
る
こ
と
を
意
味
し
、
積
極
的

な
側
面
だ
け
で
な
く
、
消
極
的
な
側
面
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
と
フ
ァ
ー
バ
ー
は
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
利
益
思
想
と
ほ
ぼ

重
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
与
え
る
債
務
」
と
は
異
な
り
、「
な
す
債
務
」
の
場
合
に
は
、
積
極
的
な
側
面
す
な
わ
ち
利
益
が
す
べ
て
債

権
者
に
帰
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
利
益
思
想
は
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
一
定
の
法
律
関
係
に
お
い
て
は
、
利
益
と
損
害
の
同
一

帰
属
す
な
わ
ち
利
益
の
帰
属
者
に
こ
れ
の
消
極
的
側
面
す
な
わ
ち
損
害
も
帰
属
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
フ
ァ
ー
バ
ー
は
有
償
委
任
で
は
受
任
者
も
固
有
の
利
益
を
有
す
る
と
し
て
、
利
益
思
想
の
限
界
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た

よ
う
な
事
務
処
理
に
よ
る
利
益
が
委
任
者
に
帰
す
る
と
い
う
契
約
の
基
本
構
造
は
委
任
の
有
償
性
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
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受
任
者
の
報
酬
が
利
益
思
想
に
基
づ
く
無
過
失
責
任
を
排
除
す
る
の
は
、
そ
の
額
な
ど
か
ら
損
害
リ
ス
ク
を
受
任
者
に
移
転
さ
せ
る
特

約
を
解
釈
上
肯
定
し
う
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
受
任
者
の
報
酬
は
こ
の
限
度
で
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
医
師
や
弁
護
士
な

ど
の
契
約
の
よ
う
に
、
損
害
リ
ス
ク
を
受
任
者
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
契
約
の
趣
旨
と
解
さ
れ
る
場
合
、
さ
ら
に
そ
う
で
な
い
契
約
で
も

こ
の
よ
う
な
特
約
が
明
示
ま
た
は
黙
示
に
な
さ
れ
た
場
合
に
も
利
益
思
想
に
よ
る
無
過
失
責
任
は
排
除
さ
れ
る
。

　
第
三
に
、
フ
ァ
ー
バ
ー
は）（（
（

ビ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
や
シ
ョ
イ
の
見
解
を
引
用
し
な
が
ら
、
雇
用
契
約
も
委
任
と
同
じ
く
「
純
粋
な
行
為
の
義

務
付
け
」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
労
働
者
の
給
付
は
使
用
者
の
「
計
算
と
危
険
」
で
行
わ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
。
こ
の

こ
と
は
雇
用
契
約
が
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
否
か
と
は
無
関
係
に
妥
当
す
る
か
ら
、
一
一
五
一
条
二
項
の
よ
う
な
限
定
は
合
理

的
理
由
が
な
い
と
し
て
、
事
務
処
理
と
関
係
し
な
い
雇
用
契
約
に
も
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
。
事
務
管
理
に
関
し
て
も
、

本
人
の
「
計
算
と
危
険
」
を
理
由
に
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
。

　
こ
の
よ
う
に
債
権
者
の
「
計
算
と
危
険
」
で
行
わ
れ
る
法
律
関
係
を
広
く
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
は
単
に
委
任
法
上
の
原
則
で
は
な

く
、
一
定
の
共
通
す
る
法
律
関
係
に
横
断
的
に
存
在
す
る
原
則
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
、
フ
ァ
ー
バ
ー
は
委
任
者
の
無
過
失
責
任
の
基
礎
を
「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
で
の
事
務
処
理
」
と
い
う
原
則
に
求
め
、
第
三

の
原
則
で
あ
る
「
常
時
支
配
の
原
則
」
は
こ
れ
の
責
任
要
件
の
解
釈
に
役
立
つ
と
し
て
、
具
体
的
に
は
委
任
者
の
計
算
可
能
性
の
存
在
を

賠
償
の
要
件
と
し
て
導
く
。

　
こ
の
「
常
時
支
配
の
原
則
」
は
委
任
者
が
当
該
行
為
を
開
始
な
い
し
維
持
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
し
、
状
況
の
変

化
に
応
じ
て
素
早
く
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
受
任
者
の
説
明
義
務
や
受
任
者
の
服
従
義
務
な
ど
の

規
定
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
導
か
れ
る
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
の
内
容
、
す
な
わ
ち
種
々
の
事
情
を
考
慮
し
た
結
果
と

し
て
、
当
該
行
為
を
「
開
始
」
ま
た
は
「
維
持
」
し
た
と
い
う
点
に
着
目
す
る
と
、
リ
ス
ク
責
任
論
の
い
う
危
険
設
定
思
想
と
同
じ
く
重



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
一
号�

四
六

な
り
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
危
険
設
定
思
想
は
狭
義
で
は
当
該
危
険
の
設
定
が
本
人
の
誘
因
な
い
し
意
思
に
帰
せ
ら
れ
る
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
は
当
該
行
為
の
「
開
始
」
ま
た
は
「
維
持
」
と
同
義
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
営
業
の
相
当
な
組
織
化
や
保

険
の
締
結
な
ど
の
事
情
は
リ
ス
ク
責
任
論
で
は
必
ず
し
も
不
可
欠
な
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
し）（（
（

、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
フ
ァ
ー

バ
ー
の
見
解
に
お
い
て
も
当
該
行
為
の
「
開
始
」
ま
た
は
「
維
持
」
の
判
断
に
際
し
て
委
任
者
の
考
慮
す
る
諸
事
情
の
中
に
当
然
に
含
ま

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
な
お
、
フ
ァ
ー
バ
ー
は
コ
ラ
ー
の
分
析
枠
組
み
を
用
い
て
検
討
し
、
委
任
者
や
使
用
者
は
営
業
の
相
当
な
組
織
化
ま
た
は
付
保
可
能
性

な
ど
に
よ
る
危
険
源
の
支
配
可
能
性
を
有
し
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
危
険
源
の
支
配
可
能
性
は
危
険
設

定
思
想
の
一
部
を
構
成
す
る
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
が
一
部
の
事
例
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
と
し
て
も
危
険
設
定
思
想
が
全
面
的
に
排
除
さ
れ

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
事
務
管
理
と
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用

一
　
事
務
管
理
と
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
四
条

⑴
　
事
務
管
理
に
基
づ
く
義
務

　
⒜
　
本
人
の
費
用
償
還
義
務
　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
こ
れ
を
三
つ
の
類
型
に
分
け
て
規
定
す
る）（（
（

。

　
ま
ず
第
一
に
、
緊
急
事
務
管
理
（G

eschäftsführung�im
�N
otfall

）
す
な
わ
ち
目
前
に
迫
っ
た
損
害
を
回
避
す
る
た
め
に
な
さ
れ

る
場
合
に
は
、
事
務
管
理
者
は
不
可
避
的
で
合
目
的
的
な
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
〇
三
六
条
）。
こ
れ
が
過
失
な
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し
に
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
き
で
も
そ
う
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
有
益
な
事
務
管
理
（nützliche�G

eschäftsführung

）
す
な
わ
ち
緊
急
性
な
し
に
、
明
確
か
つ
圧
倒
的
な
他
人
の
利
益
の

た
め
に
事
務
管
理
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
事
務
管
理
者
は
費
用
償
還
請
求
権
を
有
す
る
（
一
〇
三
七
条
）。
こ
こ
で
の
費
用
償
還
請
求

権
は
二
つ
の
点
で
制
限
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
目
的
的
で
な
い
費
用
や
無
駄
に
な
っ
た
費
用
は
償
還
請
求
で
き
な
い
。
ま
た
、
合
目
的

的
な
経
費
も
そ
れ
が
成
果
を
収
め
た
場
合
に
の
み
賠
償
さ
れ
る
。

　
第
三
に
、
無
益
な
事
務
管
理
（unnütze�G

eschäftsführung

）
の
類
型
で
あ
る
。
本
人
の
圧
倒
的
な
利
益
が
明
確
で
な
い
事
務
管

理
（
一
〇
三
八
条
）
と
、
本
人
の
明
示
的
な
意
思
に
反
す
る
事
務
管
理
（
一
〇
四
〇
条
）
が
こ
れ
に
属
す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
事

務
管
理
者
は
費
用
償
還
請
求
権
を
有
し
な
い
。
む
し
ろ
事
務
管
理
者
は
以
前
の
状
態
を
回
復
し
、
こ
の
干
渉
が
な
け
れ
ば
生
じ
な
か
っ
た

損
失
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
三
一
一
条
第
二
文
）。

　
⒝
　
事
務
管
理
者
の
義
務
　
事
務
管
理
者
の
従
た
る
義
務
と
し
て
、
一
〇
三
九
条
は
管
理
継
続
義
務
と
計
算
義
務
を
定
め
る
。
こ
の
管

理
継
続
義
務
は
有
益
な
事
務
管
理
の
み
に
妥
当
し
、
内
容
的
に
は
当
該
事
務
処
理
の
中
止
に
よ
っ
て
損
害
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
獲
得
さ
れ
た
利
益
の
返
還
義
務
や
本
人
へ
の
通
知
義
務
な
ど
も
解
釈
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。

⑵
　
損
害
賠
償

　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
事
務
管
理
に
関
す
る
規
定
の
概
要
は
右
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
受
任
者
の
被
っ
た
損
害
に
関
す

る
一
〇
一
四
条
や
一
〇
一
五
条
に
相
当
す
る
規
定
は
事
務
管
理
法
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
請
求
権
を
た
と
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え
ば
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
解
釈
上
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
事
務
管
理
者
の
被

害
の
類
型
と
事
務
管
理
者
に
よ
る
加
害
の
類
型
に
分
け
て
次
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
事
務
管
理
者
の
被
っ
た
損
害
と
本
人
の
リ
ス
ク
責
任

⑴
　
学
説

　
他
人
の
家
の
消
火
活
動
に
際
し
て
、
自
己
の
衣
服
や
身
体
に
損
害
を
被
っ
た
場
合
や
犬
を
救
助
す
る
際
に
、
手
を
噛
ま
れ
て
怪
我
を
し

た
場
合
、
あ
る
い
は
自
殺
者
を
救
助
す
る
際
に
こ
れ
に
暴
れ
て
抵
抗
し
た
自
殺
者
に
よ
っ
て
腕
を
噛
ま
れ
て
、
救
助
者
が
エ
イ
ズ
に
罹

患
・
発
病
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
事
務
管
理
者
は
本
人
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
で
き
る
か
。

　
⒜
　
比
較
的
古
い
学
説
で
は
、
こ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
の
問
題
に
言
及
す
る
も
の
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
エ
ー
レ
ン
ツ
ヴ

ァ
イ
ク
は
こ
れ
を
否
定
し
、
こ
の
よ
う
な
事
務
処
理
と
結
び
つ
い
た
損
害
は
い
か
な
る
場
合
に
も
賠
償
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る）（（
（

。
委
任
法

の
類
推
は
正
当
で
は
な
い
し
、
本
人
は
事
務
管
理
者
に
そ
の
危
険
の
中
に
入
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
肯
定
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
利
益
の
み
を
享
受
す
る
者
は
衡
平
の
考
慮
に
基
づ
い
て
、
受
任
者
や

事
務
管
理
者
が
そ
の
仕
事
の
遂
行
中
に
被
っ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う）（（
（

。

　
⒝
　
そ
の
後
の
学
説
で
は
、
一
〇
一
四
条
を
類
推
適
用
し
て
こ
れ
の
賠
償
を
認
め
る
見
解
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ア
　
た
と
え
ば
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ル
は
こ
の
問
題
を
若
干
詳
細
に
論
ず
る）（（
（

。
彼
に
よ
れ
ば
、
本
人
は
事
務
管
理
者
に
対
し
て
営
業
危
険

（B
etriebsgefahr

）
す
な
わ
ち
事
務
の
典
型
的
な
危
険
に
関
し
て
責
任
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
一
〇
一
四
条
最
後
尾
の
規
定
は
事
務
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管
理
者
に
類
推
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
確
か
に
一
〇
三
六
条
は
一
〇
一
四
条
第
一
文
前
段
の
よ
う
な
費
用
償
還
請
求
権
を
事
務
管
理
者
に
認
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
一
〇
一
四
条
最
後
尾
の
「
事
務
の
遂
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
の
賠
償
請
求
権
を
事
務
管
理
者
に
否
定
す
る
こ
と
は
不

十
分
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
〇
三
六
条
が
損
害
賠
償
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
を
余
り
重
要
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
事
務
管
理
法
は

比
較
的
僅
か
な
規
定
し
か
有
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
一
〇
三
六
条
で
反
復
さ
れ
た
費
用
償
還
請
求
権
を
除
く
と
、
一
〇
一
四
条
の
挙
示
す

る
事
例
は
事
務
管
理
に
関
し
て
は
問
題
と
な
ら
な
い
か
（
前
払
い
）、
自
明
な
こ
と
（
過
失
に
よ
る
損
害
に
関
す
る
責
任
）
だ
か
ら
で
あ

る
。

　
さ
ら
に
、
一
〇
一
四
条
だ
け
で
な
く
、
一
〇
一
五
条
も
事
務
管
理
に
類
推
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
緊
急
事
務
管
理
の
場
合
に
は
、

一
〇
一
四
条
の
類
推
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
し
な
い
限
り
で
、
偶
然
的
に
損
害
を
被
っ
た
事
務
管
理
者
は
彼
の
費
用
や
逸
失
利
益

を
超
え
る
報
酬
（B

elohnung

）
を
求
め
る
請
求
権
を
有
す
る）（（
（

。

　
イ
　
フ
ィ
ッ
ツ
は
利
他
的
な
委
任
の
場
合
に
決
定
的
に
重
要
な
「
利
益
と
危
険
（Interesse�und�G

efahr

）」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー

ル
は
事
務
管
理
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
と
し
て
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ル
の
一
〇
一
四
条
類
推
適
用
論
に
賛
成
す
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
事
務
管
理
の

場
合
に
は
、
事
務
処
理
の
可
能
的
な
結
果
と
リ
ス
ク
の
均
衡
が
必
要
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
過
失
の
な
い
不
幸
の
帰
責
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
両
当
事
者
の
経
済
的
な
負
担
能
力
を
考
慮
し
た
衡
平
補
償
（B

illigkeitsausgleich

）
が
妥
当
す
る
と
い
う
。
オ
ー

バ
ー
ホ
ー
フ
ァ
ー
は
こ
の
見
解
を
支
持
す
る）（（
（

。

　
ウ
　
フ
ァ
ー
バ
ー
も
基
本
的
に
は
こ
れ
を
支
持
す
る）（（
（

。
緊
急
救
助
の
場
合
の
事
務
管
理
者
も
受
任
者
な
ど
と
同
じ
く
本
人
の
計
算
と
危

険
で
行
為
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
特
殊
性
は
事
務
処
理
の
危
険
が
本
人
に
と
っ
て
事
前
に
（ex�ante

）
予
見
可
能
で
な
く
、
そ
の
た
め

に
委
任
契
約
の
場
合
の
よ
う
に
、
当
該
事
務
処
理
を
断
念
す
る
と
い
う
選
択
が
で
き
な
い
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
予
見
可
能
性
は
単
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〇

に
状
況
証
拠
的
機
能
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
当
該
事
務
処
理
の
特
別
な
リ
ス
ク
が
現
実
化
し
た
と
評
価
で
き
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
務
管
理
者
は
無
償
で
行
為
す
る
か
ら
、
本
人
へ
の
リ
ス
ク
配
分
は
狭
義
の
利
益
思
想
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

ら
れ
る
。
本
人
の
予
見
可
能
性
の
欠
如
す
な
わ
ち
制
御
可
能
性
の
欠
如
は
事
務
管
理
者
の
賠
償
請
求
権
を
「
適
切
な
賠
償
（angem

ess-

ener�Ersatz
）」
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
べ
き
だ
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
緊
急
事
務
管
理
の
場
合
に
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
事
務
管
理
者
に
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
の
が
現
在
で

は
通
説
的
見
解
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い）（（
（

。
さ
ら
に
、
一
部
の
学
説
は
有
益
な
事
務
管
理
の
場
合
に
も
同
様
に
損
害
賠
償
請
求
権
を
肯
定
す

る
）
（（
（

。
　
⒞
　
こ
れ
と
異
な
る
見
解
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
九
六
七
条
二
項
の
類
推
適
用
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
マ
イ
セ
ル
（M

eissel

）
は）（（
（

委
任

の
場
合
に
は
契
約
上
の
義
務
の
履
行
の
領
域
内
で
生
じ
た
受
任
者
の
損
害
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
事
務
管
理
者
は
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の

義
務
な
し
に
行
為
す
る
点
で
大
き
く
異
な
る
か
ら
、
一
〇
一
四
条
を
類
推
適
用
す
る
通
説
は
妥
当
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
に
代
え
て
、
他
の
規
定
す
な
わ
ち
寄
託
に
関
す
る
九
六
七
条
二
項
を
類
推
適
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
寄
託
契
約
で
は
、
有
責
な
方
法
で
加
え
ら
れ
た
損
害
の
賠
償
義
務
お
よ
び
寄
託
物
の
維
持
や
継
続
的
な
用
益
の
増
大
の
た
め
に
用
い
ら

れ
た
費
用
の
償
還
義
務
と
並
ん
で
（
九
六
七
条
一
項
）、
緊
急
の
場
合
に
受
寄
者
が
受
寄
物
を
救
う
た
め
に
自
己
の
物
を
犠
牲
に
し
た
と

き
は
、
受
任
者
は
適
切
な
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
六
七
条
二
項
）。

　
前
者
の
費
用
償
還
は
契
約
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
受
寄
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
行
為
に
関
連
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
受
寄
者

の
契
約
上
の
義
務
に
属
さ
な
い
、
自
己
の
物
の
利
他
的
な
犠
牲
に
関
連
す
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
義
務
を
超
え
る
活
動
を
行
う
場
合

に
は
、
受
寄
者
は
事
務
管
理
者
で
あ
る
と
看
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
九
六
七
条
二
項
は
緊
急
事
務
管
理
者
の
被
っ
た
損
害
に
類
推
適
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用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
九
六
七
条
二
項
を
類
推
適
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
要
件
お
よ
び
法
的
効
果
に
関
し
て
も
妥
当
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
賠
償
さ
れ
る
の
は
本
人
の
法
的
財
貨
の
救
済
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
た
財
貨
の
賠
償
で
あ
っ
て
、
偶
然
損
害
の

賠
償
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
賠
償
は
「
適
切
な
賠
償
（angem

essene�Entschädigung

）」
で
あ
っ
て
、
個
々
の
事
例
の
事
情
を
考

慮
し
て
決
定
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
犠
牲
に
さ
れ
た
財
貨
の
価
値
、
犠
牲
の
合
目
的
性
、
救
助
さ
れ
た
財
貨
の
価
値
お
よ
び
事
務
管
理

者
と
本
人
の
財
産
状
況
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
不
当
な
過
酷
さ
が
本
人
に
生
ず
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
ま
た
、「
犠
牲
に
さ
れ
た
財
貨
」
と
は
意
識
的
に
具
体
的
な
事
務
処
理
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
し
た
す
べ
て
の
財
貨
を
意
味
す
る
か
ら
、「
行

為
に
特
別
な
損
害
」
も
こ
れ
に
包
摂
さ
れ
る
。
一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
に
属
す
る
損
害
は
こ
れ
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
事
務
管
理

者
の
「
行
為
に
特
別
な
損
害
」
の
賠
償
は
「
適
切
な
賠
償
」
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

⑵
　
判
例

　
事
務
管
理
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
連
す
る
判
例
は
長
い
間
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
五
年
に
至
っ
て
初
め
て
、
Ｏ
Ｇ

Ｈ
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
見
解
は
一
九
九
七
年
の
判
例
で
も
維
持
さ
れ
て
お
り
、

判
例
の
立
場
は
確
定
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
⒜
　
Ｏ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
五
年
八
月
二
四
日
判
決
（（�O

b�（6/（5

）（SZ�68/（（（

＝D
R
dA
�（（（6,�（（

＝Ö
JZ�（（（6,�（65

）

　［
事
実
関
係
］　
一
九
九
二
年
七
月
二
九
日
の
午
前
十
一
時
四
〇
分
過
ぎ
、
Ｆ
は
約
束
に
従
っ
て
あ
る
も
の
を
受
け
取
り
に
被
告
の
家
を
訪
れ
た
。
家
に

は
被
告
の
一
〇
歳
の
息
子
が
一
人
で
い
た
が
、
Ｆ
が
家
に
入
る
や
否
や
煙
の
臭
い
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
、
Ｆ
は
台
所
の
戸
を
開
け
て
入
る
と
、
煙
が
充
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満
し
て
い
た
。
油
で
一
杯
の
鍋
が
電
源
ス
イ
ッ
チ
の
入
っ
た
熱
い
電
熱
板
の
上
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
煙
が
上
が
っ
て
い
た
。
Ｆ
は
こ
れ
を
他
の

と
こ
ろ
に
移
し
電
源
を
切
っ
た
。
そ
の
際
、
鍋
の
油
が
熱
い
電
熱
板
の
上
に
こ
ぼ
れ
て
燃
え
上
が
っ
た
。
そ
こ
で
、
台
所
の
火
災
を
防
止
す
る
た
め
に
、

鍋
の
二
つ
の
取
っ
手
を
つ
か
ん
で
、
戸
外
へ
持
っ
て
行
こ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
油
が
少
し
タ
イ
ル
の
床
に
こ
ぼ
れ
、
そ
の
上
で
Ｆ
は
足
を
滑
ら
せ
て
転

倒
し
た
。
熱
い
油
が
彼
女
の
腕
と
足
に
か
か
っ
た
。
ま
た
、
床
に
こ
ぼ
れ
た
熱
い
油
の
上
を
尻
と
背
中
を
使
っ
て
移
動
し
た
た
め
、
尻
と
背
中
に
も
火
が

つ
い
た
。
さ
ら
に
、
顔
に
も
重
度
の
や
け
ど
を
負
っ
た
。

　
社
会
保
険
者
で
あ
る
原
告
は
こ
れ
ま
で
に
こ
の
負
傷
に
関
し
て
Ｆ
に
約
三
一
万
シ
リ
ン
グ）
（（
（

を
支
払
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
原
告
は
被
告
に
対
し
て
こ
の
支
払
額
の
賠
償
請
求
と
将
来
的
な
給
付
に
関
す
る
被
告
の
責
任
の
確
認
を
求
め
た
。

　
一
審
は
請
求
棄
却
。
原
審
も
原
告
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
原
告
が
上
告
。

　［
判
旨
］
破
棄
差
戻
し

　
①
本
件
で
は
、
一
〇
三
六
条
の
緊
急
事
務
管
理
が
成
立
す
る
。

　
②
一
〇
一
四
条
以
下
と
は
異
な
っ
て
、
一
〇
三
六
条
が
損
害
賠
償
請
求
権
を
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
事
務
管
理
者
は
偶
然
損
害
の
賠

償
を
請
求
で
き
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
比
較
可
能
な
利
益
状
態
に
鑑
み
る
と
、
受
任
者
と
は
異
な
っ
て
緊
急
事
務
管
理
者
に
完

全
な
損
害
の
リ
ス
ク
を
負
担
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
立
法
者
の
意
図
を
仮
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
評
価
的
な
考
察
に
お
い
て
は
、
法

の
欠
缺
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
③
事
務
管
理
の
場
合
に
は
、
事
務
管
理
者
は
本
人
に
よ
っ
て
意
図
的
に
事
務
の
典
型
的
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
事
務
管
理
者

が
損
害
回
避
の
た
め
に
介
入
す
る
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
に
介
入
す
る
か
に
関
し
て
本
人
は
影
響
力
を
有
し
な
い
か
ら
、
一
〇
一
四
条
を
類
推
適
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　
④
む
し
ろ
、
一
〇
一
五
条
お
よ
び
一
〇
四
三
条
や
九
六
七
条
の
規
定
か
ら
「
適
切
な
賠
償
（angem

essene�Entschädigung

）」
と
い
う
基
本
的
な

考
え
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
一
三
〇
六
ａ
条
、
一
三
一
〇
条
に
依
拠
し
た
「
衡
平
責
任
（B

illigkeitshaftung

）」
へ
と
導
く
。
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緊
急
事
務
管
理
者
に
賠
償
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
ど
の
範
囲
で
賠
償
さ
れ
る
か
は
、
個
々
の
事
例
の
事
情
に
依
存
す
る
。
本
件
で
は
、
た
と
え

ば
本
人
の
差
し
迫
っ
た
危
険
と
事
務
管
理
者
に
よ
っ
て
冒
さ
れ
た
リ
ス
ク
の
間
の
関
係
、
事
務
管
理
者
の
損
害
の
種
類
と
額
、
危
険
状
態
の
発
生
へ
の
寄

与
お
よ
び
経
済
的
な
負
担
能
力
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
衡
平
に
よ
る
賠
償
の
算
定
に
関
し
て
は
、
危
険
と
損
害
が
事
後
的
に
（ex�post

）
関
係
づ

け
ら
れ
る
。
ま
た
、
負
担
能
力
に
関
し
て
は
、
収
入
や
財
産
だ
け
で
な
く
、
保
険
に
よ
る
補
償
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　
衡
平
に
よ
る
被
告
に
対
す
る
請
求
権
が
被
害
者
に
成
立
す
る
か
ど
う
か
、
ど
の
程
度
成
立
す
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
の
認
定
に
基
づ
い
て
最
終
的
に
判
断

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
、
実
際
に
差
し
迫
っ
た
被
告
の
危
険
の
大
き
さ
や
両
者
の
収
入
や
財
産
関
係
の
認
定
が
欠
け
て
お
り
、
さ
ら
に
被
告
の
保

険
に
よ
る
補
償
が
成
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
経
済
的
に
考
え
て
、
二
つ
の
保
険
が
相
互
に
対
峙
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
も
衡

平
考
慮
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
と
い
う
学
説
の
通
説
的
見
解
を
拒
否
し
て
、
一
〇
一
五
条
お
よ
び
一
〇
四
三
条
・
九
六
七
条
の

規
定
か
ら
導
か
れ
る
「
適
切
な
賠
償
（angem

essene�Entschädigung

）」
を
事
務
管
理
者
に
認
め
た
。
法
的
構
成
は
異
な
る
が
、
緊

急
事
務
管
理
者
に
対
す
る
本
人
の
リ
ス
ク
責
任
を
初
め
て
肯
定
し
た
最
上
級
審
の
判
断
で
あ
る
。

　
な
お
、
差
戻
審
の
一
審
お
よ
び
原
審
で
は
、
被
告
の
責
任
は
七
五
％
と
認
定
さ
れ
た
が
、
原
告
と
被
告
双
方
が
再
び
上
告
し
た
。
両
者

の
対
立
点
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
Ｆ
は
も
っ
ぱ
ら
被
告
の
個
人
的
な
利
益
の
た
め
に
行
為
し
た
か
ら
、
こ
の
リ
ス
ク
は
被

告
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
②
被
告
は
自
己
の
責
任
保
険
に
よ
っ
て
全
損
害
の
負
担
が
可
能
で
あ
り
、
被
告
の
責
任
保
険
と
Ｆ
の

社
会
保
険
が
対
峙
し
て
い
る
場
合
に
は
、
社
会
保
険
は
Ｆ
の
側
の
財
産
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
そ
れ
と
も
、
経
済
的
に

二
人
の
保
険
者
が
対
峙
し
て
い
る
と
き
は
、
両
者
の
補
償
準
備
金
に
比
例
し
て
損
害
の
分
割
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
。

　
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は）（（
（

、
①
被
告
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
事
務
管
理
者
の
請
求
権
の
減
額
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
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な
い
、
②
緊
急
事
務
管
理
者
と
本
人
の
双
方
に
保
険
者
が
い
る
場
合
に
は
、
両
保
険
者
の
負
担
能
力
で
は
な
く
て
、
緊
急
事
務
管
理
者
と

本
人
が
ど
の
程
度
負
担
可
能
で
あ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
件
で
は
い
ず
れ
の
当
事
者
も
完
全
な
保
険
補
償
を
得
て
い
る

こ
と
か
ら
、
両
者
は
対
等
の
割
合
で
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

　
⒝
　
Ｏ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
七
年
六
月
一
八
日
判
決
（（�O

b�50（/（6

）（SZ�（0/（（（�=�JB
l�（（（8,�（（（

）

　［
事
実
関
係
］
一
九
九
四
年
三
月
三
一
日
の
夜
九
時
過
ぎ
、
あ
る
婦
人
が
自
動
車
で
走
行
中
に
犬
を
は
ね
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
は
こ
の
衝
突
音
を
聞
い
て

出
て
き
た
農
夫
と
一
緒
に
こ
の
犬
を
捜
し
、
農
家
の
車
庫
に
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
そ
こ
で
、
彼
女
は
こ
の
日
の
緊
急
当
番
医
で
あ
る
獣
医
の
原
告
に
電

話
し
た
。
原
告
は
こ
の
犬
を
一
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
引
っ
張
っ
て
外
に
出
し
て
、
診
察
を
始
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
途
中
で
こ
の
犬
が
突
然
原
告
に
噛
み
つ

き
、
原
告
は
右
の
親
指
の
骨
折
、
爪
の
破
損
や
裂
挫
傷
を
負
っ
た
。
原
告
は
自
己
の
動
物
診
療
所
に
代
わ
り
の
医
師
を
手
配
し
、
ま
た
、
予
定
さ
れ
て
い

た
市
場
で
の
肉
検
査
の
仕
事
を
キ
ャ
ン
セ
ル
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
こ
の
犬
の
所
有
者
で
あ
る
被
告
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
損
害
の

賠
償
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

　
一
審
は
一
三
二
〇
条
（
動
物
保
有
者
の
責
任
）
の
適
用
を
否
定
し
て
、
原
告
の
訴
え
を
棄
却
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
原
審
は
同
条
に
基
づ
く
被
告
の
責

任
を
肯
定
し
う
る
と
し
て
、
一
審
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
最
高
裁
に
異
議
申
立
て
で
き

る
と
し
た
。
被
告
が
上
告
。

　［
判
旨
］
上
告
棄
却
。

　
①
原
審
の
見
解
と
は
異
な
り
、
本
件
で
は
、
一
三
二
〇
条
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
被
告
は
必
要
な
犬
の
管
理
を
行
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

原
告
の
負
傷
は
た
と
え
ば
自
由
に
走
り
回
っ
て
い
る
犬
に
襲
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
犬
の
診
察
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
い

わ
ゆ
る
結
果
損
害
（Folgeschaden

）
に
属
す
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
損
害
の
賠
償
に
関
し
て
は
学
説
上
争
い
が
あ
る
が
、
当
法
廷
は
保
護
規
範
の
違
反



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

五
五

に
基
づ
く
結
果
損
害
に
関
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
規
範
相
当
性
（N

orm
adäquanz

）
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
に
従
う
。
す
な
わ
ち
、
リ

ス
ク
分
配
、
一
般
的
な
生
活
リ
ス
ク
と
特
別
な
生
活
リ
ス
ク
、
不
法
性
の
強
度
さ
、
保
護
法
の
目
的
と
当
該
結
果
損
害
の
遠
さ
な
ど
を
相
互
に
考
慮
し
て

判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
原
告
の
負
傷
は
一
三
二
〇
条
の
規
定
の
意
味
で
の
規
範
相
当
性
が
あ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
、

同
条
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
は
排
除
さ
れ
る
。

　
②
し
か
し
、
原
告
は
緊
急
事
務
管
理
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
動
物
の
応
急
措
置
を
な
す
べ
き
公
法
上
の
行
為
義
務
が
存
在
す
る
場
合
で
も
、
事
務

管
理
は
こ
れ
と
は
無
関
係
に
成
立
し
う
る
。

　
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
一
九
九
五
年
の
判
決
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
緊
急
救
助
の
事
務
管
理
者
に
は
、
一
三
〇
六
ａ
条
お
よ
び
一
三
一
〇
条
に
依
拠

し
た
衡
平
責
任
に
基
づ
い
て
、
そ
の
際
の
偶
然
的
な
負
傷
に
関
し
て
、
適
切
な
賠
償
が
給
付
さ
れ
る
。
緊
急
事
務
管
理
者
に
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
か
、
ど

の
範
囲
で
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
事
例
の
事
情
に
依
拠
す
る
。
た
と
え
ば
、
本
人
の
差
し
迫
っ
た
危
険
と
事
務
管
理
者
か
ら
由
来
す

る
リ
ス
ク
の
間
の
関
係
、
事
務
管
理
者
の
損
害
の
種
類
と
額
、
危
険
状
態
の
発
生
へ
の
寄
与
お
よ
び
経
済
的
な
負
担
能
力
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
法
廷
は
こ
の
見
解
に
従
う
。

　
本
件
で
は
、
適
切
な
賠
償
の
考
察
に
必
要
な
認
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
理
由
は
異
な
る
と
し
て
も
、
一
審
判
決
は
取
り
消
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⒞
　
若
干
の
検
討

　
ア
　
こ
の
よ
う
に
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
第
二
法
廷
は
一
九
九
五
年
の
判
決
で
「
衡
平
責
任
」
に
基
づ
い
て
、
緊
急
事
務
管
理
者
に
「
適
切
な
賠

償
」
を
初
め
て
認
め
た
。
そ
の
後
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
第
三
法
廷
も
一
九
九
七
年
判
決
で
こ
れ
を
支
持
し
た
。

　
諸
外
国
の
法
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
ス
イ
ス
債
務
法
四
二
二
条
は
事
務
管
理
者
に
対
す
る
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
損
害
賠
償
を
本
人

に
義
務
づ
け
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は
、
事
務
管
理
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
法
的
構
成
に
争
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い
は
あ
る
も
の
の
、
事
務
管
理
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
解
釈
上
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
賠
償
の
範
囲
は
「
適
切
な
賠
償
」
に

制
限
す
る
の
が
多
く
の
学
説
の
見
解
で
あ
る
。

　
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
見
解
は
こ
れ
ら
の
国
の
取
扱
い
と
適
合
的
で
あ
っ
て
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
が
こ
れ
を
理
由
付
け
の
一
つ
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
一

九
九
五
年
の
判
決
の
中
で
こ
れ
ら
の
国
の
法
状
況
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
イ
　
Ｏ
Ｇ
Ｈ
が
事
務
管
理
の
特
徴
す
な
わ
ち
本
人
の
委
託
の
欠
如
お
よ
び
事
務
管
理
者
に
対
す
る
影
響
力
の
行
使
不
可
能
性
に
着
目
し

た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
正
当
で
あ
る
。
問
題
は
こ
れ
を
ど
の
平
面
で
考
慮
す
る
か
で
あ
る
。
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
こ
の
こ
と
か
ら
一
〇
一
四
条
の
類
推

適
用
の
否
定
と
い
う
結
論
を
導
く
が
、
こ
れ
が
唯
一
の
方
法
で
は
な
い
。
従
来
の
学
説
は
一
〇
一
四
条
を
類
推
適
用
し
た
上
で
、
こ
れ
を

損
害
賠
償
の
範
囲
の
平
面
で
考
慮
し
て
い
る）（（
（

。

　
ウ
　
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
一
〇
一
五
条
お
よ
び
一
〇
四
三
条
や
九
六
七
条
と
い
う
複
数
の
条
文
か
ら
「
適
切
な
賠
償
」
と
「
衡
平
責
任
」
を
導
き
、

こ
れ
を
緊
急
事
務
管
理
に
適
用
す
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
全
体
の
類
推
（G

esam
tanalogie

）
は
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
の
よ
う
な
個
別

的
な
類
推
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
要
件
は
不
明
確
で
あ
る
。
緊
急
事
務
管
理
の
領
域
で
は
こ
れ
で
良
い
と
し
て
も
、
有
益
な
事
務
管
理
に

も
妥
当
す
る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
類
似
の
利
益
状
態
が
存
在
す
る
事
例
に
お
い
て
そ
の
外
延
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
挙
げ
る
責
任
範
囲
の
確
定
に
際
し
て
の
考
慮
事
情
は
過
失
相
殺
的
な
法
理
の
中
に
持
ち
込
み
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
適
切
な

賠
償
」
を
実
現
す
る
ほ
う
が
方
法
論
的
に
は
穏
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
エ
　
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
と
い
う
通
説
的
見
解
と
全
く
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
見
解
は
い
く
つ
か
の
判
例
評
釈
に
お

い
て
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た）（（
（

。
こ
れ
は
緊
急
事
務
管
理
の
場
合
に
本
人
の
リ
ス
ク
責
任
を
肯
定
し
、
そ
の
賠
償
を
適
切
な
範
囲
に
制

限
し
た
点
に
注
目
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
フ
ァ
ー
バ
ー
も
判
例
の
解
決
は
結
果
的
に
は
自
己
の
主
張
す
る
評
価
に
よ
っ
て
も
正

当
で
あ
る
と
し
、
単
に
行
わ
れ
た
活
動
の
種
類
に
特
別
な
リ
ス
ク
が
現
実
化
し
た
と
い
う
評
価
が
決
定
的
で
あ
り
、
加
え
て
、
狭
義
の
利
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益
思
想
す
な
わ
ち
行
為
の
無
償
性
が
本
人
へ
の
リ
ス
ク
割
当
て
を
一
定
の
範
囲
で
正
当
化
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
過
ぎ
な
い）（（
（

。

　
し
か
し
、
結
果
の
妥
当
性
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
は
あ
る
が
、
そ
の
法
的
構
成
に
も
十
分
な
関
心
を
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う）（（
（

。

⑶
　
社
会
保
険
と
の
関
連

　
⒜
　
労
災
の
場
合
に
は
、
労
働
者
は
社
会
保
険
者
に
対
し
て
保
険
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
一
定
の
事
故
類
型
に

関
し
て
は
労
災
と
同
一
に
扱
わ
れ
る
。
一
般
社
会
保
険
法
（
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ｇ
）
一
七
六
条
一
項
は
こ
の
よ
う
な
場
合
と
し
て
一
三
の
類
型
を
規

定
す
る
。
こ
の
中
で
、
本
稿
と
関
連
す
る
の
は
同
項
の
二
号
で
あ
る）（（
（

。
そ
こ
で
は
、
①
現
実
的
ま
た
は
推
定
的
な
生
命
の
危
険
か
ら
の
人

の
救
助
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
救
助
の
試
み
に
際
し
て
生
じ
た
事
故
、
②
差
し
迫
っ
た
援
助
給
付
の
た
め
に
医
師
や
救
急
隊
員
、
助
産
婦
を

連
れ
に
行
っ
た
際
に
生
じ
た
事
故
、
③
行
方
不
明
者
の
捜
索
の
際
に
生
じ
た
事
故
、
④
そ
の
他
の
不
幸
ま
た
は
公
衆
の
危
険
や
苦
境
に
お

け
る
援
助
給
付
の
際
に
生
じ
た
事
故
、
⑤
生
命
の
危
険
に
あ
る
病
人
や
遭
難
者
の
と
こ
ろ
に
聖
職
者
を
連
れ
て
く
る
際
に
生
じ
た
事
故
、

⑥
献
血
ま
た
は
臓
器
移
植
法
（O
rgantransplantationsgesetz�=�O

T
PG

）
に
よ
る
臓
器
移
植
に
際
し
て
生
じ
た
事
故
、
そ
し
て
⑦

公
安
機
関
（Sicherheitsorgan

）
の
職
務
行
為
の
適
切
な
手
助
け
の
際
に
生
じ
た
事
故
が
労
災
と
同
視
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の

場
合
に
も
、
こ
の
事
故
が
救
助
者
の
故
意
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
や
他
の
事
故
保
険
法
や
事
故
介
護
法
（U

nfallfür-

sorgerecht

）
の
規
定
な
ど
に
よ
り
給
付
請
求
権
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
保
険
給
付
の
要
件
と
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
者
が
事
故
保
険
の
被
保
険
者
で
な
い
場
合
で
も
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
際
し
て
生
じ
た
事
故
に
基
づ

く
事
故
保
険
の
給
付
は
彼
に
認
め
ら
れ
る
（
同
条
三
項
前
段）（（
（

）。

　
こ
の
よ
う
に
一
般
社
会
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
緊
急
事
務
管
理
者
は
事
故
保
険
か
ら
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ

れ
と
関
連
し
て
次
の
二
つ
の
点
が
問
題
と
さ
れ
る
。
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⒝
　
ま
ず
第
一
に
、
使
用
者
の
免
責
特
権
を
定
め
た
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ｇ
三
三
三
条
一
項
を
類
推
適
用
し
て
、
事
務
管
理
者
に
対
す
る
本
人
の
免

責
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
事
務
管
理
者
は
本
人
に
対
し
て
保
険
給
付
で
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
残
余
損

害
を
賠
償
請
求
し
う
る
か
が
問
題
と
な
る
。

　
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
と
り
わ
け
同
法
一
七
六
条
一
項
六
号
の
「
営
業
的
な
活
動
（betriebliche�T

ätigkeit

）」
に
関
連
し
て
で
は
あ
る
が
、
同

法
三
三
三
条
一
項
の
適
用
を
広
く
認
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
一
九
七
七
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
（8�b�（（6/（（f,�SZ�

50/（56

）
は
、
被
害
者
が
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ｇ
の
意
味
で
の
〝
被
保
険
者
”
で
あ
る
場
合
に
の
み
責
任
特
権
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

三
三
二
条
な
い
し
三
三
四
条
の
意
味
で
の
被
保
険
者
と
は
事
故
保
険
に
基
づ
く
給
付
請
求
権
が
成
立
す
る
者
で
あ
れ
ば
足
り
、
こ
の
請
求

権
が
一
七
六
条
一
項
に
よ
る
労
災
と
同
視
さ
れ
る
事
由
に
基
づ
く
か
否
か
と
は
関
係
し
な
い
と
い
う）（（
（

。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
は
こ
の
よ
う
な
免
責
の
拡
張
を
否
定
す
る）（（
（

。
使
用
者
に
免
責
特
権
が
認
め
ら
れ
た
の
は
と
り
わ
け
使
用
者
が
事

故
保
険
の
掛
け
金
を
支
払
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
法
一
七
六
条
一
項
の
事
例
で
は
、
こ
の
よ
う
な
保
険
の
掛
金
の
支
払
い
は
規
定
さ

れ
て
い
な
い
。
同
様
に
、
企
業
平
和
の
理
由
も
こ
こ
で
は
妥
当
し
な
い
。
ま
た
、
同
法
三
三
五
条
三
項
は
、
同
法
三
三
三
条
の
適
用
な
ど

と
関
連
し
て
、
誰
が
使
用
者
と
同
等
に
扱
わ
れ
る
べ
き
か
を
一
定
の
事
例
に
つ
い
て
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
。
仮
に
立
法
者
が
同
法
一

七
六
条
一
項
の
事
例
に
お
い
て
免
責
特
権
を
望
む
場
合
に
は
こ
れ
に
言
及
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

同
法
三
三
三
条
一
項
は
損
害
賠
償
請
求
権
の
排
除
と
い
う
例
外
的
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
拡
張
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
学

説
は
こ
れ
ら
を
理
由
と
し
て
免
責
の
拡
張
を
否
定
す
る
。

　
そ
の
後
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
す
で
に
述
べ
た
一
九
九
五
年
判
決
に
お
い
て
、
右
の
批
判
学
説
で
あ
る
フ
ィ
ッ
ツ
の
文
献
を
引
用
し
て
同
法
三
三

三
条
一
項
の
類
推
適
用
を
否
定
し
た
。
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こ
れ
は
緊
急
事
務
管
理
の
事
例
に
関
す
る
初
め
て
の
判
断
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
正
当
で
あ
る
と
評
価
し
う
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
同

法
一
七
六
条
一
項
六
号
に
関
す
る
従
来
の
判
例
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
相
反
を
単
に
事
案
の
相
違
を
理
由
と
し
て
正
当
化
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う）（（
（

。

　
⒞
　
事
務
管
理
者
に
対
す
る
本
人
の
免
責
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
本
人
に
対
す
る
保
険
者
の
償
還
請
求
の
可
否
が
さ
ら
に
問
題
と
な

る
。
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ｇ
三
三
二
条
に
よ
れ
ば
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
給
付
の
権
利
を
有
す
る
者
が
他
の
法
律
上
の
規
定
に
基
づ
い
て
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
こ
の
給
付
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
り
で
、
こ
の
請
求
権
は
保
険
者
に
移
転
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

緊
急
事
務
管
理
者
の
損
害
は
最
終
的
に
は
本
人
の
負
担
に
帰
す
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
緊
急
事
務
管
理
が
利
他
的
な
動
機
に
基
づ
い
て
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
る
と
い
う
性
質
を
考
慮
し
て
事
故
保
険
の
中

に
組
み
入
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず）（（
（

、
事
故
保
険
者
が
本
人
に
求
償
し
う
る
と
す
る
と
、
結
局
、
事
故
保
険
に
よ
る
一
時
的
な
立
替
と
い
う
結

果
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
保
険
代
位
の
可
否
が
第
二
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
る
。

　
ア
　
フ
ィ
ッ
ツ
は
ド
イ
ツ
の
ハ
ウ
ス
（H

auß
）
の
見
解
に
依
拠
し
て
、
緊
急
事
務
管
理
の
場
合
に
お
け
る
保
険
代
位
は
否
定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た）（（
（

。
本
人
は
差
し
迫
っ
た
危
険
な
状
態
に
あ
り
、
事
務
管
理
を
拒
否
す
る
こ
と
も
制
御
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の

だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
者
を
有
責
な
加
害
者
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
ま
た
、
立
法
者
に
よ
れ
ば
、
緊
急
事
務
管
理
は

公
の
利
益
で
も
あ
り
、
そ
れ
故
事
故
保
険
の
中
に
含
め
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
公
衆
と
本
人
の
関
係
に
お
い
て
は
、
何
故
、
事
務
管
理

の
リ
ス
ク
が
本
人
に
の
み
帰
責
さ
れ
る
べ
き
か
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　
イ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
前
述
の
一
九
九
五
年
判
決
は
こ
の
フ
ィ
ッ
ツ
の
見
解
を
否
定
し
て
保
険
代
位
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者

や
同
僚
に
対
す
る
償
還
請
求
権
は
法
律
上
制
限
さ
れ
て
い
る
が）（（
（

、
緊
急
事
務
管
理
の
本
人
に
関
し
て
は
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
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法
の
目
的
も
こ
の
よ
う
な
制
限
を
要
求
し
て
い
な
い
。
緊
急
事
務
管
理
者
に
保
険
保
護
を
提
供
し
、
本
人
の
支
払
不
能
の
リ
ス
ク
を
除
去

す
る
こ
と
が
法
の
目
的
で
あ
っ
て
、
事
務
管
理
に
基
づ
く
本
人
の
責
任
を
免
責
さ
せ
る
点
に
は
な
い
。
利
他
的
に
公
衆
の
利
益
で
行
わ
れ

る
生
命
救
助
な
ど
は
事
故
保
険
の
中
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
救
助
リ
ス
ク
を
最
終
的
に
一
般
公
衆
に
移
転
し
、

本
人
を
民
法
上
の
責
任
か
ら
免
責
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
立
法
資
料
か
ら
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
件
事
例
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
緊
急
事
務
管
理
者
は
公
衆
の
利
益
で
行
為
す
る
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
個
人
の
利
益
の
た
め
に
も
行
為
し

て
い
る
（
家
の
焼
失
の
防
止
）。
そ
れ
故
、
緊
急
救
助
損
害
の
厳
格
な
社
会
化
は
拒
否
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。

　
ウ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ッ
ツ
は
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
立
法
資
料
の
用
い
方
に
は
問
題
が
あ
る
と
批
判
す
る）（（
（

。
本
人
の
緊
急
事
務
管
理
者
に
対

す
る
賠
償
義
務
が
判
例
上
認
め
ら
れ
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
立
法
者
が
こ
れ
を
考
慮
し
て
償
還
の
問
題
を
判
断
す
る
機
会
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
損
害
は
最
終
的
に
は
公
衆
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
緊
急

事
務
管
理
が
本
人
の
個
人
的
な
利
益
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
何
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
り
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
分
割
が
償
還
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
か
も
問
題
だ
と
指
摘
す
る
。

三
　
事
務
管
理
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
軽
減

⑴
　
民
法
上
の
規
定

　
緊
急
事
務
管
理
の
場
合
に
は
、
他
人
の
法
領
域
へ
の
干
渉
に
つ
き
違
法
性
は
否
定
さ
れ
る
が
故
に
、
事
務
管
理
者
は
こ
の
干
渉
を
理
由

と
す
る
損
害
賠
償
義
務
を
負
わ
な
い
（
一
三
一
一
条
）。

　
し
か
し
、
事
務
管
理
を
行
う
に
際
し
て
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
一
二
九
五
条
以
下
に
基
づ
い
て
、

事
務
管
理
者
は
こ
れ
を
賠
償
す
べ
き
責
任
を
負
う
。
こ
れ
が
通
説
的
見
解
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
人
の
物
を
軽
過
失
で
損
傷
し
た
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と
き
は
、
損
傷
の
時
点
で
の
通
常
の
価
格
を
賠
償
し
（
一
三
三
二
条
）、
故
意
・
重
過
失
の
と
き
は
、
さ
ら
に
逸
失
利
益
も
賠
償
さ
れ
る

（
一
三
三
一
条
）。

⑵
　
責
任
制
限
の
試
み

　
⒜
　
フ
ィ
ッ
ツ
は
利
他
的
に
行
為
し
て
い
る
場
合
に
行
為
者
の
損
害
に
つ
き
本
人
に
無
過
失
賠
償
責
任
を
認
め
る
と
き
に
は
、
同
様
に

行
為
者
の
加
害
に
よ
る
賠
償
義
務
も
軽
減
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。
ド
イ
ツ
民
法
六
八
〇
条
は
緊
急
事
務
管

理
者
の
責
任
を
故
意
・
重
過
失
に
限
っ
て
お
り
、
軽
過
失
に
つ
い
て
緊
急
事
務
管
理
者
は
免
責
さ
れ
る
。
フ
ィ
ッ
ツ
は
こ
の
条
文
と
こ
れ

に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
結
論
的
に
緊
急
事
務
管
理
者
の
軽
過
失
免
責
を
主
張
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
自
己
の
た
め
に
す
る
行
為
の
場
合
に
は
、
行
為
者
は
自
己
の
費
用
で
賠
償
義
務
負
担
の
危
険
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
。
準

備
金
の
積
立
や
損
害
保
険
の
締
結
な
ど
、
そ
の
手
段
は
問
わ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
者
が
利
他
的
な
危
険
救
助
を
な
し
、
相
当
な

反
対
給
付
な
し
に
責
任
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
た
場
合
に
は
、
報
酬
欠
缺
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
軽
過
失
の
免
責
が
行
わ
れ
る）（（
（

。

　
緊
急
事
務
管
理
に
関
し
て
は
、
一
三
一
二
条
が
防
止
し
な
か
っ
た
損
害
に
関
す
る
事
務
管
理
者
の
免
責
を
定
め
る
。
し
か
し
、
救
助
途

中
で
事
務
管
理
者
の
惹
起
し
た
損
害
を
こ
の
中
に
含
め
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
の
賠
償
を
め
ぐ
る
事
務
管
理
者
の
軽
過
失

免
責
は
利
益
帰
属
の
思
想
か
ら
導
か
れ
る
。
責
任
の
厳
格
化
（
本
人
の
無
過
失
賠
償
責
任
）
と
責
任
緩
和
（
事
務
管
理
者
の
賠
償
義
務
の

軽
減
）
は
一
個
の
コ
イ
ン
の
裏
表
だ
か
ら
で
あ
る）（（（
（

。

　
事
務
管
理
者
が
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
右
の
責
任
制
限
に
対
応
し
た
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
本
人
に
対

す
る
解
放
請
求
権
や
償
還
請
求
権
が
事
務
管
理
者
に
認
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る）（（（
（

。
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⒝
　
こ
の
よ
う
に
緊
急
事
務
管
理
者
の
責
任
を
故
意
・
重
過
失
に
限
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
マ
イ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る）（（（
（

。

ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
は
損
害
賠
償
法
の
一
般
原
則
に
違
反
す
る
（
一
二
九
五
条
）。
第
二
に
、
事
務
管
理
者
は
事
務
管
理
に
必
要
な
不
可

欠
な
勤
勉
さ
や
知
識
に
関
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
緊
急
事
務
管
理
の
場
合
に
は
こ
れ
は
適
用
さ
れ
な
い
（
一
二
九
九

条
）。
さ
ら
に
、
過
失
の
前
提
と
し
て
の
事
務
管
理
者
の
注
意
義
務
は
事
務
処
理
の
状
況
の
特
殊
性
や
干
渉
の
緊
急
性
、
脅
威
の
程
度
な

ど
を
考
慮
し
て
確
定
さ
れ
る
か
ら
、
軽
過
失
に
関
す
る
責
任
を
演
繹
的
に
否
定
し
な
く
と
も
、
事
態
に
適
し
た
解
決
は
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
過
失
の
認
定
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
事
例
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
右
の
よ
う

な
諸
事
情
を
考
慮
し
て
も
な
お
過
失
が
肯
定
さ
れ
る
事
例
が
残
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
場
合
に
も
事
務
管
理
者
の
免
責
を
認
め

る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
フ
ィ
ッ
ツ
の
主
張
に
他
な
ら
な
い
。
マ
イ
セ
ル
の
批
判
は
こ
の
点
で
正
鵠
を
射
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る）（（（
（

。
も
っ
と

も
、
フ
ィ
ッ
ツ
の
よ
う
に
軽
過
失
の
場
合
は
全
面
的
免
責
、
重
過
失
の
場
合
に
は
全
部
の
責
任
肯
定
と
い
う
の
は
若
干
硬
直
的
に
過
ぎ
る
。

具
体
的
状
況
に
応
じ
て
割
合
的
な
責
任
を
導
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
⒞
　
な
お
、
同
様
の
こ
と
は
事
務
管
理
の
場
合
だ
け
で
な
く
て
、
受
任
者
や
労
働
者
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
る
。
こ
れ
を
一
〇
一
四
条

を
用
い
て
、
ど
の
程
度
本
人
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
リ
ス
ク
責
任
論
の
主
た
る
議
論
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
関
す

る
学
説
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
労
働
者
の
賠
償
責
任
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で）（（（
（

、
こ
こ
で
は
受
任

者
の
賠
償
責
任
に
関
す
る
フ
ィ
ッ
ツ
の
見
解
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
受
任
者
の
賠
償
義
務
に
つ
い
て
は
、
一
〇
一
二
条
が
過
失
に
よ
っ
て
損
害
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
こ
れ
を
委
任
者
に
賠
償
す
べ
き
責
任

を
負
う
旨
を
定
め
る
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
お
け
る
委
任
契
約
は
有
償
を
本
来
的
な
形
態
と
し
て
お
り
、
両
当
事
者
の
利
益
の

た
め
に
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
任
者
の
責
任
を
原
則
的
に
制
限
す
べ
き
契
機
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
弁
護
士
や
財
産
管
理
人
、
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仲
介
人
、
委
託
販
売
業
者
、
銀
行
な
ど
で
は
、
高
度
の
職
業
上
の
注
意
義
務
が
受
任
者
に
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
と
異
な
り
、
利

他
的
で
且
つ
職
業
的
で
な
い
事
務
処
理
と
い
う
非
典
型
的
な
事
例
に
関
し
て
は
、
法
の
欠
缺
が
存
在
し
、
こ
れ
は
利
益
状
態
に
適
合
し
た

責
任
基
準
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
フ
ィ
ッ
ツ
は
主
張
す
る）（（（
（

。
こ
れ
は
一
〇
一
二
条
の
適
用
領
域
を
有
償
委
任
に
限
定
し
、

無
償
委
任
の
場
合
に
は
、
利
益
と
リ
ス
ク
の
同
一
帰
属
の
観
点
か
ら
受
任
者
の
賠
償
義
務
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

む
す
び

　
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
お
け
る
委
任
者
の
無
過
失
責
任
お
よ
び
こ
れ
の
準
用
規
定
に
関
す
る
歴
史
的
な
沿
革
と
理

論
的
基
礎
、
さ
ら
に
事
務
管
理
に
お
け
る
類
推
適
用
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
状
況
を
見
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
幾
つ

か
の
重
要
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
、
本
稿
の
む
す
び
に
代
え
た
い
。

⑴
　
委
任
者
の
無
過
失
責
任
に
関
す
る
歴
史
的
な
沿
革

　
⒜
　
委
任
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
定
を
み
る
と
、
そ
の
特
徴
と
し
て
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
①
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
四
条
に
お
い
て
委
任
者
の
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
が
併
存
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②

「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
と
「
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
を
分
け
て
、
別
個
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
「
偶
然
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
に
関
し
て
は
、
仮
定
的
な
報
酬
額
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
④
委
任
の
無
償
性
の
原
則
が
放
棄
さ
れ
、
有
償
委

任
も
委
任
に
含
む
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
、
⑤
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
偶
然
損
害
に
関
す
る
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
五
条
は
無
償
委
任
に
そ
の
適

用
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
五
つ
で
あ
る
。
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⒝
　
こ
れ
ら
を
立
法
史
的
に
考
察
す
る
と
、
ア���

過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
の
併
存
的
な
規
定
は
ホ
ル
テ
ン
草
案
に
そ
の
起
源
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
レ
ジ
ア
法
典
で
も
委
任
者
の
無
過
失
責
任
は
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
過
失
責
任
の
原
則
に
対
す
る
例
外
と

し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
イ
　「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
と
「
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
の
区
別
は
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
を
そ
の
起
源
と
し
、

原
草
案
に
受
け
継
が
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
一
〇
一
四
条
の
「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
と
い
う
表
現
は
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
る

が
、
一
〇
一
五
条
の
「
偶
然
に
（zufälliger�W

eise

）
生
じ
た
損
害
」
は
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
で
は
「
予
期
さ
れ
な
い
偶
然
（unver-

m
ühter�Zufall

）
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
原
草
案
の
段
階
で
こ
れ
が
修
正
さ
れ
た
。

　
な
お
、
テ
レ
ジ
ア
法
典
お
よ
び
ホ
ル
テ
ン
草
案
で
は
、
両
者
を
と
も
に
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
テ
レ
ジ
ア
法
典
は
「
偶
然
損
害
の
賠

償
」
を
、
ホ
ル
テ
ン
草
案
は
「
事
務
処
理
に
基
づ
い
て
生
じ
た
偶
然
損
害
の
賠
償
」
の
み
を
定
め
る
。
こ
の
ホ
ル
テ
ン
草
案
は
文
言
的
に

み
る
と
現
行
法
の
「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
て
損
害
」
に
相
当
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
受
任
者
（
任
意
代
理

人
）
に
過
失
が
な
い
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
点
で
ホ
ル
テ
ン
草
案
は
他
の
草
案
と
は
異
な
る
。
わ
が
国
の
六
五
〇
条
三
項
お
よ
び
母

法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
二
〇
〇
〇
条
も
同
様
の
要
件
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。

　
ウ
　
偶
然
損
害
に
関
し
て
は
、
賠
償
の
範
囲
は
い
ず
れ
も
制
限
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。
テ
レ
ジ
ア
法
典
で
は
「
衡
平
上
の
賠
償
」
に
限

ら
れ
る
。
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
に
お
い
て
初
め
て
仮
定
的
な
報
酬
の
最
高
額
と
い
う
制
限
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
制
限
は
原
草
案
お
よ
び

ツ
ァ
イ
ラ
ー
の
提
議
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
基
準
は
「
雇
わ
れ
た
弁
護
士
」
か
ら
「
雇
わ
れ
た
事
務
処
理
者
」
を
経

て
、「
有
償
契
約
」
で
あ
れ
ば
支
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
報
酬
額
へ
と
変
更
さ
れ
た
。

　
エ
　
委
任
の
無
償
性
の
原
則
は
テ
レ
ジ
ア
法
典
か
ら
原
草
案
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。
立
法
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、

こ
の
委
任
の
無
償
性
の
原
則
は
ツ
ァ
イ
ラ
ー
の
提
議
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
無
償
委
任
を
前
提
と
し
て
こ
れ
ま
で
認
め
ら



オ
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五

れ
て
き
た
委
任
者
の
無
過
失
責
任
が
有
償
委
任
に
も
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
関
す
る
立
法
者
の
意
図
は
立
法
資
料
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
テ
レ
ジ
ア
法
典
に
お
い
て
、
事
後
的
な
謝

礼
の
支
払
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
の
事
前
の
支
払
約
束
の
有
効
性
、
さ
ら
に
一
定
の
職
業
人
に
は
こ
の
よ
う
な
約
束
が
存
在
し
な
い
場
合
に

も
報
酬
を
請
求
し
得
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
無
償
委
任
の
原
則
に
反
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
経
済
的
な
実
態

は
事
務
処
理
の
対
価
す
な
わ
ち
報
酬
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
委
任
の
無
償
性
は
す
で
に
形
骸
化
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

ツ
ァ
イ
ラ
ー
は
そ
の
実
態
を
直
視
し
て
こ
れ
を
法
典
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
同
様
に
、
委
任
者
の
無
過
失
責
任
も
実
質
的
に
は
有
償
委
任

に
も
そ
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
な
い
し
実
質
に
着
目
す
る
場
合
に
は
、
ツ
ァ
イ
ラ
ー
の
提

議
に
よ
っ
て
委
任
者
の
無
過
失
責
任
の
適
用
範
囲
が
有
償
委
任
に
拡
張
さ
れ
た
と
い
う
評
価
は
必
ず
し
も
正
鵠
を
射
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。

　
オ
　
偶
然
損
害
に
関
す
る
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
五
条
を
無
償
委
任
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
同
じ
く
ツ
ァ
イ
ラ
ー
の
提
議
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
。「
委
任
の
履
行
と
結
び
つ
い
た
損
害
」
と
「
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
の
区
別
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草

案
に
始
ま
る
。
こ
れ
を
継
承
し
た
原
草
案
を
含
め
て
、
両
者
の
責
任
が
委
任
者
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ツ
ァ
イ
ラ
ー
は

後
者
の
責
任
を
無
償
委
任
に
限
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
無
償
委
任
の
場
合
に
は
従
来
と
同
様
に
委
任
者
は
両
者
の
責
任
を
負
う
が
、
有
償

委
任
の
場
合
に
は
前
者
の
責
任
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
⒞
　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
五
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
四
条
を
含
む
委
任
契
約
の
規
定
は
「
事
務
処
理
を
対
象
と
す
る
雇

用
・
請
負
契
約
」
に
準
用
さ
れ
る
。
こ
れ
の
起
源
は
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
混
合
契
約
論
的
な
観

点
か
ら
、
当
該
契
約
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
範
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
以
降
は
、
表
現
方
法
を
異
に
す
る
も
の
の
、
内
容
的
に
は
同
一

の
規
定
が
置
か
れ
た
。
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ホ
ル
テ
ン
草
案
で
は
こ
の
よ
う
な
観
点
は
希
薄
で
あ
り
、「
理
性
と
知
性
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
仕
事
」
の
契
約
は
単
に
任
意
代
理
契

約
の
規
定
に
従
う
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
テ
レ
ジ
ア
法
典
で
は
こ
の
よ
う
な
準
用
規
定
は
な
い
が
、
使
用
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任

を
定
め
て
い
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。

⑵
　
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
の
理
論
的
な
基
礎
づ
け

　
⒜
　
一
〇
一
四
条
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
起
草
者
の
見
解
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
初
期
の
学
説
で

は
、
衡
平
説
・
営
業
危
険
説
・
企
業
の
理
念
説
が
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
ド
イ
ツ
学
説
の
影
響
を
受
け
て
「
他

人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
論
が
主
張
さ
れ
た
。
一
九
八
三
年
判
決
が
こ
れ
を
採
用
す
る
と
、
多
く
の
学
説
も
こ
れ
を
支
持

す
る
に
至
り
、
現
在
の
判
例
・
通
説
が
形
成
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
近
時
、
利
益
説
や
「
委
任
者
の
計
算
と
危
険
」
説
な
ど
の
新
た
な
主

張
も
見
ら
れ
る
。

　
⒝
　
フ
ァ
ー
バ
ー
は
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
論
を
批
判
的
に
検
討
し
、
こ
れ
に
代
え
て
「
委
任
者
の
計
算
と
危

険
」
説
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
彼
は
委
任
法
の
規
定
か
ら
委
任
の
三
原
則
を
導
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
委
任
者
の
無
過
失
責
任
を

基
礎
付
け
る
こ
と
を
試
み
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
は
委
任
者
の
無
過
失
責
任
が
実
定
法
化
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
妥
当

す
る
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
計
算
と
危
険
」
が
委
任
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
雇
用
契
約
や
事
務
管
理
に
も
妥
当
す

る
と
し
て
、
使
用
者
や
本
人
の
無
過
失
責
任
を
肯
定
す
る
。
そ
う
す
る
と
、「
計
算
と
危
険
」
は
単
に
委
任
法
の
領
域
だ
け
で
な
く
雇
用

や
事
務
管
理
に
共
通
す
る
原
則
と
な
り
、
こ
の
点
で
は
リ
ス
ク
責
任
論
に
お
け
る
「
利
益
思
想
」
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
フ
ァ
ー
バ
ー
が
委
任
法
の
第
三
原
則
だ
と
す
る
「
常
時
支
配
の
原
則
」
は
内
容
的
に
は
リ
ス
ク
責
任
論
の
「
危
険
設
定
思
想
」
と

重
な
る
。
フ
ァ
ー
バ
ー
は
こ
れ
を
委
任
者
の
無
過
失
責
任
に
関
す
る
責
任
要
件
の
解
釈
に
資
す
る
も
の
と
す
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
が
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実
定
法
化
さ
れ
て
い
な
い
国
で
は
利
益
思
想
と
並
ん
で
委
任
者
の
無
過
失
責
任
の
基
礎
づ
け
と
し
て
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
解
す
る
こ
と
が
「
物
に
関
す
る
危
険
責
任
」
と
の
類
似
性
か
ら
も
正
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

⑶
　
事
務
管
理
と
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用

　
⒜
　
事
務
管
理
者
の
被
っ
た
損
害
と
本
人
の
リ
ス
ク
責
任
　
近
時
の
通
説
的
見
解
は
緊
急
事
務
管
理
に
も
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
を

認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
緊
急
事
務
管
理
に
際
し
て
事
務
管
理
者
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
事
務
管
理
者
は
本
人
の
過
失
を
問
う
こ

と
な
く
こ
れ
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｏ
Ｇ
Ｈ
は
通
説
と
は
異
な
り
、
一
〇
一
五
条
お
よ
び
一
〇
四
三
条

や
九
六
七
条
と
い
う
複
数
の
条
文
か
ら
「
適
切
な
賠
償
」
と
「
衡
平
責
任
」
を
導
く
。
こ
れ
の
結
論
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ

う
な
全
体
の
類
推
と
い
う
方
法
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
慎
重
な
検
討
を
必
要
と
し
よ
う
。

　
な
お
、
緊
急
事
務
管
理
者
の
損
害
に
関
し
て
は
、
一
般
社
会
保
険
法
（
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ｇ
）
が
適
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
①
使
用

者
の
免
責
特
権
の
規
定
が
こ
こ
で
類
推
適
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
、
②
保
険
代
位
に
よ
り
事
故
保
険
者
は
本
人
に
賠
償
請
求
で
き
る
か
が
問

題
と
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
き
、
通
説
お
よ
び
判
例
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
有
力
説
は
保
険
代
位
を
否
定
す
べ

き
だ
と
主
張
す
る
が
、
判
例
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。

　
⒝
　
事
務
管
理
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
軽
減
　
事
務
管
理
者
が
本
人
ま
た
は
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
負
う
事
務
管
理
者
の
損

害
賠
償
義
務
は
本
人
と
の
関
係
に
お
い
て
軽
減
さ
れ
る
か
。
こ
の
問
題
を
扱
う
学
説
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
有
力
説
は
ド
イ
ツ
の
学

説
・
判
例
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
事
務
管
理
者
の
責
任
を
故
意
・
重
過
失
に
制
限
す
べ
き
こ
と
（
軽
過
失
免
責
）
を
主
張
す
る
が
、
損
害

賠
償
の
一
般
原
則
に
反
す
る
と
と
も
に
、
過
失
の
前
提
と
し
て
の
注
意
義
務
の
認
定
に
よ
っ
て
事
態
に
適
し
た
解
決
が
可
能
だ
と
す
る
批

判
が
あ
る
。
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⑷
　
我
が
国
へ
の
示
唆

　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
や
理
論
的
根
拠
、
お
よ
び
こ
れ
の
類
推
適
用
を
め
ぐ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
状
況
は
右
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
お
よ
び
ス
イ
ス
法
に
つ
い
て
は
別
稿
で
す
で
に
論
じ
た
。

　
わ
が
国
で
は
、
民
法
六
五
〇
条
三
項
が
委
任
者
の
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
を
明
文
で
規
定
す
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
判
例
と
同
様
に
、

こ
れ
を
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
良
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
有
償
委
任

へ
の
適
用
や
同
条
の
適
用
要
件
の
明
確
化
、
さ
ら
に
同
条
の
雇
用
・
労
働
契
約
や
事
務
管
理
へ
の
類
推
適
用
の
基
礎
づ
け
な
ど
に
資
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
の
詳
細
は
今
後
の
検
討
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
が
、
一
部
の
法
領
域
で
は
、
す
で
に
「
他
人
の
た
め
に
す
る
行

為
の
リ
ス
ク
責
任
」
が
わ
が
国
で
も
実
質
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
す
な
わ
ち
、
危
険
責
任
や
報
償
責
任
は
本
来
的
に
は
第
三
者
に
対
す
る
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
時
、

こ
れ
が
使
用
者
の
労
働
者
に
対
す
る
求
償
権
の
制
限
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
使
用
者
と
労
働
者
の
間
に

お
い
て
、「
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
論
と
同
じ
く
利
益
思
想
と
危
険
設
定
思
想
に
基
づ
き
使
用
者
の
リ
ス
ク
責
任
を

肯
定
す
る
も
の
と
評
価
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

（
（
）　
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
労
働
過
程
で
生
じ
た
損
害
の
帰
属
と
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
危
険
責
任
」
法
学
研
究
四
七
号
三
二
八
頁
以
下
（
一
九
九

一
年
）、
同
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
お
け
る
使
用
者
の
リ
ス
ク
責
任
論
の
展
開
（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
志
林
一
〇
四
巻
二
号
三
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）、

同
三
号
一
〇
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
（
）　V

gl.,�K
oziol/W

elser,�G
rundriß�des�bürgerlichen�R

echts,�B
d.�I,�（0.�A

ufl.,�（（（5,�S.�（6（�f..

　
　
も
っ
と
も
、
古
い
判
例
の
中
に
は
、
委
任
の
対
象
は
法
律
行
為
だ
け
で
な
く
、
事
実
的
な
活
動
で
も
よ
い
と
し
た
も
の
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、O

G
H
�（（.�

（.�（88（,�G
IU

（Sam
m
lung�von�civilrechtlichen�Entscheidungen�des�k.k.�O

bersten�G
erichtshofes

）N
r.�8（（5

が
そ
う
で
あ
る
。
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史
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事
案
は
ド
ナ
ウ
汽
船
会
社
の
従
業
員
が
夜
に
泥
酔
し
た
渡
り
板
の
監
視
員
の
代
わ
り
に
汽
船
を
固
定
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
、
こ
れ
を
行
う
際
に
、
台
船

（Stehschiff

）
と
汽
船
の
間
に
足
を
挟
ま
れ
て
怪
我
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
審
判
決
は
委
託
さ
れ
た
労
務
給
付
が
原
告
の
労
働
義
務
に
属
さ
ず
、
原

告
が
こ
れ
を
任
意
か
つ
無
償
で
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
委
任
契
約
が
存
在
す
る
と
し
た
。
委
任
契
約
は
単
に
法
律
行
為
だ
け
で
な
く
、
通
常
の
労
務
給
付
に

属
す
る
よ
う
な
も
の
も
対
象
と
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
〇
一
四
条
は
単
な
る
損
害
発
生
の
可
能
性
で
は
な
く
て
、
損
害
発
生
の
蓋
然
性
の
存
在

を
必
要
と
す
る
が
、
本
件
で
は
、
こ
の
よ
う
な
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
同
条
の
適
用
を
否
定
し
た
。
控
訴
審
は
こ
れ
を
支
持
。
Ｏ
Ｇ
Ｈ
も
こ
れ
を

援
用
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
　
同
様
の
学
説
と
し
て
は
、Sw

oboda,�B
evollm

ächtigungsvertrag�und�A
uftrag,�G

eschäftsführung�ohne�A
uftrag,�versio�in�rem

.,�（（（（,�
S.�（（�f.

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（
）　
な
お
、
雇
用
契
約
は
有
償
だ
け
で
な
く
無
償
で
も
あ
り
得
る
点
に
争
い
は
な
い
が
、
請
負
契
約
で
は
有
償
に
限
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
る
。
通
説
的
見
解

は
、「
報
酬
と
引
換
え
に
（gegen�Entgelt

）」
と
す
る
一
一
五
一
条
一
項
後
段
に
基
づ
き
有
償
性
は
請
負
契
約
の
本
質
で
あ
る
と
し
て
、
無
償
の
請
負
契
約

を
否
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
力
説
は
、
通
説
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
事
実
的
な
結
果
の
無
償
で
の
完
成
は
委
任
に
算
入
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
事
務

処
理
に
向
け
ら
れ
た
委
任
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
批
判
し
て
、
無
償
の
請
負
契
約
を
肯
定
す
る
。
ま
た
、
無
償
性
の
明
示
的
な
合
意
を

許
容
す
る
一
一
五
二
条
の
規
定
は
請
負
契
約
に
も
適
用
し
う
る
こ
と
も
そ
の
根
拠
の
一
つ
に
挙
げ
る
。V

gl.,�K
oziol/W

elser,�G
rundriß�des�bürgerli-

chen�R
echts

（Fn.�（

）,�S.�（0（.

（
（
）　
拙
稿
「
事
務
処
理
に
際
し
て
生
じ
た
損
害
と
ド
イ
ツ
民
法
六
七
〇
条
（
二
・
完
）」
法
学
志
林
一
一
〇
巻
四
号
三
二
頁
以
下
（
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
5
）　Spenling�in�K

oziol,�B
ydlinski,�B

ollenberger,�K
urzkom

m
entar�zum

�A
B
G
B

（im
�folgenden,�K

B
B

）,�（.�A
ufl.,�（0（0,�

§（（5（,�R
n.�（,�

R
n.�6�ff

.,�S.�（（8（�ff
.�;�O

G
H
�（.�（（.�（（（6,�EvB

l�（（（（/（（（

（Ö
JZ�（（（（,�（（（

）=�ZA
S�（（（8/8

（S.�5（

）;�O
G
H
�（（.�5.�（（8（,�EvB

l�（（8（/（（

（Ö
JZ�（（8（,�（（

）=�JB
l�（（8（,�500.

（
6
）　
も
っ
と
も
、
二
〇
〇
四
年
の
改
正
法
に
よ
っ
て
、
自
由
な
雇
用
契
約
に
関
し
て
使
用
者
の
書
面
交
付
義
務
が
一
一
六
四
ａ
条
と
し
て
追
加
さ
れ
た

（B
G
B
l�I�（00（/（（

）。

（
（
）　O

G
H
�（（.�（.�（（8（,�ZA

S�（（8（,�（（�;�O
G
H
�（6.�（.�（（（（,�SZ�（0/5（.

（
8
）　O
G
H
�（.�（.�（（（（,�SZ�（（/（0�;�O

G
H
�（（.�5.�（（8（,�SZ�56/86.

（
（
）　A

pathy�in�Schw
im
ann-Praxiskom

m
entar,�B

d.5,�（（（（,�

§（0（（�A
B
G
B
�R
n.�（,�S.�（（（�;�B

ydlinski�in�K
B
B

（Fn.�5

）,�

§（0（（�A
B
G
B
�

R
n.�（,�S.�（（（（�f.�;�Stanzl�in�K

lang-K
om
m
entar�zum

�A
B
G
B
,�B
d.�（/（,�（.�A

ufl.,�（（68,�

§（0（（,�（0（5�A
B
G
B
�S.�8（（�;�Strasser�in�R

um
-

m
el-K
om
m
entar�zum

�A
B
G
B
,�B
d.�（,�（.�A

ufl.,�（000,�

§（0（（,�（0（5�A
B
G
B
�R
n.�（0,�S.�（0（0�f..
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（
（0
）　K

erschner,�D
ie�R

eichw
eite�der�A

rbeitgeberhaftung�nach�

§（0（（�A
B
G
B
�oder�Zur�Entm

ystifizierung�einer�neuen�W
under-

norm
,�in�:�T

om
andl,�H

aftungsproblem
e�im
�A
rbeitsverhältnis,�（（（（,�S.�5（

（S.�65�ff
.,�（（�f.

）.
（
（（
）　Fitz,�R

isikozurechnung�bei�T
ätigketi�im

�frem
den�Interesse,�（（85,�S.�8（�ff

.,�（60�ff
.�;�O

berhofer,�D
ie�R

isikohaftung�w
egen�

T
ätigkeit�in�frem

dem
�Interesse�als�allgem

eines�H
aftungsprinzip,�JB

l�（（（5,�（（（

（S.�（（8

）.

（
（（
）　Faber,�R

isikohaftung�im
�A
uftrags-�und�A

rbeitsrecht,�（00（,�S.�（（�f..

（
（（
）　V

gl.,�H
arrasow

sky,�D
er�Codex�T

heresianus�und�seine�U
m
arbeitungen

（im
�folgenden,�D

er�Codex�T
heresianus

）,�B
d.�I,�（88（,�

S.（�ff
.�;�derselbe,�G

eschichte�der�Codification�des�österreichischen�Civilrechts,�（868,�S.�（6�ff
.�;�O

fner,�B
erathungs-Protokolle�der�

k.�k.�H
ofkom

m
ission�in�G

esetzsachen,�S.�（�ff
.,�in�:�D

er�U
r-Entw

urf�und�die�B
erathungs-Protokolle�des�Ö

sterreichischen�A
llge-

m
einen�B

ürgerlichen�G
esetzbuches

（im
�folgenden,�D

er�U
r-Entw

urf

）,�B
d.�I,�（88（.

　
　
ま
た
、
こ
れ
に
関
す
る
我
が
国
の
文
献
と
し
て
は
、
村
上
淳
一
『
近
世
法
の
形
成
』
一
六
三
頁
以
下
（
一
九
七
九
年
）、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
著
・
鈴
木
祿
弥
訳

『
近
世
私
法
史
』
四
二
二
頁
以
下
（
一
九
六
一
年
）、
石
部
雅
亮
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典
」
久
保
正
幡
先
生
還
暦
記
念
『
西
洋
法
制
史
料
選
Ⅲ
』
二
二
五
頁
以

下
（
一
九
七
九
年
）、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
著
・
大
木
雅
夫
訳
『
近
世
私
法
史
要
論
』
一
一
三
頁
以
下
（
一
九
九
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
（（
）　
西
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
法
典
は
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
と
は
次
の
点
で
異
な
る
。
①
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
で
は
、
各
編
の
各
章
毎
に
条
文
数
が
振
ら
れ
て
い
た

が
、
西
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
法
典
で
は
、
各
編
毎
に
通
し
番
号
が
付
さ
れ
た
。
②
純
粋
に
用
語
的
な
適
合
化
が
行
わ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
個
々
の
規
定
が
客
観
的

な
点
に
お
い
て
も
草
案
の
規
定
と
一
致
し
な
い
こ
と
も
時
た
ま
見
ら
れ
る
。V

gl.,�Faber,�R
isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.（0（.

（
（5
）　
皆
川
宏
之
「
法
典
編
纂
と
自
然
法
論
（
二
）・
完
︱
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
第
七
条
の
成
立
史
を
題
材
と
し
て
︱
」
法
学
論
叢
一
四
九
巻
四
号
一
二

九
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
（6
）　
西
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
法
典
に
つ
い
て
は
、
第
一
編
第
一
条
か
ら
五
七
条
ま
で
に
限
ら
れ
る
が
、
次
の
文
献
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。B

arta,�Zur�K
odi-

fikationsgeschichte�des�österreichischen�bürgerlichen�R
echts�in�ihrem

�V
erhältnis�zum

�preußischen�G
esetzbuch,�S.�（（（�ff

.,�in:�
B
arta,�Palm

e,�Ingenhaeff
,�N
aturrecht�und�Privatrechtskodifikation,�（（（（.�

こ
れ
に
よ
っ
て
、
原
草
案
と
西
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
法
典
の
同
一
性

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
な
お
、
両
者
の
僅
か
な
相
違
に
つ
い
て
は
、O

fner,�Entw
urf�eines�allgem

ein�bürgerlichen�G
esetzbuches

（D
er�U

rentw
urf

）,�Fußnote,�
CX
LV
III,�in�:�D

er�U
r-Entw

urf

（Fn.�（（

）,�B
d.�I.�

を
参
照
。

（
（（
）　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
を
原
草
案
と
表
記
す
る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
と
西
ガ
リ
ツ
ィ
ー
エ
ン
法
典
、
さ
ら
に
原
草
案
の

間
に
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
な
差
異
が
僅
か
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

七
一

（
（8
）　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
法
改
正
は
現
在
ま
で
に
八
八
回
を
数
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
六
年
の
間
に
三
回
に
わ
た
っ
て
部
分
改
正
が
行
わ

れ
た
が
、
こ
の
中
で
も
、
一
九
一
六
年
の
第
三
回
部
分
改
正
法
（D

ritte�T
eilnovelle,�R

G
B
l�N
r.�6（/（（（6

）
は
民
法
典
全
般
に
及
ぶ
広
範
囲
な
法
改
正

で
あ
る
。

（
（（
）　
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
与
え
た
影
響
に
関
し
て
は
、
ブ
ラ
ウ
ネ
ー
ダ
ー
著
・
堀
川
信
一
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
典
と
し
て
の
オ
ー
ス
ト
リ

ア
一
般
民
法
典
」
一
橋
法
学
一
〇
巻
一
号
一
九
頁
以
下
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

　
　
な
お
、
損
害
賠
償
法
の
近
時
の
改
正
動
向
に
つ
い
て
は
、
大
東
文
化
大
学
法
学
研
究
所
オ
ー
ス
ト
リ
ア
損
害
賠
償
法
研
究
班
（
代
表
者
・
堀
川
信
一
）「
翻

訳
　
新
オ
ー
ス
ト
リ
ア
損
害
賠
償
法
草
案
（
（
）～（
5
・
完
）」
大
東
法
学
二
〇
巻
一
号
一
頁
以
下
（
二
〇
一
〇
年
）、
二
〇
巻
二
号
一
頁
以
下
（
二
〇
一
一

年
）、
二
一
巻
一
号
二
一
頁
以
下
（
二
〇
一
一
年
）、
二
二
巻
一
・
二
号
二
頁
以
下
（
二
〇
一
三
年
）、
同
二
三
巻
一
号
二
頁
以
下
（
二
〇
一
三
年
年
）
参
照
。

（
（0
）　V

gl.,�H
arrasow

sky,�D
er�Codex�T

heresianus

（Fn.�（（

）,�B
d.�III,�S.�（6（�f.,�（（0.

（
（（
）　
幾
代
通
・
広
中
俊
雄
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
（6
）』
二
一
四
頁
（
一
九
八
九
年
）［
中
川
高
男
］
参
照
。

（
（（
）　V

gl.,�H
arrasow

sky,�D
er�Codex�T

heresianus

（Fn.�（（

）,�B
d.�I,�S.�（（0.

（
（（
）　V

gl.,�H
arrasow

sky,�D
er�Codex�T

heresianus

（Fn.�（（

）,�B
d.�IV

,�（886,�S.�（5（�ff
..

（
（（
）　V

gl.,�H
arrasow

sky,�D
er�Codex�T

heresianus

（Fn.�（（

）,�B
d.�V
,�（886,�S.�（（（�f..

（
（5
）　V

gl.,�O
fner,�a.�a.�0.

（Fn.�（6

）,�S.�X
CIX
�f..

（
（6
）　V

gl.,�O
fner,�D

er�U
r-Entw

urf

（Fn.�（（
）,�B

d.�II,�（88（,�S.�（（�f..

（
（（
）　O

fner,�D
er�U

r-Entw
urf

（Fn.�（（

）,�B
d.�II,�S.�（（�ff

..

（
（8
）　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
草
案
で
は
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
不
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
委
任
は
無
償
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
原
草
案
第
一
一
三
条
お
よ
び
第
一
一

四
条
も
当
然
に
無
償
の
委
任
関
係
の
み
に
適
用
さ
れ
る
。

（
（（
）　
雇
用
契
約
は
被
用
者
の
人
的
従
属
性
を
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
（
真
の
雇
用
契
約
・echter�D

ienstvertrag

）。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
人

的
従
属
性
を
有
し
な
い
独
立
的
な
労
務
給
付
を
目
的
と
す
る
契
約
は
第
二
六
節
の
意
味
で
の
雇
用
契
約
で
は
な
い
（
自
由
な
雇
用
契
約
・freier�D

ienstver-
trag

）（
も
っ
と
も
、
二
〇
〇
四
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
自
由
な
雇
用
契
約
に
関
す
る
規
定
が
書
面
交
付
義
務
に
限
っ
て
で
あ
る
が
一
一
六
四
ａ
条
と
し
て
新

設
さ
れ
た
）。
そ
れ
故
、
一
一
五
一
条
以
下
の
規
定
は
自
由
な
雇
用
契
約
に
は
直
接
的
に
適
用
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
人
的
従
属
関
係
に
由

来
せ
ず
、
ま
た
社
会
的
弱
者
の
保
護
に
仕
え
な
い
第
二
六
節
の
規
定
は
自
由
な
雇
用
契
約
に
解
釈
上
類
推
適
用
さ
れ
る
。V

gl.,�Spenling�in�K
B
B

（Fn.�
5

）,�

§（（5（�R
n.�（,�6�und�（（,�S.�（（8（�ff

.�;�Schram
m
el�in�K

lang-K
om
m
entar�zum

�A
B
G
B
,�（.�A

ufl.,�（0（（,�

§（（5（�R
n.�60�ff

.,�S.�（5�ff
..

　
　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
自
由
な
雇
用
契
約
」
は
我
が
国
で
は
「
準
委
任
」
に
相
当
す
る
（
六
五
六
条
）。



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
一
号�

七
二

（
（0
）　V

gl.,�H
arrasow

sky,�D
er�Codex�T

heresianus

（Fn.�（（

）,�B
d.�IV

,�S.�（（8.
（
（（
）　V

gl.,�H
arrasow

sky,�D
er�Codex�T

heresianus

（Fn.�（（

）,�B
d.�V
,�S.�（（0.

（
（（
）　V

gl.,�O
fner,�a.�a.�0.

（Fn.�（6

）,�S.�CX
V
.

（
（（
）　V

gl.,�O
fner,�D

er�U
r-Entw

urf

（Fn.�（（

）,�B
d.�II,�S.�（08.

（
（（
）　
具
体
的
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
四
年
の
法
改
正
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
疾
病
の
場
合
の
賃
金
継
続
的
支
払
義
務
に
関
す
る
一
一
五
四
ｂ
条
の
改
正

と
こ
れ
に
伴
う
従
来
の
一
一
五
六
条
と
一
一
五
六
ａ
条
の
削
除
お
よ
び
一
一
五
六
ｂ
条
の
一
一
五
六
条
へ
の
表
記
変
更
、
告
知
期
間
中
の
自
由
時
間
の
付
与
に

関
す
る
一
一
六
〇
条
と
強
行
規
定
に
関
す
る
一
一
六
四
条
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（B

G
B
l�I�N

r.�（（/（000

）。
ま
た
、
後
者
で
は
、
自
由
な
雇
用
契
約
に
関
す

る
書
面
交
付
義
務
が
一
一
六
四
ａ
条
と
し
て
新
設
さ
れ
た
（B
G
B
l�I�N

r.�（（/（00（

）。

（
（5
）　V

gl.,�T
om
andl,�G

rundlagen�und�G
renzen�der�verschuldensunabhängigen�A

rbeitgeberhaftung,�ZA
S�（（（（,�（（

（（（

）.

（
（6
）　V

gl.,�Fitz,�R
isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�6（�f..

（
（（
）　Zeiller,�Com

m
entar�über�das�allgem

eine�bürgerliche�G
esetzbuch,�III/（,�（8（（,�S.�（8（�ff

..

（
（8
）　U

nger,�H
andeln�auf�frem

de�G
efahr,�（8（（,�S.�（（�ff

..

（
（（
）　Schey,�D

ie�O
bligantionsverhältnisse�des�österreichischen�allgem

einen�Privatrechts,�I/（,�（（0（,�S.�65（.

（
（0
）　Stanzl�in�K

lang-K
om
m
entar

（Fn.�（
）,�
§（0（（,�（0（5,�S.�8（（.

（
（（
）　Ehrenzw

eig,�System
�des�österreichischen�allgem

einen�Privatrechts,�II/（,�（.�A
ufl.,�（（（8,�S.�56（.

（
（（
）　W

ilburg,�D
ie�Elem

ente�des�Schadensrechts,�（（（（,�S.�（（5�f.,

（
（（
）　W

ilburg,�D
ie�Elem

ente

（Fn.�（（

）,�S.�（（6.

（
（（
）　B

A
G
�G
roßer�Senats�B

eschluss�vom
�（0.�（（.�（（6（

（A
m
eisensäurefall

）,�B
A
G
E�（（,�（5�=�N

JW
�（（6（,�（（（.

（
（5
）　Canaris,�R
isikohaftung�bei�schadensgeneigter�T

ätigkeit�in�frem
dem
�Interesse,�R

dA
�（（66,�（（�ff

.�;�G
enius,�R

isikohaftung�des�
G
eschäftsherrn,�A

cP�（（（

（（（（（

）,�（8（�ff
.�usw

.

（
（6
）　
も
っ
と
も
、M

ayer-M
aly,�D

ie�R
isikohaftung�des�A

rbeitgebers�für�Eigenschäden�des�A
rbeitnehm

ers,�N
ZA
�B
eilage.�（/（（（（,�S.�

5

（（（

）
に
よ
れ
ば
、
エ
ー
レ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
や
ヴ
ィ
ル
ブ
ル
ク
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
基
本
的
な
考
え
方
が
一
九
四
五
年
以
降
ド
イ
ツ
の
学
説
に
広
が
っ
た

と
し
て
、
シ
ュ
タ
ン
イ
ン
ド
ル
フ
（Steindorff

,�W
ertersatz�für�Schäden�als�A

ufw
endungsersatz�im

�A
rbeits-�und�H

andelsrecht,�Fest-
schrift�für�D

ölle,�B
d.�I,�（（6（,�S.�（（（�ff

.

）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
近
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
リ
ス
ク
責
任
論
は
逆
輸
入
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

七
三

（
（（
）　
も
っ
と
も
、
労
働
関
係
に
一
〇
一
四
条
を
類
推
適
用
す
べ
き
こ
と
を
最
初
に
主
張
し
た
の
は
エ
ー
レ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
で
あ
る
。Ehrenzw

eig,�System

（Fn.�（（

）,�S.�（（0.
　
　
そ
の
後
、
こ
の
見
解
は
ヘ
ム
メ
ル
レ
（H

äm
m
erle,�A

rbeitsvertrag,�（（（（,�S.�（5（

）
や
シ
ュ
タ
ン
ツ
ル
（Stanzl�in�K

lang-K
om
m
entar

（Fn.�
（

）,�
§（0（（,�（0（5,�S.�8（（

）
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
一
〇
一
四
条
の
本
質
の
理
解
を
異
に
す
る
点
で
本
文
で
述
べ
る
見
解
と
は
異
な

る
。

（
（8
）　K

ram
er,�A

rbeitsvertragsrechtliche�V
erbindlichkeiten�neben�Lohnzahlung�und�D

ienstleistung,�（（（5,�S.�（5�ff
..

（
（（
）　Ch.�K

lein,�D
er�dienstbedingte�Sachschaden�des�A

rbeitnehm
ers,�D

R
dA
�（（8（,�（（（

（（50�ff
.,�（5（�f.

）.�

な
お
、
こ
の
論
文
は
次
に
述
べ
る

一
九
八
三
年
の
Ｏ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
の
前
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
時
期
的
に
は
同
判
決
の
前
の
学
説
と
し
て
分
類
し
た
。

（
50
）　
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
学
研
究
四
七
号
（
前
掲
注
（
（
））
三
三
七
頁
以
下
、
同
・
法
学
志
林
一
〇
四
巻
二
号
（
前
掲
注
（
（
））
三
九
頁
以

下
参
照
。

（
5（
）　Ch.�K

lein,�D
er�dienstbedingte�Sachschaden

（Fn.�（（

）,�S.�（5（�f..

（
5（
）　H

anreich,�Schadensersatzansprüche�aus�der�V
erw
endung�des�eigenen�K

fz�für�den�A
uftraggeber�oder�A

rbeitgeber,�JB
l�（（8（,�

（6（.

（
5（
）　K

erschner,�D
er�praktische�Fall�:�D

ie�geraubte�Fotoausrüstung,�D
R
dA
�（（86,�（（0

（（（（

）.

　
　
彼
に
よ
れ
ば
、
一
一
五
一
条
二
項
の
目
的
は
労
働
者
の
事
務
処
理
に
関
し
て
単
に
労
働
契
約
の
規
定
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
点
に
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
同
条
か
ら
、
事
実
的
な
種
類
の
労
務
給
付
の
場
合
に
は
委
任
法
の
個
々
の
規
定
は
一
切
適
用
し
え
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
事
務
処
理
を
対
象
と
す
る
か
否
か
は
第
三
者
と
の
外
部
的
な
接
触
の
点
で
異
な
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
事
務
処
理
を
対
象
と
す
る
場
合
と
同
じ
く
、
事
実
的

な
労
務
給
付
の
場
合
に
も
第
三
者
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
異
な
っ
て
取
り
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
リ
ス

ク
責
任
の
観
点
か
ら
責
任
の
要
件
を
考
察
す
る
。

（
5（
）　B

ydlinski,�D
ie�R
isikohaftung�des�A

rbeitsgebers,�（（86,�S.�（（�ff
.,�S.�56�ff

..�

彼
は
他
人
の
た
め
に
す
る
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
の
原
則
を
一
〇

一
四
条
の
法
的
根
拠
と
し
て
取
扱
い
、
そ
れ
で
こ
れ
を
類
推
の
基
礎
と
す
る
こ
と
は
全
く
正
し
い
と
す
る
。

（
55
）　V
gl.,�K

erschner,�D
er�praktische�Fall

（Fn.�5（

）,�S.�（（（�;�K
oziol/W

elser,�G
rundriß�des�bürgerlichen�R

echts

（Fn.�（

）,�S.�（00.

（
56
）　Jabornegg,�A

rbeitgeberhaftung�für�Sachschäden�an�A
N
-Eigentum

,�D
R
dA
�（（8（,�（（

（S.�（（�ff
.

）.

（
5（
）　Fitz,�R

isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（6�ff
..�

な
お
、
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
フ
ァ
ー
は
フ
ィ
ッ
ツ
の
見
解
を
全
面
的
に
支
持
す
る
。O

berhofer,�R
isi-

kohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（（8�f..
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（
58
）　Fitz,�R

isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�58�ff
..

（
5（
）　Fitz,�R

isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（6�ff
..

（
60
）　Fitz,�R

isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（0,�S.�（6（�ff
.�;�O
berhofer,�R

isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（（8,�（（5�f..

（
6（
）　Fitz,�R

isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（66�ff
.�;�O
berhofer,�R

isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（（6�f..

（
6（
）　Faber,�R

isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（6（�ff
..

（
6（
）　K

oziol/W
elser,�G

rundriß�des�bürgerlichen�R
echts

（Fn.�（

）,�S.�（65.

（
6（
）　Faber,�R

isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（（（ff
..

（
65
）　K

oller,�D
ie�R
isikozurechnung�bei�V

ertragsstörungen�in�A
ustauschverträgen,�（（（（,�S.�（8�ff

..

（
66
）　
責
任
保
険
約
款
（
Ａ
Ｈ
Ｖ
Ｇ
）
七
条
一
〇
・
二
号
に
よ
れ
ば
、
責
任
保
険
は
動
産
の
使
用
、
運
送
、
加
工
ま
た
は
そ
の
他
の
活
動
に
際
し
て
ま
た
は
そ
の

結
果
と
し
て
生
じ
た
被
保
険
者
の
損
害
賠
償
義
務
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。V

gl.,�Faber,�R
isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.（（（�f..

（
6（
）　
責
任
保
険
約
款
七
条
五
・
三
号
に
よ
れ
ば
、
こ
の
保
険
は
被
保
険
者
ま
た
は
彼
の
た
め
に
行
為
す
る
者
が
自
動
車
の
保
持
ま
た
は
使
用
に
よ
っ
て
惹
起
し

た
損
害
賠
償
義
務
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。V

gl.,�Faber,�R
isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（5（�f..

（
68
）　
支
配
可
能
性
の
原
則
や
有
利
な
付
保
可
能
性
の
原
則
以
外
に
、
コ
ラ
ー
は
い
わ
ゆ
る
吸
収
原
則
（A

bsorptionsprinzip

）
と
分
業
的
誘
因
の
原
則

（Prinzip�der�arbeitsteiligen�V
eranlassung
）
を
持
ち
だ
す
が
、
フ
ァ
ー
バ
ー
は
こ
れ
に
対
し
て
も
否
定
的
で
あ
る
（Faber,�R

isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（5（�ff
..

）。

　
　
ア
　
吸
収
原
則
に
よ
れ
ば
、
予
見
可
能
で
は
あ
る
が
支
配
可
能
で
な
い
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
最
も
良
く
リ
ス
ク
分
散
や
リ
ス
ク
配
慮
を
な
し
得
る
当
事
者

に
帰
責
さ
れ
る
。
労
働
者
の
物
的
損
害
に
つ
い
て
、
コ
ラ
ー
は
損
害
発
生
の
予
見
可
能
性
は
使
用
者
と
労
働
者
に
と
っ
て
ほ
ぼ
同
等
で
あ
り
、
損
害
の
額
の
計

算
に
つ
い
て
は
、
逆
に
労
働
者
に
優
位
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
は
労
働
者
の
乏
し
い
経
済
力
、
こ
れ
に
伴
う
リ
ス
ク
分
散
の
可
能
性
の
不
存

在
を
考
慮
す
る
と
（
労
働
法
上
の
保
護
思
想
）、
使
用
者
の
側
に
吸
収
の
優
位
性
を
認
め
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
。

　
　
こ
の
よ
う
な
労
働
法
上
の
観
点
は
民
法
上
の
委
任
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
原
則
に
よ
る
リ
ス
ク
帰
責
は
、
間
接
代
理
人
の
事
例
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
製
造
者
か
ど
う
か
な
ど
委
任
者
の
地
位
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
一
〇
一
四
条
の
要
件
と
は
調
和
し
な
い
。
賠
償
金
の
支
払
い
の

た
め
の
積
立
金
創
設
（
自
己
保
険
）
と
い
う
リ
ス
ク
分
散
の
可
能
性
は
企
業
規
模
や
製
造
さ
れ
た
物
の
個
数
に
依
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
一
〇
一
四
条
と

は
関
係
し
な
い
。

　
　
イ
　
分
業
的
誘
因
の
原
則
と
は
、
他
人
を
自
己
の
利
益
の
た
め
に
分
業
的
に
行
為
さ
せ
た
者
は
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
リ
ス
ク
を
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
次
的
な
基
準
で
あ
り
、
抽
象
的
な
支
配
可
能
性
の
原
則
や
吸
収
原
則
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
配
分
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

七
五

適
用
さ
れ
る
。

　
　
し
か
し
、
委
任
者
だ
け
で
な
く
、
受
任
者
も
自
己
の
需
要
す
な
わ
ち
労
働
力
の
利
用
と
い
う
需
要
を
満
た
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
原
則
の
前
提
は
異
論
の
余

地
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
原
則
の
重
要
な
適
用
事
例
は
予
見
可
能
で
な
い
リ
ス
ク
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
〇
一
四
条
に
関
し
て
は
、
圧
倒
的
な
見
解
に

よ
れ
ば
、
予
見
可
能
な
リ
ス
ク
に
限
ら
れ
る
。
予
見
可
能
で
な
い
リ
ス
ク
に
ま
で
一
〇
一
四
条
の
適
用
範
囲
を
広
げ
る
と
、
一
〇
一
五
条
の
適
用
範
囲
は
ほ
ぼ

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
と
批
判
す
る
。

（
6（
）　Faber,�R

isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（（（�ff
.,�（58�ff

..

（
（0
）　
確
か
に
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
労
働
者
の
物
的
損
害
の
事
例
に
関
し
て
、
使
用
者
は
リ
ス
ク
を
創
設
し
、
こ
の
活
動
か
ら
利
益
を
取
得
し
、
彼
は
こ
の
危
険
状

態
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
使
用
者
に
と
っ
て
は
保
険
の
締
結
が
有
意
義
で
あ
る
が
、
労
働
者
は
こ
の
危
険
を
回
避
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
ま
た
、

労
働
者
の
加
害
の
事
例
に
関
し
て
は
、
営
業
の
相
当
な
組
織
化
で
あ
れ
、
保
険
の
締
結
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
使
用
者
は
最
も
良
く
こ
の
危
険
を
支
配
し
う
る
と

い
う
（Canaris,�R

isikohaftung

（Fn.�（5

）,�S.�（5,�（8

）。

　
　
し
か
し
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
伝
統
的
な
物
に
関
す
る
危
険
責
任
と
「
行
為
の
リ
ス
ク
責
任
」
と
い
う
二
つ
の
下
位
的
事
例
の
上
位
に
位
置
す
る
原
則
を
「
こ
の

リ
ス
ク
か
ら
利
益
を
引
出
し
、
こ
れ
が
そ
の
者
の
意
思
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
者
に
リ
ス
ク
を
帰
責
す
る
」
と
い
う
原
則
と
し
て
定
義
す
る
。
こ
こ
で
は
支
配
可

能
性
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
労
働
契
約
と
は
異
な
り
、
委
任
の
と
こ
ろ
で
は
、
危
険
設
定
思
想
と
し
て
受
任
者
の
活
動
が
委
任
者
の
誘
因
ま
た
は

意
思
に
帰
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
事
務
管
理
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
（Canaris,�R

isikohaftung

（Fn.�（5

）,�S.�（（

）。

（
（（
）　V

gl.,�K
oziol/W

elser,�G
rundriß�des�bürgerlichen�R

echts

（Fn.�（

）,�S.�50（�ff
..

（
（（
）　Ehrenzw

eig,�System

（Fn.�（（

）,�S.�（（8.

（
（（
）　W

ilburg,�D
ie�Elem

ente

（Fn.�（（

）,�S.�（（（.

（
（（
）　Stanzl�in�K

lang-K
om
m
entar

（Fn.�（

）,�

§（0（6,�S.�（00.

（
（5
）　
ル
ム
メ
ル
も
こ
の
よ
う
な
一
〇
一
四
条
お
よ
び
一
〇
一
五
条
の
類
推
適
用
を
支
持
す
る
。R

um
m
el�in�R

um
m
el-K
om
m
entar�zum

�A
B
G
B
,�B
d.�

I,�（.�A
ufl.,�（（（0,�

§（0（6,�R
n.�（,�S.�（6（（.

　
　
も
っ
と
も
、R

um
m
el�in�R

um
m
el-K
om
m
entar

（Fn.�（

）,�S.�（（（（
で
は
、
こ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
判
例
の
紹
介
に
置
き
換
え
ら
れ
た
が
、
後
述

す
る
有
益
な
事
務
管
理
に
関
す
る
説
明
を
み
る
と
、
従
来
の
見
解
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
注
（
80
）
参
照
）。

（
（6
）　Fitz,�R

isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（6�ff
..

（
（（
）　O

berhofer,�R
isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（（（�ff
..

（
（8
）　Faber,�R

isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.（5（.
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（
（（
）　
一
〇
一
四
条
の
類
推
肯
定
説
と
し
て
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。K
oziol/W

elser,�G
rundriß�des�bürgerlichen�R

echts

（Fn.�（

）,�S.�505�;�A
pathy�in�Schw

im
ann�-�Praxiskom

m
entar

（Fn.（

）,�

§§（0（6-（0（0�A
B
G
B
,�R
n�（（,�S.�（（（.

（
80
）　Fitz,�R

isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（（�;�R
um
m
el�in�R

um
m
el-K
om
m
entar

（Fn.�（

）,�

§（0（（,�R
n.�5,�S.�（（（（.

　
　
な
お
、
フ
ィ
ッ
ツ
は
緊
急
事
務
管
理
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
有
益
な
事
務
管
理
の
場
合
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
こ
の
事
務
処
理
の
積
極
的
な
結
果
が
残
る

場
合
に
限
る
と
す
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
肯
定
説
に
対
し
て
、
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
フ
ァ
ー
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
で
は
有
益
な
事
務
管
理
は
常
に
違
法
の
非
難
が
課
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
違
法
な
干
渉
に
リ
ス
ク
責
任
思
想
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
す
る
。O

berhofer,�R
isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（（（�f..

（
8（
）　M

eissel,�G
eschäftsführung�ohne�A

uftrag,�（（（（,�S.�（（0�ff
..

（
8（
）　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
ユ
ー
ロ
が
導
入
さ
れ
た
の
は
一
九
九
九
年
一
月
一
日
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
二
月
二
八
日
ま
で
に
旧
通
貨
は
回
収
さ
れ
た
。

ユ
ー
ロ
と
の
交
換
比
率
は
一
〇
〇
シ
リ
ン
グ
で
七
・
二
七
ユ
ー
ロ
で
あ
る
。

（
8（
）　O

G
H
�（（.�（0.�（（（6,�（�O

b�（（（5/（6t,�R
IS

（R
echtsinform

ationssystem
,�http://w

w
w
.ris.bka.gv.at/Jus/

）.

（
未
公
刊
）

　
　【
判
旨
】
破
棄
自
判
　
①
緊
急
事
務
管
理
者
は
通
常
は
公
衆
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
て
、
個
人
的
な
利
益
に
お
い
て
も
行
為
す
る
。
原
審
の
認
定
に
よ
れ
ば
、

本
件
の
緊
急
事
務
管
理
は
明
ら
か
に
被
告
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
本
人
の
個
人
的
な
利
益
の
言
及
か
ら
、
事
務
管
理
者
の
請
求
権
が
減

額
さ
れ
な
い
ま
ま
存
在
す
る
と
い
う
結
論
は
生
じ
な
い
。

　
　
原
審
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
請
求
権
を
減
額
す
る
共
同
過
失
は
Ｆ
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
Ｆ
の
不
器
用
さ
は
本
件
の
事
情
の
下
で
は
請
求
権
の
減
額
に

導
か
な
い
。

　
　
②
原
告
の
見
解
と
は
異
な
り
、
負
担
能
力
の
考
察
に
際
し
て
、
社
会
保
険
補
償
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
本
件
事
例
で
も
、
経
済
的
に
考
え
る
と
、

二
つ
の
保
険
者
が
対
峙
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
衡
平
の
評
価
の
と
こ
ろ
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
衡
平
判
断
の
事
例
に
関
す
る
判
例
で
は
、
被
害
者
の
補
償
請
求
権
が
個
人
の
保
険
契
約
に
基
づ
く
か
、
社
会
保
険
者
に
対
す
る
法
律
上
の
請
求
権
に
基
づ
く

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
判
断
す
べ
き
だ
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
③
原
審
は
被
告
の
現
実
に
差
し
迫
っ
た
危
険
が
大
き
い
こ
と
を
認
定
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
の
割
合
的
な
検
討
は
行
わ
れ
な
い
。
こ
の
事
情
は
ま
ず
第
一
に

緊
急
事
務
管
理
者
に
賠
償
を
認
め
る
こ
と
に
賛
成
す
る
が
、
さ
ら
に
、
賠
償
の
額
の
算
定
に
関
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

　
　
本
件
事
例
で
は
、
負
担
能
力
の
検
討
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
。
経
済
的
に
考
え
て
二
人
の
保
険
者
が
対
峙
し
て
い
る
場
合
に
は
、
被
告
の
見
解
と
は
異
な

り
、
関
与
す
る
保
険
者
に
と
っ
て
こ
の
損
害
が
負
担
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
て
、
緊
急
事
務
管
理
者
と
本
人
が
ど
の
程
度
で
こ
れ
を
負
担
で
き
る
か

が
問
題
と
な
る
。



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

七
七

　
　
本
件
事
例
で
は
、
両
者
は
完
全
な
保
険
補
償
を
享
受
し
て
お
り
、
こ
の
損
害
は
両
者
に
と
っ
て
等
し
く
負
担
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
対
一
の
割
合
で

の
分
割
に
導
く
。

　
　
被
告
は
こ
の
範
囲
で
す
で
に
請
求
を
認
め
て
い
る
か
ら
、
被
告
の
責
任
保
険
の
補
償
額
が
五
〇
〇
万
シ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
原
告
た
る
社
会
保
険
は
無
制
限
で

あ
る
と
い
う
事
情
が
被
告
の
有
利
に
働
く
か
否
か
と
い
う
問
題
は
棚
上
げ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
右
の
割
合
と
異
な
る
分
割
を
正
当
化
す
る
そ
の
他
の
事
情
も
本
件
事
例
で
は
存
在
し
な
い
。

（
8（
）　V

gl.,�Fitz,�R
isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（8�ff
.�;�Faber,�R

isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（58�ff
..

（
85
）　
な
お
、
前
述
し
た
一
九
九
七
年
判
決
は
一
九
九
五
年
判
決
に
従
う
旨
を
述
べ
る
が
、
そ
こ
で
は
一
九
九
五
年
判
決
と
は
異
な
っ
て
、
一
〇
一
五
条
は
全
く

引
用
さ
れ
て
い
な
い
。

（
86
）　Fitz,�A

nm
erkung�zum

�O
G
H
�（（.�8.�（（（5,�Ö

ZW

（Ö
sterreichische�Zeitschrift�für�W

irtschaftsrecht

）（（（（,�（（�;�G
röm
m
er/O

ber-
hofer,�G

eschäftsführer�ohne�A
uftrag�-�Schadensersatz,�D

R
dA
�（（（6,�（（（

（（（（�f.

）.

な
お
、
後
者
は
「
圧
倒
的
な
自
己
過
失
」
の
抗
弁
の
主
張

に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
点
と
し
て
指
摘
す
る
。

（
8（
）　Faber,�R

isikohaftung

（Fn.�（（

）,�S.�（58�ff
..

（
88
）　K

oziol�in�K
B
B

（Fn.�5

）,�

§（0（6,�R
n.�6�,�S.�（（（8

は
こ
の
判
例
を
紹
介
す
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
〇
一
四
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
損
害

は
賠
償
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
8（
）　
こ
の
一
項
二
号
は
一
九
五
五
年
の
制
定
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
が
拡
張
さ
れ
、
一
九
六
二
年
の
改
正
法
で
は
②
「
差
し
迫
っ
た
援
助

給
付
の
た
め
に
医
者
や
助
産
婦
を
連
れ
に
行
く
際
」（B

G
B
l�N
r.�（（/（（6（

）、
一
九
八
七
年
の
改
正
法
で
は
、
⑦
「
公
安
機
関
（Sicherheitsorgan

）
の

職
務
行
為
の
適
切
な
援
助
の
際
」
が
そ
れ
ぞ
れ
追
加
さ
れ
た
（B

G
B
l�N
r.�60（/（（8（

）。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
に
は
「
献
血
の
協
力
に
際
し
て
」
が
⑥
「
献

血
ま
た
は
臓
器
移
植
法
に
よ
る
臓
器
移
植
に
際
し
て
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
（B

G
B
l�N
r.�（0（/（0（（

）。

　
　
ま
た
、
二
号
の
適
用
は
当
初
は
「
こ
れ
ら
の
給
付
に
つ
き
特
別
な
法
律
上
の
義
務
が
存
在
し
な
い
場
合
」
に
限
ら
れ
て
い
た
（B

G
B
l�N
r.�（8（/（（55

）。

し
か
し
、
二
〇
一
二
年
に
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
制
限
に
変
更
さ
れ
た
（B

G
B
l�I�N

r.�（（（/（0（（

）。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ッ
ツ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
従
来
こ

の
制
限
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
意
味
を
失
っ
た
と
言
え
る
。V

gl.,�Fitz,�R
isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（06�ff
..

　
　
な
お
、
一
項
の
列
挙
す
る
労
災
と
同
視
さ
れ
る
事
故
類
型
は
当
初
四
つ
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
一
年
に
三
つ
追
加
さ
れ
（B

G
B
l�

N
r.�（（/（（6（

）、
一
九
七
二
年
に
二
つ
（B

G
B
l�N
r.�（（/（（（（

）、
一
九
七
六
年
に
二
つ
（B

G
B
l�N
r.�（0（/（（（6

）、
一
九
八
〇
年
に
一
つ
（B

G
B
l�N
r.�

585/（（80

）、
そ
し
て
一
九
八
七
年
に
一
つ
（B

G
B
l�N
r.�60（/（（8（

）
が
そ
れ
ぞ
れ
追
加
さ
れ
て
、
現
在
の
一
三
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
三
項
の
適
用

範
囲
も
拡
大
さ
れ
た
。



法
学
志
林
　
第
一
一
三
巻
　
第
一
号�

七
八

（
（0
）　
こ
の
前
段
の
規
定
は
当
初
は
第
二
項
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
五
年
に
第
二
項
と
し
て
新
た
な
規
定
が
追
加
さ
れ
て
、
従
来
の
第
二
項
は
第

三
項
と
な
っ
た
（B

G
B
l�N
r.�（（0/（（65

）。
二
〇
〇
九
年
に
は
、
こ
の
第
三
項
に
母
性
保
護
法
（M

SchG

）
な
ど
に
よ
る
待
機
期
間
中
の
職
業
教
育
と
関
連

す
る
事
故
に
関
す
る
後
段
の
規
定
が
追
加
さ
れ
た
（B

G
B
l�N
r.�8（/（00（

）。

（
（（
）　
同
旨
の
も
の
と
し
て
、O

G
H
�（.�6.�（（（8

（（�O
b�5（/（8

）ZV
R
�（（（（/（68�;�O

G
H
�（（.�5.�（（（8

（8�O
b�（5/（8

）EvB
l�（（（（/（0（;�O

G
H
�（（.�（（.�

（（（（

（（�O
b�（（（/（（h

）JB
l�（（（8,�（（0

な
ど
が
あ
る
。

（
（（
）　Steinbach,�K

om
m
entar�zu�O

LG
�W
ien�（（.�（0.�（（（（,�（（�R

�（5（/（（,�ZA
S�（（8（,�65

（6（

）;�H
olzer,�D

ienstgeberhaftungsprivileg

（
§（（（�A

SV
G

）und�den�A
rbeitsunfällen�gleichgestellte�U

nfälle

（
§（（6�A

SV
G

）,�JB
l�（（8（,�（（8

（（5（�f.

）;�derselbe,�Eine�Lebensret-
tung,�D

R
dA
�（00（,�6（

（6（�f.

）;�Fitz,�R
isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（0（�ff
..

（
（（
）　V

gl.,�G
röm
m
er/O

berhofer,�G
eschäftsführer�ohne�A

uftrag

（Fn.�86

）,�S.�（（（�f..

（
（（
）　V

gl.,�O
G
H
�（（.�5.�（（88,�SZ�6（/（（（�=�JB

l�（（88,�666.

（
（5
）　Fitz,�R

isikozurechnung
（Fn.�（（

）,�S.�（（（�ff
..

　
　
な
お
、
マ
イ
セ
ル
も
こ
の
結
論
を
支
持
す
る
が
、
衡
平
の
観
点
に
基
づ
く
賠
償
請
求
権
で
あ
る
点
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
。M

eissel,�G
eschäftsfüh-

rung�ohne�A
uftrag,�（（（（,�S.�（（（.

（
（6
）　
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ｇ
三
三
四
条
に
よ
れ
ば
、
社
会
保
険
者
の
使
用
者
に
対
す
る
償
還
請
求
は
故
意
・
重
過
失
に
よ
る
事
故
惹
起
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。

（
（（
）　Fitz,�a.a.O

.

（Fn.�86

）,�S.�（（�ff
..

（
（8
）　A

pathy�in�Schw
im
ann�-�Praxiskom

m
entar

（Fn.�（

）,�

§§（0（6

─（0（0,�R
n.�（8,�S.�（（8�;�K

oziol�in�K
B
B

（Fn.�5

）,�

§（0（6,�R
n.�（,�S.�

（（（8�;�R
um
m
el�in�R

um
m
el-K
om
m
entar

（Fn.�（

）,�
§（0（6,�R

n.�（,�S.�（（（（.

（
（（
）　Fitz,�R

isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（（8�f..

（
（（（
）　Fitz,�R
isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（5（�ff
..

（
（（（
）　Fitz,�R
isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（55�ff
..

（
（（（
）　M
eissel,�G

eschäftsführung�ohne�A
uftrag

（Fn.�8（

）,�S.�（（（�f..

（
（（（
）　
な
お
、
緊
急
事
務
管
理
以
外
の
事
務
管
理
類
型
に
お
け
る
事
務
管
理
者
の
賠
償
責
任
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、vgl.,�M

eissel,�G
eschäftsführung�

ohne�A
uftrag

（Fn.�8（

）,�S.�（（0�ff
.�;�A
pathy�in�Schw

im
ann�-Praxiskom

m
entar

（Fn.�（

）,�

§§（0（6-（0（0,�R
n.�（0,�S.�（（8.

（
（（（
）　
前
掲
注
（
（
）
に
引
用
の
も
の
を
参
照
。

（
（（（
）　Fitz,�R

isikozurechnung

（Fn.�（（

）,�S.�（5（.



オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
一
〇
一
四
条
の
歴
史
的
沿
革
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
（
宮
本
）�

七
九

（
（（（
）　
近
時
の
下
級
審
判
例
と
し
て
は
、
エ
ー
デ
ィ
ー
デ
ィ
ー
事
件
に
関
す
る
京
都
地
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
労
旬
一
七
六
二
号
七
一
頁
、
控
訴
審
の
大

阪
高
判
平
成
二
四
年
七
月
二
七
日
労
判
一
〇
六
二
号
六
三
頁
や
、
仙
台
地
判
平
成
二
四
年
一
一
月
九
日
Ｔ
Ｋ
Ｃ
【
文
献
番
号
】（5（（5（8（

な
ど
が
あ
る
。
学

説
に
つ
い
て
は
、�

加
藤
㈠
編
『
注
釈
民
法
（
（（
）
債
権
（
（0
）』
有
斐
閣
・
一
九
六
五
年
［
森
島
昭
夫
］
二
六
七
頁
以
下
お
よ
び
二
九
七
頁
以
下
参
照
。


